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'J、沢今朝芳－生産力増強計画は強力におしすすめなければならな

い，だが一一

まえがき

外からほ，木材需給問題にあおられ勤内には労組の攻

勢をうけつつも，国有林は雄々しくも，生産力墹強計画

を強力におしすすめている。

予算も,生産力増強計画の作成の開始せられた昭和32

年度に比べると約150億円も増加し，昭和34年度は，

遂に545億円を予定するにいたった。すなわち，当初予

燈した生産力増強計画の収支計画によれば，33年度は

455億円，34年度は533億円であったが，いずれもこ

れを多少上廻る予算規模で，更には民有林協力事業費も

本年朧20億円も掲上されており，林政への協力も充分

に果しつつ出発したわけである。まずは順調なすべり出

じであり，この上はその成果をより実り多きものに努力

したければならない｡生産力増強計画もすでに北溌道は

昭和33年よりスタートし，内地も本年より動きはじめ

ることになった。

また，この合理化計画推進の前提ともなる国有林野経

営規程も，一才の誕生をむかえた。

しかし，この増強計画もこのようにして漸く氷原を突

破し，外洋に脱出す為目途がついた，といったところ

で，外洋に脱出するまでには，なお多くの困難に過魁す

るであろう。

「国有林なるがゆえの｣，もろもろの重荷をせおわさ

れて出銃したわけである。

185億円にも上る貯金（決算上の剰余金）をもちなが

ら，この出航に際して自由に使用できない，という財政

的拘束,厳密にいえば，この余裕金は利益と，簡単に割

切れない内容をもっており，伐採超過，造林不足によっ

てもたらされたものも，相当含んでいる。したがって，

当然森林〈それももちろん国有林）に換元されるべきも

のである。しかもこうした見掛けの利益も，一般にはそ

のま童にうけとられやすいし，事実この余裕金をめぐっ

て，とかくの論議がかわされている。

一方には公企業として，その企業性の発揮を強く要請

されながら，このようにその自主性泳充分に認められ

ず，他方では，林政への協力を余儀なくされる。といっ

た板ばさ歌にあいながら，むずかしい経営がつづけられ

ている。

これというのも，国有林の性賂というか，経営目的と

いったようなものが，何編も繰り返しながら，はっきり

しないことに大きな原因があるように思える。形態とし

てば，一応非従属的公企業として劉切りながら，その内

容にほ多分に行政的考慮を要するものを多分に含んでい

る。したがって，自主化ということも事業（経営）の社

会性からくる制約からいきおい不充分なものとなるわけ

である。

．そこで，経営規程も新しい装いをこらして再出発した

ので，基本的な問題として，飼有林の経営目的をどのよ

うに考えたか。もちろん本質的には変りないとしても，

その社会経済的な背景には，相当の変化があった筈であ

る。つまり，長期の究極的な目的には変りはないがく抽

象的な目的であり，いわばスロガーソとしての意義)，

短期の当面の目的設定には，相当近代的感覚がうかがえ

てよさそうなものである。

結論的にいえば，このことについては，実は新撹程‘こ

おいても，一向に新鮮味ばない。そして，すで淀多くの

批判のあるところである。ここ;こは，まずこのような批

判を中心として，論を進めて承よう。

新規程による経営目的とは、

新規程第2条によれば，国有林の経営目酌は次のよう
になっている。

国有林野は，国土の保全その他国民の福祉の増進を

図ることを旨とし，森林資源の培蕊森林生産力の向

上及び経営の合理上に努めて，経営しなげればならな
い。

国有林の経営目的を論ずるに当っては，まずこの鐡径
から検討して承る』塞冨があろう。

このような鐙遷のしかたで，経営の目的を鰄潅に詞見

しているかどうか，多くの場合，こうした壷にしばし

ば象られるように，具体的な鍵程としての，経営計画の

編成とか，事業の予憲実行とかいったことに泳強い関

心をもつが，総則的なことについて肱，手紙でいえば

r拝啓」位にしか考えていないことが少なくないようで

ある。少なくとも著書における『康交」位の関心はもっ

て頂きたいものである。序文をよめぼ，お語よそその本

のいわんとしていることの内容や思想といったものは，

よふとることができる。も･らろん獅僅における「総則」

はそれ以上の意味をもって鎧り，ここにこそ国有林綴営
の大方針ともいうべきものがひそんでいるのである。

ぎ

－
７
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小沢:．国有林経営の方向

さて，話を元にもどして，新規程第2条は国有林の経

営目的につ1′､て，すべてをいいつくしているか，更に重

要なことは，国有林に従事するすべての人だが，これを

充分に理解しているか，早速批判を聞くことにしよう。

第1に，旧規程（昭和23年）は経営規程とはいいな

がら，林政規程的な色も濃い，という批判があったが，

新溌程はこの点どうか，つまり林政規程を克服して，文

字通り経営規程となったか（もちろん条文の一つ一つを

問題にしているのではない。その底を流れている思想を

問題にしてのことである。それを端的に示しているもの

は，総則であり，なかんずく第2条である)。

森林法第1条には「…･森林の保続培斐と森林生産力

の増進とを図り，もって国土の保全と経済の発展とに資

する．…」とある。新規程第2条の内容となんら異なる

ところはない（ただ経営の合理化ということが付加され

たにすぎない）

羅営鏑呈としては,いささか古い｡一般会計当時のよ
うな官営事業ならば，これで通用しようが，公企業とし

ての内容を遂次充実して行こうとしている現在では，も

う少し近代的な感覚があってもよい,とする批判憾強い。

つまり思想的には，この一事をもってしても，林政規程

的思想を克服していないというわけであろう。

しかし，国有林の経営目的として間違っているという

ので嫁ない。第3条にも規定するように，経営は森林法

に従って（つまり森林基本計画にしたがって作成せられ

た経営計画により）推進される，というのであるから，

当然このような上位目的は前提となっているわけであ

る。だから経営目的としては，このような遠大な，究極

の目標をかかげるよりも，もつと現実的な下位目的をの

せるべきではあるまいか。

例えば，国の経済政策にしても，その究極目的は，国

民の福祉増進というところにある。問題はこのような上

位の目的を達成するための手段，いわば下位の目的をど

のように設定するかにある。すなわち完全雇用の実現と

か生産性の向上などが提唱されるが，これらは実は，前

述の究極目的よりみれば手段であり，下位の目的であ

る。また有効需要の造出ということも完全雇用の実現か

ら承れば手段である力鳥投資の誘発という立場からは，

目的となろう。こうして経済政策においては，目的＝手

段の体系が連続的な系列としてあらわれる。

国の経済政策→林業政策→国有林経営政策（目的）と

いう系列からみれば，国有林という企業体にふさわしい

経営目的はあるし，そのようにしてばじめて，経営の指

針としての規程も生れてこよう，というのであろう。

第2に，国有林経営合理化を進める途上において，し

ばしば問題にされ，論議されつつも，とに角一応の理論

的な根拠を与えた，例えば国有林の鈎命とか，さては生

産力原則といった，とととの関係はどうなったのか，合

理化方針によれば,国有林の使命として,1．木材の供給

2．国土保全3．艇山村経済の助成の3つをあげている。

前2者はよいとして，3について除外したのはなぜか，

もっとも経営方針として，第3条(5)において，その旨は

述べられているが，この場合には，目的ではなく寺鍛と

解したのであろうか。

生産力原則とは，相当に巾のある解釈が行われるが，

いって熟れば，これこそが合理化の最も大切な基礎理論

であったし，当面の目標を支えるものであった。もちろ

ん経営鋸径は一・応永久不変の国有林の経営指針だとする

ことからみれば，当面40年を目途とする合理化の原則

をかかげるよりも，更に高次のものを求めたのだともい

えよう。しかしこの考え方ほ，親程臓国有林の憲法なり

とする，理想論から発するものであって，もしその､よう
なものであるならば，訓令というようなものではなく，

政令か法律とすべきであろう，極言すれば，生産力増強

計画を完遂するため，よってたつべき規程だと割切って

もよいのではないか，というのであろう。

生産力増強計画，これこそ当面の国有林の経営目標の

最も大きなものであることに間違いはないが，第3に，

この条文では「国土の保全その他国民の福祉の増進を図

ることを旨とし」として，国土の保全が主目的で，「そ

の他」として副次的に国民の福祉増進に寄与するのだ，

という意味にもとれる。あるいは国土の保全と国民の福

祉増進とを同列においている，ともいえる。しかし，こ

れは国土の保全も含めて，国民の福祉増進に役立つと解

すべきであり，したがって，究極の目的は国民の福祉増

進にあると明確にすべきではないか，もつとも，国民の

福祉ということも「経済的福祉｣に限定し，「経済外的福

祉」として国土保全を第1番にかかげたのであろうか。

この場合の国民の福祉というときば，経済的福祉とと

もに，経済外的福祉（森林のもつ，文化上，倫理上，福

利上等之の効用）も含めるべきであろう。

前の銀程によれば「国土の保安その他公益を保有し，

国民の福祉増進を図ることを旨とし」となっており，国

土保安その他の公益を保持しつつ，究極的には国民の福

祉増進挺寄与する，ということであり，この点ぼっきり

しており，すぐれていたというのである。

第4に，雇僻あるいは労働問題については全くふれる

ところがない。この点については，すでに旧規程のとき

に，野村博士，大内晃氏などによって指摘されたところ

であるが，重大なミスではなかったろうか。

野村博士は「社会政策的な目的を意味する関係住民一

地元住民一の計画雇傭ならびに生活の安定，という内容

』
」

。
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小沢？国有林経営の方向

の言葉が書き忘れられたということは，この規程の大き

な欠陥の一つであるといわざるをえないだろう」と告白

されている。また大内晃氏は「造林労働の生産性を測定

することが,きわめて困難な事情にはある淀しても,経営

規程がこの労働の生産性に少しもふれるところのないの

はどうかと思う」と述べられている。（森林生産力とは，

土地生産力をさしているようであるが，何故に土地生産

力に限定したのであろうか）新規程の制定に当って，こ

のような意見が，何故に採用するところとならなかった

か，少なくとも第3条においてでもかかげるべきではな

かったか，という。

第5に，目的があ童りにも立派であって，というより

も遠大な理想であるので，それへ行きつくための手段を

設定することが容易でない。第2条が目的とすれば，第

3条はそれを達成するための補助手段と考えられるが，

それにしても，この究極目的と手段とをむすびつけるこ

とは容易なことではない。ここには深い断層がある。

つまり国民の福祉増進ということも，国の経済政策，

少なくとも林業政策においてでならば,目標として,おぼ

ろげながら見定めることもできようが，この規程によれ

ば，国有林の全体としての目的でもない。つまり簡単に

いえば，この総則は経営計画編成のための「前文」であ

り，第2条にいうところの目的は,個灸の｢経営計画区」

毎に果すべく規定していると解してよかろう，森林基本

計画→国有林経営計画という条例からは，国有林全体を

通じた「国有林全体計画」というものの介在を許してい

ない（もちろん実際には，これに近いものが作られては

いるが制度化されていない)。したが､って，104ケの経

営計画区毎に，第2条の主旨が全とうできると考えるに

は，つまり，1経営計画区の成果をもって，国民全体と

承るのは,余りにも範囲を広く承すぎると思う。また104

ケのそれぞれ経済的基盤を異にする経営計画区の成果を

集計することも困難だし，ましてやその集計を以て，直

ちに国民の福祉増進のための指標とすることも意味は少

なくないであろう。

こう考えてくると，つまり第2条をかかげるからに

は，最も具体的な手段についても規定すべきであろう，

これでは，折角わけた森林種（第1種,第2種,第3種）

もいきてこない。まずもって，この断層をうめるための

方策を考えないと，この総則は単なるかざりにおわって

しまう怖れがあるという。

このように分析して承ると，むしろ前段の「国土保全

その他国民の福祉増進を図ることを旨とし」は，国有林

経営計画が第3条にいうように，正しく森林基本計画に

従って作られるならば，当然この目的は確保されるもの

であるから，なくてよいわけである。そしてこの究極目

的を達成するための手段とも思われる「森林盗源の培

養，森林生産力…･」を，目的として前段に出すべきで

はなかったろうか，最も「森林資源の培斐，森林生産力

の向上」という言葉は，野村博士もいわれるように「林

地生産性の向上」という言葉とは，同一内容の異なる表

現にすぎないし，また「経営の合理化」ということも，

つまるところ『経済性の確保」によって必然的に招来さ

れるものである。

以上のことを整理して承れば，経営規程として，かか

げる経営目的というものは，もっとわかりやすい，身近

なものとしてうけとられたであろうに。

経営鏡程も当初の構想では，予算統制，利益計画，原

価管理等をもりこんだ，文字通りの経営規程を意図して

いた。したがって，当然のこととして，経理規窪，監査

規程，管理親程等をも再検討して包含する。といった綜

合的なものをねらっていた。しかし，このような考えは，

理論的には大方の謎成をえたが，研究中の段階において

（合理化は当然そのような体制的な改革を企図していた

が）合理化のテンポが一段と促進され，まず現在の体制

で生産力増強計画を一足先行させることとした。そこで

歩きながら（あるいは走りながら）考え，そして補修し

てゆくほかなく，ひとまずこのような抜本的な改正臓次

の機会にゆずられることになったわけである。だから結

果的に承れば，新規程も経営計画に重点をおいて改正し

たため，前後のつながりに一貫性をかくのもやむをえな

いことであり，前述のような批判もこの際は，甘んじて

うけざるをえまい。

いずれにしても，このような綜合的な経営規程を作る

か，あるいは経営基本法的なのを作るかしなければ，円

滑な運用は望まれまい。今のように，経営規程も，他の

監査，経理，管理等の各規程と同列，同絡に扱われると

いうことではおかしい。したがって，現状では，経営規

程というよりも，経営計画編成規程，事業規程と呼ぶほ

うが実体をあらわしているようである。

もつとも，このようにして一応｢名よりも実をとった」

新規程も，訪ねて象れぱ前に若干ふれたように，もつと

深いところに原因がある。つまり「諸般の悩勢からこの

ような抜本的大改正」は見送った，というわけであり，

いずれはこの｢諸般の情麹も明らかにされるであろう。

だから新規程の総則は，まことに「とってつけた」か

の印象をうけられる。第3期森林計画も，まもなくやっ

てくる。そうして，森林計画制度そのものについても，

（したがって森林法も）再び検討されようから，当然国

有林野経営規程も検討され，そのときこそ，果し得なか

った不備な点は補なわれるものと信ずる。

以上新規程第2条を中心として，問題となった点につ

ー
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小沢：国有林経営の方向

いて，第3者的批判の形式をとりながら自己批判して承

た。おぼろげながら，このような批判を通じて，国有林

の究極目的，それを達成するための手段について，何ら

かのヒントを与ええたのではないかと思う。

つぎに，この目的を達成するため，つまり目的と手段

とが競合しあるいは整合する場合に，この第2条の精神

をどのように汲承とるべきか，その考え方について述べ

て承よう。

国民の福祗増進を図るためには

前にも述べたように，国有林経営には，行政的運営を

必要とするもの（官営事業的な性絡）と，企業的運営を

可とするもの（公企業的な性格）とが混在している。し

たがって，形態上公企業であっても，その自主化という

点においては，不充分なものをそれ自身が持っているわ

けであるが，これは鬮有林のみにある特殊なものでほな

く，他の公企業ないし公共企業体においても，その公共

性，社会性から大きな制約をうけている。私企業におけ

為擬本と経営の分雛のように，行政と経営とを明確に分

離するということが，さし当り困難な現在の形態におい

てば，この両者の調和点を見出した経営（実はこれは大

変むずかしいことであるが）を行うことによって，規程

第2条の目的により近づくことが，（達成ということは

いうべくして困難であろうから）目下の国有林の使命と

いえよう。

まず「顧民の福祉」とは何かということであるが，こ

れについては，しばしば引用されるところの，ピグーの

三命題(国民所得の増大,均等,安定)を福祉増進の一般

的な基準としておこう。もちろん，国民の福祉というこ

とも，このような経済的福祉の率でなく，政治上,宗数

上,倫理上,文化上の各種利益(すなわち経済外的福祉）

によって構成されている。したがって，たとえ経済的福

祉力靖加しても，経済外的福祉が減少するならば，国民

の福祉ば必ずしも増加したとはいえない。ただ経済外的

福祉についてば，その測定が困難であるため，上述のよ

うに，経済的福祉に限って，「国民の福祉増進」を測定

する基準としているわけである。しかし，国有林経営を

論ずる場合にば，この「経済外的福祉＝森林がもたらす

保安上，文化上，風致上，福利上等なの効果」はきわめ

て大切になってくる。その測篭は困難にしても，経営上

常に意識し，その効果を（少なくとも）減少せしめない

ことが大切である。

また，この「福祉」は単なる一個人叉は一階級の利益

で椎なく，社会の成員全体としての利益であるというこ

とは明確である。しかし，この一見明確であるべきこと

が，実臓問題となることが多い。例えば，木材の需要構

造の変化に伴い，撫造材料的なものから工業原料的なも

のが次第に多くなり睡的生産をねらって，したがって収

穫最多な伐期を採用することは，一部の賓本家階級の利

益に奉仕するものであると極論するものもある。

更には，経済的福祉に限って承ても，森林生産力力轄

大しても，例えば薪炭林が用材林腫転撰されることによ

って，地元民の生活に影響があれば，それは福祉増進に

役立ったかどうか，簡単には決定できない。

国有林が，国士保安,木材の供給農山村経済の助成

等という使命を（お互にどの茨うな調和をたもたせて）

達成するかということであるが，こちらをたてれば，あ

ちらがたたずといった困果関係をもっている。物理学で

は偏場」ということを問題にするが，簡単にいえば，電

子というものほ，常に自分自身が動こうとする傾向をも

ちながら，同時にほかの電子の動き方から影瀞されてく

る。そこに考えられるものがいわゆる畷」であって，

その「場」の中で燗2『の電子がどういうふうに動くかと

いうことを物理学では研究している。

これを直ちに，国有林経営にむすびつけることは無瑳

であるが，前に述べたように，生産力を瑠大して，木材

供給という使命を果そうとすれば，国土保安という使命

をそこなう怖れもあるし，また農山村経済という点から

承て好ましい場合朧かりではない。お互にひっぱり合っ

ている。だからどの程度で調和するか，要するにこれを

総和したところの｢福祉｣の極大をどうして求めるか，木

材供給という使命の達成の程度を知る基準はあろうが，

他の2つ淀ついてば仲を容易には測定できない。農山村

経済の助成ということについては,地元民の｢林業所得｣

というものから基準は見出され為としても，国土の保安

ということについては，まづ測定幟現在の処不可能とも

いえよう〔目下のところ研究の段階にはあるが）そこ

で，福祉の壜進の程度を知ることは差し当りむずかしい

が，当面は便法的な手段であっても，ある部分にば積極

的な政策を，またある部分には消極的（保守的）な政策

をとりつつ進むほかあるまい。

まづ第1に，国土の保全と生産力の増強（つまり木材

の供纐との関係についてであるが，そのまえに，一応

公益性(保安性）と企業性とめ関係を経済学的に考察し

て詮よう。

経済学の教えるところによれば，ある生産者が，ある

財の生産を1単位だけ増加する場合，その生産者が直陵

に負担する幾用を私的限界生産費と呼び，その場合に社

会全体（その生産者をも含めて）が負担する幾用を社会

的限界生産菱という。また，これら限界生産蜜を限界生

産物（またその価値）とにおきかえても同じである。つ

まり，ある生産者が生産要素の使用（したがって生産費）

を1単位だけ増加させることによって，その生産者力植

■
毎

津
）

r一

－ 4－

0



守一

P

炉

－

小 沢：国有林経営の方向 1
－

接に増加させることのできる純生産量(総生産物の量か

らその生産のために消耗した道具，機械などの価値を差

引いた純増力罎)が私的限界生産物であり，その生産者

が生産要素の使用を1単位だけ増加させること挺よっ

て，増加する社会全体の純生産量が社会的限界生産物で

ある。そして，ある2財の社会的限界生産費の比があら

ゆる企業において均等となれば，生産の最遮状態は達せ

られ，かくて経済的福祉の極大がもたらされるというと

ころで，この私的限界生産費（生産物）と社会的限界生

産費（生産物）とは必ずしも一致しない。したがって，

ある企業がある生産物を増加しても，それが直ちに社会

的限界生産物を増加させることに，必ずしもならないと

いうところに問題がある。

例えば，木材の生産量を増加させることによって，つ

童り木材の伐採販売によって，私的限界生産物は増加し
ても，そのために，林地を崩壊巷しめたり，水源酒養の

効果を削減するなど保安上の効果を減少せしめることに

よって，下流地帯の住民の生命財産などをおびやかすこ

とがあったり，農業その他の産業に悪影響を及ぼしたと

すれば，社会的限界生産物は私的限界生産物よりも小と

なる（なんとなれば，社会的限界生産物は，その私的限

界生産物の価値から，それらの住民や他産業の損害に相

当する価値を差引いたものに等しいからである。なおこ

の場合1企業の生産が外部不経済を伴うといわれる)。

逆に，適切な経営が行われ，例えば立派な人工林力鐙

成されたとすれば，そのこと淀よって，その企業は自ら

伐採収益をうると共に他企業庭対し，森林のもつ公益効

果を及ぼす，つまり1企業の生産増加が他企業に利益を

与え（外部経済）かかる場合には，社会的限界生産物は

私的限界生産物よりも大となる。

このようにして，外部経済，外部不経済により，この

両者ば合致することはむずかしい。つまり，外部経済に

よって利益をえた下流地帯の住民や他の企業が，その利

益を生ぜしめた例えば国有林に，その利益に等しい代価

を支払う（例えば国有林から水を買うといったように）

ことも，また外部不経済によって下洗地帯の人盈に与え
●●●む

た損害を，（例えばかんばつの損喪などを）それらの人

左に弁髄するということも行い難い。そこで国家の干渉

が必要となり，一般企業に対しては，すなわち，私的限
界生産識が社会的限界生産費を超過する企業に対して

は，助成金を与え（一般艇は林業はこの場合に属する)，
その反対に私的限界生産菱が社会的限界生産費よりも以

下の企業に対してば課税することによって（例えば煙害
を及ぼす鉱山業など）両者を合致させることが必要であ

る（説明の便宜上生産費とした力3生産物でも同じこと)。
資本主義社会では，このような政策も実際にはむづかし

いが，多かれ少かれ行われていることであって，自由的

費本主義計画経済下においては，できる限り正確な調査

に韮ずいて，このような調節が試盈られ欺ければならな
いとされている。

さて，少しく深入りし過ぎたようであるが，自然的に

も経済的にも不利な立地に分布している国有林が，一方
には木材の供給という使命を果しつつ同時に，国土の保
全を全とうしうる。という経営は多くの場合集約経営に
よって達成される。「林木生産を通じて，その立地Iこお

いて,最高の生産力を発揮せしめるごとく施業すれば,そ

れはまた保全機能をも充分に果しうる」という論も，集
約縫営によって始めて実現しうることである。集約経営
腿は当然幾用の増大，すなわち私的限界生産饗の増大を
もたらす，鬮有林といえども経済の原則を無視するわけ
にはゆかない。そのような集約経営には，自ら限度があ
る。伐境（限界林地・耕境）付近においては，いきおい
疎放経営におちいりやすい（私的限界生産喪の節減)。
木材供給という使命は果しえても，国土保安等の公益効
果は削減されやすい。

そこで，国有林としては，この蕊的限界生産物と社会
的限界生産物との背反を矯正すること煮（国有林なるが
ゆえに）自らの手によって行わねばならない。この場合
とりうる方法は，前にも述べたが，実はむずかしいから
便法的な手段によって,よりこの理想に近づくほかない。
具体的iこいえば，第一種森林に対して，一般会計よりの
繰入れ（つ室り国よりの助成）がないとすれば，第一種
森林の不経営に対しては，第二種森林よりえた収益をも
って補てんしなければなるまい。しかるに，そのような
自由裁愛(つまり自主化）の許される余地はきわめて

少ない。ここで，企業体としてとりうる道は自らはっき
りしてくる。第一種森林（厳密にいえば，この中にはい
ろいろのものを含んでいるが，さし当り問題になるのは

保安林である）に対しては，現状を破壊せざる範囲にお
ける消極的施業となし，第二種森林よりあがる収益の範
囲内において，保安効果向上のための稜極策をとる。ま
た第二種森林においてば，（ここにおいてこそ徹底的な

集約経営を行い）もちろん生産力を増加すべく穣極策を
とるわけであるが，端的腫いえば，造林の伴なわない伐

採は行わないということを鉄則とする，（厳密には成林
の可能性がない場合，つまり技術的，予算的に）という
ことで割切る必要がある。しかし，現実に嫁そのように

簡単に割切ることは困難であるが，国有林なるが故に，

このように一層厳しい態度が要請される。新規程第2条

をこのように，具体的な手段を設定して達成しようとす
るには，余りにも姑息的なりとする批判もあろうが，ま

ず当面生産力増強計画を強力におしすすめるためにはや

－5－
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交付金の制度などがあるが，ここには，主として第三種

森林の経営に問題をしぼって承たい。

こうした農山村経済については，従来林政においても

国有林経営においても，とかく従属的に取り扱われてき

た。特に国有林としては，そのようなことは，むしろ社

会政策の問題としてきりすててすっきりした形で企業性

を追及したい，・とする気持はある。しかし，こうした艇

山村の経済振興ということは，国有林のみがなしうる輝

かしい林政であり，そのことによってまた国有林経営の

発展があると思う。この点については，林政なかんずく

森林計画制度，国有林経営計画についても，再考の余地

がある。すなわち，森林法第1条においても，新規程第

2条においても，ともに「国土の保全，森林生産力の増

強」が直接の目的となっており，農山村の経済振興とい

うことは表面から姿を消している。

つまり，森林計画も国有林経営計画も国民経済の発展

を直接の目標としており，農山村経済すなわち地方経済

の発展ということは，間接的であるように思える。そこ

で国有林としては，第三種森林も，地方経済の発展とい

うよりも，国民経済上の観点から，従属的に設定されて

いる。という批判もゆえなしとしない。だから，第三種

森林の適正なる配置ということが根本問題であるが，現

在でも，黄源がこれこれだから，これしか供給できない

あるいは設定できない，とされきわめて弾力性に乏しい

という批判は強い。そこで一つの考え方として次のよう

なことを提案して承たい。第三種森林の経営計画は，艇

山村の艇林業計画の中から生れねばならない。そのたあ

には，国有林も一森林所有者として，これに民有林の所

有者，利用者（一般地元民）更には，木材業者，製炭艇

家，林業労働者などの協議の中から生れてくることが望

ましい。国有林だけで「保続･…」を考えるから，自ら

苦しむわりに，地元民から歓迎されない場合も多い。す

でに，アメリカにおいては，古くよりこのような試みが

行われているときく（生産保続経営法とかいう法律があ

って，国有林の純粋の計画とは一応きりはなされている

らしい)。

第三種森林も，地元民が主として対象となる。いきお

いその範囲は相当限られた4集団となろうから，第一種

第二種森林の経営計画からきりはなして（現在でもその

ような配慮はされているが，立案方法はちがってくる)，

かつての牧野経営案，防風林経営案といったように，各

を独立させる。つまりその地域の「総合保続計画」が関

係者の対等の立場から生れる。というのが理想である。

農山村経済振興を図るためには，更に林業の象でない他

の領域をも含めた綜合計画が必要となってくる。副嘆最

近の挫政，林政にはそのような動きが顕著になってきて

むをえないものと思う。

しかし，前提としてまず適正な森林種の区分が行われ

ねばならない。したがってまたそのためには土地利用区

分が必要となる。土地利用区分については，いろいろ問

題があろうが，すでに挺林水産技術会議で研究中であ

り，また近く発足する艇林漁業基本問題調査会でも，と

りあげるとのことであるから，それと併行して，更にそ

の細分としての，森林種の区分が，国有林，民有林を通

じて行うべく，その方法論を確立せねばなるまい。国有

林としてば，差し当り「線を明確に引く」ことば困難と

しても，「帯｣を承いだすことはできよう。そしてその

ような地帯が現実に問題になるには，つまり伐境雁近づ

くにはまだ先のことであるから，まず取きめで出発して

もまず心配はない。そして将来前述の土胤解1用区分がぼ

っきりしてくれば，保安林等についても再検討されよう

から，国有林もある意味では内部的な再編も考えられ

る。したって，余りに現実にこだわって神経質になるこ

とはあるまいとも考えられる。

次に，木材の供給(生産力の増強）と農山村経済の助
成ということについてのくよう。

農山村といえば「いかにも寒々 とした貧しい村」を連

想されるが，現在でも他の領域に比べればたちおくれて

おり，まさに「日本経済のうちの最も弱い部分」となっ

ている。わが国は，戦後国際的に承ても異常な経済の伸

長をゑせた。しかし，幾林部門はますますひきはなされ

てきた。農林所得は，他の産業と比べて，終戦直後1：

2程度であったものが，その後ますますひきはなされ，

現在では1』3またはそれ以下になっている。そこで，
こうした「日陰の谷間」を埋めるための方策を調査研究

するのが，農林漁業基本問題調査会である。挫山村と密

接な関係にある国有林としても，従来にもまして，一層

地元への関心が強く要請される。

さて,地元といっても,その範囲を具体的に定めるとい

うことは,実際にはむずかしいが,山林の依存度により，

山村，農山村，農村と大別すれば，今後の地元対策は農

山村の範囲にまで考えたものでなくてはなるまい。

従来臓「地元対策」という用語が示すように，国有林

の経営を円滑にすすめて，行くうえに必要な地元労力の

培菱策と解せられた面もあったが，こうした考えはこの

際考えなおして熟る必要があろう。国民の福祉増進とい

うことも，これら農山村経済の振興ということを含め

て，達成しうるものであって，新規程の精神もそこにあ

る。

国有林経営と地元磯山付経済との関係については，い

わゆる地元施設制度を中心として，薪炭原木特売制度や

ひろい意味でば,官行造林童た予算的には地元市町村

一
一
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いるが，これを真に地についたものにするためには，立

法的な措置が必要となってこよう。

現在では，林業振興計画あり，農山漁村振興計画あ

り，森林計画あり，国有林経営計画あり，まことに農山

村には「計画の洪水」がおきている。それらは今の所，

てんでばらばらというも過言ではあるまい。是ｦ鮪臓陸し

たような地域綜合計画力窪まれる。その場合国有林の存

在する農山村においては，当然国有林が主導的役割を演

じなくてはなるまい。かくて地元民に，所得の増大をも

たらし，しかも一部富農層に集中しないように，むしろ

貧農層の地位の向上を図り，またそれらの所得の安定性

を増すように考慮すること（所得の増大，均等，安定）

これが新舜豊第2条の精神である。

以上国士の保全，木材供給，農山村経済の助成という

3本の柱について，その目的を達成する便宜的な手段と

有利な桐の栽培法

熊倉国雄著

朝倉書店発行（昭和34年4月）

A5判212ページ定価280FJ

この書は桐栽培の調査研究に専念されている著者（加
茂農高教諭）が，かつて「桐栽培の参考」（昭和32年）
として出版したものを整理し，その後のたゆまぬ努力で

集めた資料を加えての新著である。
本書の出現によって，桐は，わが国の重要な特用樹と
いわれていながら，さて，参考書となると極めて少なく

不便が多かった悩みも一応，解消されたといっても過言
でなかろう。

特に，植付本数に関する著者の見解は傾聴に値する。
というのは，従来の疎密問題（すぎ，その他の木におい
ても）は，あまりにも画一的にきめられていたに対し，
樹性，交通便否，地味良否，造林費，労力配分，生産目
標，特に栽培形式（間混作との結びつき）のいかんによ
って決定ずけられるもので，ゆうずう性の広いことを説
いていることである。つまり，桐では従来の10アール

あたり30～50本よりも，もっと多い100～200本とい
う事例をもあげかなりの密植をすすめている。
ところで，本書は実生苗の薙成についてもふれている

が（第3章第1節)，しかし，どんな目的のために，ど
んな場合に，桐実生苗養成が必要なのかについての解明
が不十分であり，また，岩手県林業試験場での大量実生
苗養成（年間約2万本）について批判が見あたらないの
は筆者には気になる。というのは今日，優良品種の育成
がとても重視されていることからも，分根でやさしく増
殖できる桐を，ただ売れるからという目的のため，実生
苗を配布していることは，単なる逆行というよりは罪悪
でさえあろう。林業では実生苗がいかに優良品種奨励

して，森林種をもちだして説明してふた。将来これら三

者の関係が，どのようなパランスを保って行くか，その

ためには，それらの成果を測定する方法を確立して，そ

れによってこれら三者の総和が極大となるように経営が

行われることが理想である。

おわりに

生産力増強計画は，強力におしすすめなければならな

い。だが問題は多い。基本的な問題については今述べ

た。さし当りの問題としては，造林である。そのために

は，伐採跡地の処理を巡って，不良木の処分，さらには

最も大切なことであるが労務管理の問題，さては，自主

化をめぐって国有林の形態論も問題になろう。だが，そ

れでもなお，林力増強計画はおしすすめなければならな

い。

上，そのことを混乱させ，かつ，その発展を阻んだかを
思い起す必要があると思うからである。
なお，近ごろ，日本桐にくらべ，比較にならぬほど九
重桐ブームを巻き起しているのに九重桐栽培上の問題点
についての解説が少ないのは，実地家向に書かれた本書
としては少点物足らぬように感ずるが実地家に読魏易く
判り易いよう親切に書かれた本審は，桐栽培の参考書と
しては第1級の好著と信ずる。（倉田益二郎）

有名スギ林業地の特徴とその品種
福田秀雄著

大日本山林会発行（昭和34年1月）
B6版･120ページ定価150円

著者福田秀雄氏は，現在徳島県林業指導所長の任にあ
り，カリピアマツの導入試験を熱心に続けておられるこ
とは御承知のとおりであり，林業技術の実行力と研究力
を兼ねそなえた熱血の人である。
現在林木の育種酬業が急速な進展をみせているが，わ
が国にはスギという礎秀な樹種があって，農業における
稲作にも匹敵する重要性をもっている。それ故，スギに
ついては，古くから林業の対象となり，全国各地に有名
なスギ林業地力擁達し，またいわゆる品種という名にお
いて，多くのものが世の中に通用し，紹介され，また育
成されている。

そこで，これらの内容を網羅的に坂纏め記載したのが
表題に示した著書であって，座右に1冊あればきわめて
重宝である。
ただ，現在のスギのいわゆる品種の実体を象ると，き
わめて包括的なものから，非常に厳密な純粋なものまで
様なのものを品種という名でよんでいる。それだけに，
読者は，あらかじめ林業品種の実体を，よく理解し頭に
おいて，この書を読まれることを切に希望する．。

（坂口勝美）
生
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林業改良普及事業の歩ふと

本年度の進坊方
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なることを好まず県庁や地方事務所に通勤出来て，工率

を設計霊督したり補助金を与える仕事に進むことを希望

し，進んで指導員の議験を受けようとしない傾向さえあ

ることは考えさせられる問題である。

普及という仕事には情熱と忍耐とを必要とする。この

様な条件をそなえた指導員を得ることが普及事業を発展

さ造る基本的問題である。このためには進んで指導員に

なり，喜んで山村に駐在する心構えと待遇がなされなけ

ればならないであろう。このことは今後の発展のために

考えてゆかねばならない大きな問題である。

皿普及事業の歩み

林野庁に研究普及課力穀置されたのは昭和24年6月

である。農業関係の普及事業は既に前年度に発足を象て

いる。しかも鵬業改良助長法という法律のレールを敷い

てその上を走る準備さえ整えられたのである。林業と水

産と蚕糸は1年遅れて発足した。発足に当って農業と同

じ様な法律の設定が準備されたが陽の目を見ずに実行に
移された。

農林業の普及事業がとりあげられた直接の動磯は当時

の進駐軍の勧告によったことは周知の通りである。アメ

リカにおける農林行政の大きな安住としてこの普及事業

が実施され力強い発展をなしつつある現況から推察して

日本の農林行政の中に導入しようとした意図ば充分察し

られるのである。

私は昨年アメリカの林業経営の情況を視察する機会を

得たのであるが，その際各地で普及員が非常な熱意と自

負心をもつてこの事業に当っている姿を見たのである。

叉現山林局長のマッカード氏がわれわれにアメリカの林

業事情を説明されたなかで「アメリカの林業の振興には

日本の様に全国に通じる森林法の制定は出来ないが技術

普及の活動を通じて達成出来為」と強調されたことは印

象に深いものがあった。

アメリカは普及事業の先進国である。しかしその普及

対象農家は必ずしも広範囲なものではないように思われ

た。むしろあ鐙ってばいないといった方がよいかも知れ

ない。例えばニューヨーク州において技術指導を受腓

ることを希望し協約書に署名している森林所有者は約

5,500名である。これは州内総森林所有者の5％，面穣

にして2％である。しかし今後は更に増加してゆくと自

Iまえがき

林業改良普及事業が発足してこの6月で満10ヶ年に

なる。10年一昔といわれるこの機会に歩いて来た道を

ふりかえり，その足どりを反省しながら現況をより正し

く認識して今後の推進をはかることば有意義なことと思

う。近く林野庁において10週年の記念事業としてとり

まとめることになっているので，ここでは変遷の概要を

記述し現状に鮨ける問題点と本年度推進の考え方を述べ

各位の理解と協力を得たいと希望するものである。

一口挺10年というけれども林業普及事業の歩いて来

た適散決して平坦な大道ではなく，全くいばらの道であ

り，ぬかる承の道でその一歩一歩力辮魂をすりへらす前

進であることは真剣にこれにたずさわった改良指導員

(Ag.)専門普及員(Sp.)を始め県,林畷庁の担当者の身

をもって体験されたことである。

従来の林業行政は国士保全，資源維持といった「山」

そのものに対する施策が重点であったのに対し林業技術

を艇民に普及することによって林業の生産性を高め，挫

家の生活を向上してゆくこととする「人」に重点を置い

た施策が打ち樹てられたことは，たとえその発足が進駐

軍の勧告によったにせよ大きな進展であったことは誰し

も認め得るところであろう。

しかし技術普及のような教育的事業はこれを受けよう

とする人と，教えようとする人との意気が教えるべき課

題を中心として融合したとき効果をあげ得るものである

が，農家の林業に対する意識は農業に対するそれよりほ

るかに薄くしかも色々の階層があるので，一様に砿ゆか

ず改良指導員の人☆が考えるよりはるかに困難なもので

あり，多くの工夫と忍耐を必要とするものであった。そ

のたあに一部の指導員は推進への意欲を失った者もあっ

たり，更に他の規則的にあるいは時期的に定められた仕

事の多忙にことよせてなおざりにされ勝ちの性質のもの

であった。

学校や教会には教えを受けようとする人が集って来る

が，巡廻教師である指導員のもとには来る人も少なく出

掛けて行っても保険の勧誘かと間違えられた程でその苦

労が察しられるのである。従って若い技術者は指導員に

一
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三 好：林業改良普及事業の歩象と本年度の進め方

信をもって説明してくれた。その数の余りに少ないのに

驚いたのであるが，普及の重点が個別指導におかれてお

り，従って各所有者に対する個ﾉ々の指導は非常に親切で

あり，よく面倒を見てやっているものだといった感じを

受けたのである。

日本においても限られた希望者にのゑ指導する事が許

されるならばもつと徹底することが出来るであろうか？

普及事業発足以来10年の過程を大別すると3つの段

階に分けて考えることが出来る。

即ち，第1発足より昭和27年童で，第2は28～30年

まで，第3は31年以降である。その各々を簡単にふり

かえって承よう。

第1，発足の24年25年は体勢を蕊える準備の期間

であった。普及率業要綱の制定，普及テーマの選定，更

に専門普及員，地区普及員の資格試験iこよる任命（1120

名）等を行った。

ようやく実質的な活動が開始されたのである。そして

まずどの様な技術を指熱すべきかという聯が問題となり

選ばれた主要テーマは

1．土地生産力の増強に関するもの

2．木材利用合理化〃

3．林業者の利益増進〃

4．蕊林思想の普及〃

であって，その内容とする個々の項目ば40に近いもの

であった。このメニューの中から都道府県の林政の方向

と合致したものが選ばれ，これをたずさえて普及員健勇

耀担当の山村に活動を始めたのである。即ち当初におけ

る普及テーマは上から下に提示する形においてなされた

のである。しかし森林所有者の技術への関心は薄く仲を

受け入れられなかったのであるが普及員の努力によって

まずとり入れようとする関心を示したのは比較的大きな

山林所有者の一部であり，しかも自己の経営に適した部

分の問題についてである。僅かではあっても努力への反

応を見出した指導員はここを糸口に漸次拡大をはかって

いった。このような経緯からややもすると普及事業は，

大所有者への奉俄事業であるかの如く誤解され批判され

た。しかしこの芽生えはその後急速な生長をもたらぜた

効果ば大きかつた。この様な経験淀基いて27年淀は第

1段の反省がなされた。即ち

1．新しい技術も天下り的に持込んでば艇家にはなか

なか受け入れられない｡普及すべき問題は農民の中

から求められたものでなければならない。

2．体当り的淀ぶつかった普及活動であるが，これを

より効果的にするにば一層の計画性をもたねばなら

ない。

3．普及対象の重点は中小所有者に掻かねばならな

い◎

4．担当地域が広く巡廻指導も充分出来ないので集合

指導による効果をあげる方法を考えねばならない。

このため森林組合青少年クラブ等の普及協力者を育

成し指導してゆかねばならない。

5．展示的な施設による指導が必要である。

等々であった。これらの反省をもとにして次の段階に

入ったのである。

第2の段階，昭28～30年

前述の経験と反省から次の様な考え方に前進した。即

ち，古いしきたりの中で非科学的な生活意識をもった農

山村民には試験研究の成果である新しい林業技術を急速

に普及しようとしてもすく．には受け入れられない。この

ためには農山村長のものの見方考え方;こ科学性をもた

せ，自ら立ち上がろうとする意欲をもたせることに力を

致さねぼならない。この結果従来の普及蛎業の目的と唱

つた「試験研究の成果を急速に普及して林業技術の向上

を促進し，もって林業生産の拡大をはかり林業経営者の

利益を増進すると共に公共の福祉に貢献すること」とい

うことを「民有林の経営を改良して，その私経済を向上

すると共に農山村民の自重性を確立し明るい農かな農村

を建設する」ということに改められ，そしてその名称も

林業技術普及事業から林業改良普及事業に改められたの

である。

この様な考えの転換と同時に普及課題の選び方，普及

計画，普及客体の重点，普及協力体の育成，普及施設の

整備（展示林等)sp.Ag.の研修に一段の進展を見たの

である。

第3段階，昭31年以降

昭和31年における森林法の一部改正に伴う改良普及

員と経営指導員の職務統合は普及事務発展史における大

きな転換期でもあった。統合の可否渡ついては色を論議

された様である。即ち公益爆持の観点から法律で所有者

に対し森林の施業を制限しようとする計画事業と，私経

済の立場から経営改良をはかろうとする普及事業とがう

まく一体となり得るかということである。しかし，森林

計画の円滑な実行のためには所有者の理解による自主的

実行意欲によらなければならないし，このためには普及

活動の強力な発展と相まって実施することが重要である

という結論と，たまたま当時大蔵省よりの予算査定に伴

う意見もあり逆に統合にふ歌切られたのである。

このことはその後の普及事業推進に当って第1線の担

当者である指導員にとってば，県林政の末端機関として

の任務の増加とも併せて色との問題を内包している様で

ある。しかしこの統合により従来の普及負と経営指導員

を合わせ2400名となり，1森林区に少なくとも1名の

－9－



三好；林業改良普及事業の歩象と本年度の進め方

指導員が駐在することになり，山村農家にとってば身近

に相談相手として指導が受けられるようになったことは

親し承易い指導員として叉普及事業として発展の基礎に

なっていることは認められることである。

Ⅲ普及体勢現況

前述の様な経過をたどって来た普及率業の現在の人容

予算費目及び各禽の関連は次図の如くである。

携わる人の中でも，公共事業や国有林経営についての重

要性は判っても普及事業への認識ほ比較的難いといって

もよいのではないだろうか。ここらに当面する問題があ

るようである。

b.補助行政と指導行政のバランス

経済的基盤の弱い艇林業や農山村に経済的援助を与え

ることは是非必要であり，補助金が果して来た効果は極

めて大きいことは明らかであるがそれだけで完全とはい

い難く，指導面と相まってより効果をあげ得る事も重要

である。即ち補助金と指導面は林野行政上からも唇歯輔

車の関係にあることはいうまでもない。良質の電気を供

給しようとするならば，日本の様な雨量の多い所でも水

力の開発と共に火力発電の増加が行われなければならな

いことと相似ているのではなかろうか。

c・各部門の協力

普及事業は技術の普及のための承の事業ではない。農

家の経済が林業を通じて向上するための国や県の農家へ

の協力であり，叉林業全体が発展するための指導事業で

ある。ある時ほ縁の下の力もちであり，ある時は開拓者

の役割をつとめるであろう。しかしそれが円滑にしかも

効果ある様に働けるためには林野行政のあらゆる面の協

力がなくては不充分であり関係者の認識と関心が望まれ

るゆえんである。

d、普及事業実施上の問題

普及事業にたずさわっているそれぞれの立場において

将来発展を期するために色食の悩承や問題点をもってい

る。例えば

Agの立場から

①普及以外の仕事が多い，②担当地区が広過ぎる。機

動力も欲しい。③旅讃が充分でない。④役場や森組に居

候し事務費もない。⑤農家からの質問に全て答えられな

い。勉強の機会を持ちたい。⑥農家に受け入れられる普

及はどうすればよいだろう。⑦身近かに相談する人が欲

しい。⑧山村の生演は単調だ｡家族とも別居しなければ
ならない場合も多い。

等を，幾つもありそうである。

Spの立場から

①県の林務行政の中で縦横の関連の中でどの様に仕事

を進めてゆくべきか。②地方財政の困窮から予算，人員

の不足を如何に補って普及活動を進めてゆけばよいか。

③幹部の普及事業への認識が公共事業等に比し薄い。④

Agへの指導をどの様にすれば効果的か。⑤旅費も他種

に比し少ない。⑥研修の機会を多く持ちたい。⑦努力し

た成果はどの様にしたら把握出来るだろう。．･･･等々

県の立場から

林巣改良昔及事業機措図

（
）

農山漁糊民
（花側{制鱸物醐ｴに従事する人）

注f）陣訪規哩永子正

即ち547人の専門技術員が県庁及び林業試験場叉は指

導所に配置され，経営，造林，保護,特殊林産，林産化

学，木材加工，林業機械及び普及方法の8部門に分れ担

当し指導員に対する指導を行っている。更に2558人の

改良指導員が出先事務所あるいは森林区の現地に駐在し

て直接農家の指導に当っているのである。この指導員の

内377人が自己の森林区を担当すると共に4～9の森林

区との連絡を密にするため地区主任Agとして設置し事

業の効率をはかろうとしている現況である。

Ⅳ当面する諸問題
f

a、普及事業への認識

過去10ケ年間その進展は目覚ましいものでないにし

ても一歩一歩前進を続けて来た普及活動であるが果して

一般幾家からどの様に受けとめられ，叉直接関係する．人

以外からどの程度認繊されているだろうかということを

考えるならばまだまだの感が深いのである。

農業の改良指導員は知っても林業の指導員の存在を知

らない農家はまだ多いのではないだろうか？県の議会

においても林業の普及事業について関心をもち質問を浴

びせる議員さんが幾人あるだろうか？更に林務行政に

一
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一
一
一

であり効果の薄いことは反省されたところであるので，

このためには普及客体，普及テーマ，地域等について重

点的に選定し進めてゆかなければならない。即ち普及客

体については最も林業経営についての指導を必要とし森

林所有者中の大部分を占める中小所有者を重点にするこ

とを再確認し，普及テーマについてはこれらの人盈の多

くが共通に解決を要望しそのことが各自の経済向上に役

立つものであり，かつ叉，国家的要望it二応える問題とし

て当面，薪炭林の改良，低位生産林地の改良等を目標と

している。叉地域的には従来通り溌密指導地区内におい

て行う方針である。ここに重点的というのはこれ以外を

やらない事を意味しないのであってその必要性とA9,,

Spの能力と方法を考慮して判断実施すべきはいうまで

もない。

2．普及組織の整備

a・地区主任制度の確立

Agの地区主任制度は33年度から新らしくとりあげ

られたがその活動妹充分でなく先任者が任命されていた

程度の所が多かった。むしろ担当森林区を持ち，機動力

をも持たない主任Agに多くの活動を要求することが無

理であったかも知れない。この点を改善し，第1線の

Agが地区主缶Agを中心にして普及活動を効果的に連

絡推進するために事務補助者をつけ普及器材と普及資料

を整備するための予算的措置がはかられ，今後オートパ

イ等の機動力も早急に配置する方針である。

b.Ag配置の適正

A9,spの各県への配置数については発足の当初，或

いは職務統合等の関係から，色煮の経緯があるようであ

るが，面積の広狭，森林所有農家の多少交通の便，不

便，森林区数及び区割の大少等盈と現在の総人員から考

えると必ずしも適正とはいい得ない。従来これらの過不

足の修正は旅費やオートバイ等の増減によって調整が行

われているが，これは人員の配渥定数によって調整され

るべきもので，旅鋭人件費は人員に伴い，統一した配

分で考えオートパイは地区主任を重点に考える方針をと

った。しかし人員の増減等の急激な変更により林務当局

が涯醗Lすることのないよう2～3年で漸進すると共に出

来得れば人員の増加措瞳とも併せて適正配置に移した

い。叉SpについてもAgや対象農家の数，試験研究機

関の活動の状況とも考慮し適正な配置に進めたいと考え

ている。

c・組織間の連絡協調

農家への普及活動は農業，畜産，蚕糸，生活改善，林

業，水産とそれぞれ縦の系統において行われて横の連絡

が充分でない。林野関係内においてさえ研究普及課と他

①困難な地方財政の中でどの様に林政を進展させたら

よいか。そして普及事業を。②制限された人員をどの様

に配置したらよいか。③職員の質をどの様に向上せしめ

たらよいか。④多くなる事務的な仕事をどうして簡素化

出来るか。⑤直接県民からはね返る公共事業への要望及

びこれが厳正な実施と指導事業への配慮との調整をどの

ようにするか。⑥県の試験研究機関と普及事業を如何に

連鑿し効果あらしめるか。….等を

それぞれの立場から普及に関連する悩承の数例である

が’これらの当面する大小の問題の解決こそ今後の普及

事業発展の基礎となるものである。

しかしこれらの悩承の中にはAg,spの中で或いは

県の段階で当然考えられなければならないし，叉考える

ことにより解決出来る問題があるのではなかろうか。国

もまた考えてゆかなければならない事は当然である。そ

の解決が今すぐ出来ないとしても問題の所在を認識して

これが解決への心構えをもちつつ着煮と進めてゆくこと

が必要なことでないだろうか。

V34年度の普及事業の進め方

普及事業が今後円滑に進展してゆくためには前述の様

な各面のなやみを認識し解明しつつ皆の協力により活動

し易い環境のもとに力を合わせて推進してゆかねばなら

ない。ただ単に林業技術の宣伝や切り売りでなく林野行

政の中における普及事業として，叉農山村民の生活に役

立つ教育としての普及事業を進めてゆかなければならな

いであろう。その成果を充分にあげることは心掛けねば

ならないが短期に求めることは無理なことで根気強く，

年々一歩一歩力強く進展する様に基礎固めをしてゆかな

ければならないであろう。

人員や予算の増加が要望されており，その必要性もよ

く判る。しかし：-歩退いて考えて承ると現在の活動の中

に反省し検討してゆかねばならない問題が多くある。事

務の簡素化や重複の整理，時期的調整等,われわれ自体

の中で解決出来得るものは解決してしかる後に足らざる

を補わなければその効果も充分でなく，叉予算当局も認

め得ないことである。叉現在の地方財政の状況や，国の

予算編成から見ても一時に多くの望むこと朧非常な困難

性があるのである。この様な意味から本年度においては

人員の増加は要求せず，その体勢を整えることにより活

動の基盤を築こうとする予算が新た艇計上されたのであ

る。即ち地区主任制腱の確立に伴う地区運営費と，幾民

の研修の場としての普及施設費である。その概要と本年

変普及事業全体の進め方につき紹介して参考にしたい。

1．重点的な推進をはかる

現在普及活動はその能力，組織，予算等からして困難

~1

P

P
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三好？林業改良普及事業の歩承と本年度の進め方

の部課との連絡の円滑でない面が多をあることが反省さ

れた。そのため農林省内における普及関係の部課長の連

絡協議会が設けられ連絡を緊密にする．と共に林野庁内の

各課との連絡を充分にすることにしている。各府県段階

においても充分な協調がはかられることが是非必要であ

ろう。

3．普及活動の効率化の推進

a，普及推進要領の指示

普及活動を効率的に進める重点的対象，テーマ，地域

等について先に述べたが更に普及活動の中心ともなる

Spの活動について反省すべき点が多々ある。この点に

鴎つき昨年来全国のSpとも協議検討した結果をとりまと

め今後の指針を示したのであ．る。即ち当面どの様にAg

を指導し或いは自身で組合や業界の指導に当るか,その

範囲ほどこまでとするか，叉自から調査し喪料の蒐集す

べきものはどの様なものか,XSp相互間の関連はどの

様に操ちながら普及全体の効果をあげるか等について要
領を指示したのである。特に他のSpとも最も関係をも

ち，しかも今までやや不明確であった経営普及のSp,¥

及方法のSpの活動について明らかにしたことは今後の

運営の適切により更に前進が期待されるものである。

d.普及施設の新設

濃密普及地区の運営に当りその活動をより効果的にす

るため，地区内に各種の施業や技術を組合わせ普及施設

を設置し，これを部落の農民が討論,実習の場として活

用しつつ自家の労力や所有山林の面積に適した施業，技

術を取り入れて生産性を向上出来るように推進しようと

するものである。即ち従来の展示林の考えでなく農家が

自己の資金，労働の配分収益の多少などを考え技術の難

易を比較しつつ愛け入れられるように指導してゆくこと

と試験研究の成果と農家が受け入れ得る技術とを結びつ

ける結合点として活用してゆこうとするものである。本

年度は薪炭林改良，粗悪林の改良について136箇所に設

けようと考えている。

c・関連業務の整理

昨年末大蔵省が出先の財務局を遠じて普及聯業の実態

調査を行ったがその中にAgの勤務健農業も林業も一般

公務員に比し幾分過重であることを認めている。しかし

その稼動の内容を農業のAgと林業のAgとを比較して

前者ほ全体の86％を普及業務に従事しているのに対し

後者臆普及業務と計画業務を合計しても65.3％で交通

時間を差引いた残余は農業1.8％林業22％が他の業務

がなされていることを指摘している。このことについて

は昨年来強く反省されていると．ころであり，そのため昨

年8月関連業務の整理庭ついて各県に協力方を要望され

ているところである。しかしこれが実現には第一歩を進

めた程度であり，今後の全面的な理解と協力を英断によ

らなければならないであろう。

Ⅵ公立試験場の発展と普及事業

産業の発展のために科学技術の進歩が必要であり，そ

のために試験研究が重要であることは論をまたない。そ

の試験研究機関と常に一体となって新らしい成果を普及

するの力潜及事業の任務でもある。

国立の試験場については省略して翰瞳府県における試

験場の状況は次のごとくである。

公立の試験研究機関は現在37県に設立されており，

近く発足を見込まれる長崎山形を加えると39県，山

梨県は木材エ業指螂所と林業試験場を2つ持っているの

でこれを合わせると40ケ所に及ぶのである。戦前に設

霞されたものは徹かに9県であったので他は戦後に出来

たものである。特に普及事業が活動し始珍た昭和24年

以降に出来たものが26県に及ぶのである。その名称も

林業試験場と呼ぶもの20ケ所，林業試験所18ケ脈

その他の名称及び農業試験場内にあるものが2ケ所であ

る。林業指導所の呼び名は戦後に作られたものがほとん

どであり，地方林業試験研究機関のあり方を示している

様である。しかしこれらの試験研究の内容ほ必ずしも充

実されたものとはいい難い。即ち研究者，補助者，惑嚇

関係者及びその他の雇人を加えても全国で約780名であ

りこの内の約1/3は北海道の林業指導所の人員である。

叉予算面から見てもその総計は約5億9900万円で｡あ

り，その約1/2は北海道が占めている。農業関係の県

立試験場の予算約23億，水産関係の約28億に比しそ

の貧弱さがうかがわれるのである。

普及事業の進展と共にその技術向上と指導のために試

験指導機関が拡充されることは喜ばしいことである。し

かし困難な地方財政のもとで人容や予算に多くの制限を

受けるとするならば認伏において最も効率的な運営がな

される様に考えてゆくことが当面の問題といえるであろ

う。同じ様な課題をどの県においてもとりあげる必要は

ない。国および各県の研究機関の協力によって綜合的に

能率的な推進をばかることが必要になってくる。従って

府県の試験研究機関の研究ほ基礎的なものでなくて実用

技術の研究を限度としむしろSp,Agの研修の場であり

俊林所有者への技術指導，教育啓蒙の場としての機能

を充実することが望ましいと考える。即ち林業技術普及

のセンターとしての役割が大きくなってくるであろう。

更に国全体の林業試験研究組織の一職成単位としての国

立試験研究機関及び各県の研究機関と密接な連繋を保っ

てゆく事を強く進めてゆかなければならないであろう。

毎
】
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一
一

き，しかも農家の生活が豊かになることが望ましいので

ある。

農家の生活を向上するために林業だけを考えればよい

のでなくその経営の中に山林をいかにとり入れるかを考

えねばならないし，それを考える農民を育ててゆかねば

ならないであろう。そのためには法律や補助金の承によ

るのでなく技術指導をあわせ，しかも愛情と親し象をも

って溶け込んでゆかねばならないであろう。愛される普

及事業，親しまれ尊敬されるAg,Spになる様鱈互に

W鶴をつむととが簿ド必要である。

本年度の林野長官の重要施策として述べている中にも

民有林の指導強化という項があるが，その内容は普及事

業であり，林野行政の重要施策としてかかげられたこと

は今髪でになかったことである。この様な点からしても

今後の林野行政の上で指導的な面が漸次大きくとりあげ

られてゆくであろうことが明らかにうかがわれるのであ

る。

終りに読審各位の御協力と御鞭雛とをお願いする次第

である。

国の行政目的に沿った研究目標が方向づけられこれに

向って研究課題の選定，更に研究者，研究機関の協力に

よって効率的な成果をあげることが必要になり，これを

実用化するための普及事業が活溌に展開されることにな

るであらう。

従来欠けていた公立試験研究（指導）棲関の相互の連

籍及び国立試験場及び支場との組織的連絡を緊密にする

ことにより，無駄の少ない効率的な研究を推進するとと

もに行政面とも充分連繋し，かつ叉民間の要望にも沿つ
い

て研究態勢を整えるべく，中央，地方ブ戸ツク，及び各

道府県に連絡協議会を設け推進を計ってゆくべく準備を

進めている。

Ⅶむすび

普及聯業がどの様な足どりで進んで来たか，どの様な

問題があるか，今年どの様#こ進めようとするかについて

述べた。

最初にも述べた様に普及という仕事は容易なことでば

ない。林野行政の中で普及事業だけが先走っても効果の

ないことであり，その一環として全ての対策がうまくゆ

-
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待望の 成労作遂に完。．…

北海道風害森林総合調査報告
（北海道風害森林総合調査団編）

未曾有の森林風害一
昭和29年5月の暴風と9月の台風は北海道の森林に約9千万石の大被

害をもたらした

日本林業技術協会は林野庁の委嘱を受けて，その実態を科学的に究明するために

総合調査団を編成し，昭和30年及び昭和31年の両年にわたり，調査を行った。

現地調査を終えてから2年の歳月を費して漸く完成したのが本書である。

世界林業史上にも類を見ない森林大

風害の貴重な記録である

北方森林の取扱いに大きな指針となるであろう。

限定出版一定価.1.300円（郵95R)この風害前に調査された｢石狩川源流原生林総合

I調親鱒舗繍、B5版535頁

琴真図麦多数

一

日 本林業技術協
今
奉

－18－



化学肥料がいくら発達しても，農地士じようは有機物

なしにほ満足な農業経営が行われないことは今も昔もか

わりがない。

この点で，化学肥料の世の中になったとしても農用林

の有機物供給資源としての重要度は将釆も叉ほとんどか

わりがないであろう。

逆にいえば，幾業生産をそれの作られる純すいの農地

面積の承を考えて云をするのはおかしく，農業経営に重

大な役割をもつ農用林の面積も加えて算出すべきだとも

いえよう。

さらに燃料の供給源としての農用林，これもわれわれ
毎

用材林を主体として考える林業に比べれば，有機物のう

ばわれる量は莫大である。

燃料としては末木，枝条にいたるまですっかり使用さ

れる。製炭の場合でも枝条材は製炭用燃料として使用さ

れる。

この場合もうばわれた有機物はもはや林地にはかえっ

てこないのである。

家屋再建用あるいは修理用の用材これば出火その他の

う下時の出来事がないかぎり，そう重大な農用林の役目で

はない。そしてその必要量も前者に比べて著しくすぐな

い。この場合は有機物はそう多くはうばわれないであろ

うが，農用林の場合には，用材の枝条材も燃料として利

用される場合がすこぶる多い。特に南西日本の挫用林に

多いアカマツ材では落葉まで燃料として使用されている

場合が多いのである。、

木を燃すのは以前は熱源としての必要からばかりでな

く，農業に必要なカリ肥料としての灰の生産の必要から

であった。

古い農家の大きいいろりの火が年中たえないのは採暖

の必要からではなく，灰の製産所であったのである。

私の住む京都付近の艇家でも，ごく近年まで，灰小屋

が，肥溜の上にかならずあったものである。そしてよく

それが，出火の原因になったものであった。カリを木か

ら得る必要は著しくすぐなくなったとはいえ，いまだに

木灰は肥料として必要であり，これも農用林から得られ

ているものの一つである。

もしも挫家が広い用材林をもっていて，それから用材

を伐り出し利益を得ているとしたら，これはもはや農用

林とはいえないであろう。これは農家が経営する兼業の

林業である。

幾用林ばあく童で，自家用の農業盗材の生産を主体と

するものと解すべきである。

以上から筆者のいわんとするところはおわかりになっ

たのでばないかと思う。

農用林は，農業経営に必要な有機物及び，有機物から

得られる灰の給源であり，それをリャクダツ的に奪う場

が農用林なのである。

…農用林卜は

q
■

いう もの

× × ×

四手井綱英･…“

小面稜の私有林が最も生産性が低いこと。しかもこの

面積がわが国では馬鹿にならないほど多いこと。これを

なんとか改良することがわが国林業上大いに必要なこと

は誰でも聞かされているし，叉そういう私有林の一部は

セキ悪林地と称してその改良が近年大きくとり上げられ

てもいることもよく知られている。

これらの私有林の多くは農用林といわれている森林で

ある。しかし，そもそも農用林とは何んであろうか。そ

れは農家が生活の必要上所持し，利用している森林とい

われよう。即ち農家が主業として挫業経営をやって行く

上に必要な森林である。

しからぱ，その森林は何につかわれているだろうか。

恐らく，主な目的は次の2つに大別出来るのではなかろ

うか。

その一つは農地への有機物の供給源，他の一つは農家

の燃料，家屋修理再建材料の供給源の2つであろう。

水田では米粒の承が田からうばわれ，藁がほとんど全

部有郷E料として田に返えされるとしたら，田の有機物

I畔|はかなり永続的なものとなるだろうが，現在では，

蕊は蕊工品に多量に利用される。従ってどうしても水田

を経営するには田以外の個所からの有機物肥料の補給が

必要となってくる。その一部はアゼその他の農地からも

補給されようが，主体はどうしても採草地を含む農用林

からもち出ざれねばならない。さらに畑作となると，畑

地で出来た有機物の大半は畑地からうばい去られ商品と

してうり払われ，有機物として再び畑にかえってくるの

は人が消饗して後の人糞･としてだけであろう。こうなる

と，畑地の地力を維持するためにはどうしても，農用林

から有機物肥料の供給を得なければならない。・

果樹園も叉しかりであり，有畜挫業をやる場合も採草

地を含んだ広い意味での農用林から多量の有磯物がうば

い去られる。そしてその有機物は再び農用林地にはかえ

ってこないのである。

農業に必要な有機物肥料の給源としての幾用林の役割

はおそらく非常に重要なものであって，そこから採坂さ

れる有機物の曇ま測定値がないので，はっきりしたこと

は分らぬとしてもかなりの大量になるであろう。そして

一旦うばわれた有機物は再びもとの林地にかえされるこ

とはほとんどなかったのである。

《
↑

一

筆者・京都大学教捜

－14－
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四 手井：農用林というもの

これでは土地がヤセて行くのは当然である。農用林か

らうばわれた有機物ば再び元にはかえされない。有機物

が次第に減少していく林地は生産力がそれだけ急激に低

下するのはあたり前のことである。

農用林は農業のためのギセイ林地である。そしてこれ

なくしては，米もソサイも果樹も作れない。しかも，そ

のギセイを俊業ではほとんどあたりまえのこととして重

要視もしていないし,話題にしたこともないようである。

艇用林がヤセて行くこと，生産力が著しく低いことは

実際は農業でもつともつと重要視しなければならない問

題なのである。何故ならば，幾用林がやせて必要な有機

物の生産が低下すれば，それだけ農地が認上するはずで

あるからである。

幾用林の生産力のカイフクはむしろ艇業でもつとシン

ケンに考え，熱心に努力すべきで，林業面で，これをど

うするかに頭を痛めるのは一寸お門違いといわねばなら

ない。

林業家ばお人好しだ。農業のためにセキ認bされた林

地を，さも林業家自身がわるくしたように思ってシンケ

ンにこれが改良を考えているのである。

錐者にいわしむれば，われわれ林業家はむしろ純林地

がこんな状態にならぬよう努力することの方が重大で，

艇業がその必要からリャクダツし頚こした農用林は農家

自体でカイフクしなければ早晩，幾家経営に行きづまり

を生ずることを警告し，そのカイフク淀協力をおしまな

いとしても，それ以上，本業を忘れてまで乗り出すのは

行きすぎではなかろうか。こんなことをすれば，林地は

さらに無計画に広範囲に農用林として俊業のために荒ら

され，逆には林業自体が農業にあつばくされて独自の経

営が行えなくなるものではなかろうか。

土地利用区分を明らかにし，幾用林の無計画な拡大を

セイ限し，そこにもつと手を加えて，艇業のために必要

な有機物をより多く生産するように挫業への注意をカン

キしカン告しなければならない。

これの方が本すじである。

そして，艇用林ほ艇地の一部で，艇業生産力を求める

場合には，この面積を加算して考えさすよう農業に認め

さすべきである。

林地ば木材を主とした林産物の生産地であって，農業

に無償で有機物を供給する場所ではあり得ないのであ

るo

ひるがえって近頃の林業の行き方を見て象よう。

錘者がたびたび主張しているように，近時林業に数多

くの農業技術的思想が導入されつつある。

皆伐人工植栽，林地獅巴，林木育種，外国樹種導入，

皆艇業技術のたどった道である。

これをもって造林技術の大進歩だと考えている人が多

い。

このことについての論義はここでは行われないが，特

に皆伐人工造林，林地獅巴の一連の作業は，農業同様，

土壌有機物の消耗を来たす作業であることは，古来多く

の研究者，技術者により認められているところであり，

どの教科書にも書いてあることがらである。

農業においては上述のように，有機肥料を農地外の幾

用林などからリャクダツ的に採取して補給出来ようが，

林業では，林地以外に土壌有機物を供給する場所はあり

えない。鍵業のようなゴマカシはきかないのである。

化学肥料は有機物肥斜の源泉にはなり得ない。

いつかは有機物の合成が可能となるかもしれないとし

ても，現在無機物から有機物を作っているものは緑色植

物の承である。そして他の生物の生活の根元は皆緑色植

物の作る有機物に依存しているのである。森林という生

態素は樹木が生産した有機物に主として依存し，それか

ら他の生物の生活がはじまり，輪廻が完成しているので

ある。不用意に失ってしまう有機物は森林以外から生産

補給されないのである。

林業では地力の低下は農業のように他の生態系から補

給し維持することは出来ない。

このことはわれわれが充分に認識していなければなら

ないことである。

林業を工業に比し，その後進性を云盈する前に，林業

のもつ特色をよく認撤しておかねばならない。

土地に密着した産業は，それ故の特色をどこでももち

つづける運命にあるのである。

これを一概に後進的といってはならない。

地力の維持を第一の旗印にあげてこそ，林業の本質が

明らかになるのである。

農用林の荒廃ば林業に良い教訓をあたえているのであ

る｡

化学躯料にの承信頼をあたえて，腐植の重大な効用を

忘れていては，近い将来，農用林のように林地をかえて

われわれの後輩は全く困りはてるであろう。

われわれは林木の利用率の向上を希望している。しか

し，それは一旦林地からとり出され工場にはこばれて後

の場合であって，まだ林地にある場合は，使わない林分

の部分を出来るだけ多く林地に残して来るべきである。

それは決して無駄にすてられたわけではない。

残された有機物はすこしも無駄にならず土じよう殻生

物により分解され，林地に腐植としてかえされるであろ

う。そして叉分解して発生したCO2は，再び光合成に

用いられ林力増強に利用されるであろう。

そして，生態系の輪廻は完成されるのである。木材の

－15－
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四手弁：農用林というもの

無駄使いば，林地からとりさられた後に行われるのであ

る。出来れば使えない部分は承な林地にかえしでやりた

いo

それこそ，われわれが林地の地力を維持する最良の策

なのである。

林地の有機物は他から補給出来ない。そして，林地で

分解してゆく有機物は林業生産上最も重要なものの一つ

であることを深く認識し，その上に立つ林業を行うこと

が林業の本来の姿であってゞこれを忘れて林業の挫調上

をはかることをもって，林学の進歩と考える人に私は反

省をうながしたい。

林業では，もっとよく森林という生態系の有機物の生

産，消費，再生産，分解の過程を生態学的に深く追求

し，われわれが木材を採取しなければ安定しバランスし

ていたであろう物質の輪廻を，われわれが木刺生産によ

りかくらんしたことを，いかにすれば補てん出来るか叉

さらに，どの程度まで木材を採坂してよいかを研究すべ

きであって，農業の進んだ道をたどることで満足すべき

であろう。

広大な叉大量の有機物生産源をわれわれ林業家はもつ

と'膜重であらねばならない。

私は林業にば林業としての進む道がある。他産業の繁

栄に目がくらんで，自己の林学の進歩を低く見る必要は

決してないと思う。

もつとわれわれは林学独自の立場をはっきり認識すべ

きであろう。

追記

農家のもつ用材林，それは最近になって，いわゆる経

済性をもった林業として伐木売買されているものもある

が，その主目的はやはり財産的な性賂をもっていて，不

時の用に供するためにもうけられたものであろう。

災害の場合の伐り出し，嫁とり，ムコトリの場合の

用，分家さす場合の用などのために作られたものと思わ

れる。

こういう意味からの林業は，成長鐙よりもむしろ蓄積

が重大であって出来るだけ，蓄積の大きい森林を造りも

つことが主眼とされるはずである。

これを林業とはいわないといえばそれまでであるが，

私惟林業にはこういう面からの重要性が将来もなくなる

ことはないと思っている。

林業でば成長量の外に議費の多裳を忘れてはならない

のでばないか。

特に私有林においてば一番重要な因子であろう。これ

についても別に叉書きたいと思っている。

俊用林として，こういう用材林業を兼漉て行っている
場合には農用林は前記のような有織物のリャクダツを目

的としたものではない。こういう型の農用林なら私の霧

いたことはあてはまらないのである。

一
』
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林業技術叢書第16輯

内田憲編

有名木炭とその製法
製炭事業に従事する人，叉は製炭の知識を修得され
たい方は是非木炭とその製法を知鰭っていなければな

らない。本書は全国の有名木炭10数種を挙げ，そ

れぞれの特徴と製法を写真と図で記述し，解明容易

にしてある。御一読をお進め致します。

B6判本文212ページ

定価280円〒24円

林業技術叢書第19輯

小沢準二郎著

林木のタネとその取扱
人工造林の飛躍的な広大をめざして進んでいる今

日，造林材料たるタネや苗木は生活力のあるもので

あり，その取り扱い方ほ絶体心得えておかなければ

ならない。著者は多年の経験を記述し，誰でも判る
よう解明した。

A5判本文350ページ

定価280円〒48円（会員頒価250円）

日本林業

好評・発売中

森林と土壌

一森林の土壌におよぼす影響一

ソビエト科学アカデミー所属

農学博士

エス・ヴエー・ゾン箸

遠藤健治郎訳
A5・上製本･¥300〒24

＃罐東京60448番

一
』
’
一

森林の土壌におよぼす影響は複雑で多

種多様である。

土壊は自然によって霧きおろされた書

物ともいえよう。その読物の鍵をとら

えれば森林形成の段階を理解し森林交

代の原因を知り，その形成条件の変化

を明らかにすることが出来ると1951年

ス女一リン蛍を授賞した箸着ば説く。

技術協 会
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管 見Lた沖繩"の林業

大政正隆

私は今年のはじめの約1ケ月を沖繩にすごした。彼地きたいものである。

の造林を土壌学の立場からながめて，気づいたことを琉本土（沖繩の人ほ日本をこうよんでいる。彼地の人た

球政府に答申するのが主な目的であった。しかし渡島しちの本土復帰の悲願は胸にせまるものがある｡）の林業

て承ると，政府の人たちと打合わせをしたり，大学を訪人で彼地を訪れた人たちは，一機に彼地の森林の荒廃に
れたり，講演をするといったことのために，予想外の時驚き，かつ悼んでいる。灘もその例外ではなかった。そ

間を費した。それに風邪をひいて寝こむということもあして心から早急の復興を希つた。私は私なりに沖繩林業
って，僅かに沖繩本島，石垣島，黒島を回遊したにすぎの復興に関する一つの構想を得たのであるが，それを述

ない。時あたかも緑化週間の直前で，政府の林業関係のくる前に彼地の林業事情に一瞥を送って染よう。
人たちは天手古舞の状態におかれていた。その中を親切沖繩(琉球）の総林野面稜は120,089町歩で,総面穣

にいろいろと手配された関係方面の人たちのご厚意にの59％である。そのうち32％が官有林となっている。

は，ただ頭がさがるばかりであった。ここにあらためて官有林というのは戦前の国有林と県有林をあわせたもの

心からのお礼を申しあげたい。で，これは沖繩本島の北部と八重山群島の西表島に集ま

こうした事情で，私が直接に見，また調べたことははっている。官有林を除いた68％が民有林であるが，そ

なばだすぐない。観察したことだけで物を言うとなるのうち43％が市町村有林，2％が部落有林，23％が職

と，管見のそしりをまぬかれないので，持ち帰った多少有林である。その詳細は次表に示すと‘おりである。
の資料を参考にしたいと思ったが，これまた時間的余裕蓄穣はというと，琉球政府経済局林務課編の「琉球林
がなくて通覧することもできなかった。従って以下私の業の擁麗」（1957）をみると，こう書いてある。

述べることば，以上の事悩を胸において，読んでいただ「琉球の林野総謹識は2,560万石であるが，そのうち’

所有別，林種別林野面積1954年12月（単位反）

～

群島別

および

所有別

山

績針諜働赫|広葉樹聯
林

総面積 原野

’ ’
伐採跡地

竹林および
災害跡地

針広
混交樹林

総

’
(全琉）

幕町村喜
〃月

部落有
私有

響繩群島）有
市町村有
部落有
私有

薑夢薑
私有

誉童山群島）
市町村壷
部落暑
私．有

1200

384
512

27

277

887

080

000

560

247

980,390

369，754

464，554
12,906

183,176

613,235
137，785
351,989

8，878

114,633

23,429

9,179

3，669
10,581

343,726
232,019

103,386

359

7，962

148，178

8，398

90，608
4，344
44，828

119,256

6,702
75，042
1,961

35，551

13，817

4，953

2，368
6，496

15,105

1，196
10，613
15

2，781

602,305

860，837
210,892

3，655
26，921

298，832
130，556
140,011

2,350

20，915

5，753

1，780

961

3,012

302,720
230,281

69,101

344

2，994

畑
一
沁
牢
“
皿
一
鉦
勁
窪
地
一
蝕
犯
郡
燕
一
率
一
睡

１

１
８
３
０
７
２

５
１
２
０
５
４
２
８
８
７
１

３
日
，
，
夕
夕
、
ｊ

ｌ

９
３
９

2，861

2,088
121

652

653

279

72

302

69

49

20

2,139

1,809

330

111,943

519

79，190

1，867
30,367

93，683
477

62，261

1，604

29，341

2，883

2，365
263

255

15,377

42

14,564

771

220,417

14，326
47,“6
14,654

144,071

135,336‘
3，227
20，938

3,665
107,506

47,822

16，013
10，989

20,820

37，339

11，091
10,495

15,745

一

I

748,571

140,962

3722927
12，543
222，139

71,251

25,192

14,658
31．401

3甑,065

248，118

113，881
359

23，707

’

’
(琉球要覧，1957，琉球政府参照）

＊琉球と呼怠のが正しいと思ったが，最近の慨例に従って沖繩とした。
筆者・東京大学教授
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は民官有を問わず随所に乱伐が継続され，当面の需要は

充足されてきたが，荒廃の極にある島内林野からは，僅

かに杣角，根太用材，掘立小屋用材のような小物用材を

供給する状態になっていたので，復興資材の大部分は一

時，ガリオア資金による輸入外材をもって充当された。

しかし，米松，ラワンのような外材は，耐久性に乏しく

毎年台風禍の多い琉球の復興盗材には不適当であった。

それで一般から日本材の輸入が渇望され，1952年にはじ

めて正規ルートによる日本材の割当輸入の実現をみるに

いたった。その後建築用材はもっぱら日本材が用いられ

るようになり，戦災の復興力罐渉するにともなって，遂

年日本材の輸入額ほ増大しつつある現状であり，木材に

関するかぎり将来とも日本依存でなければならないこと

が予想される。薪炭材については，戦前同様島内林野か

ら自給自足している。しかし沖繩本島においては，多く

の民有林が荒廃し資源澗渇の状態にありながら，今な総

乱伐，早伐が続けられている現状にあってば，果して将

来永久に薪炭材を自給自足できるか問題である。この対

策は早急に民有林の未立木地を解消して，次代資源の培

薙をはかるとともに，家庭に鐺ける代用燃料の普及化，

旧式かまどの合理的改善，各種工場における石炭電源の

開発等によって，林産燃料軽減等による対策がたてられ

ねばならないことを痛感する｡」

沖繩の森林が現状になるまでに相当の年月を経たこと

は森林の土壌を予想外に悪化し，一般住民の森林とか造

林に関する関心をきわめて稀薄なものにしたように見う

けられる。もちろん戦後の短期間でも，台風が常習的に

訪れる地であってみれば，土壌侵蝕は相当激しいに違い

ないが，それにしても土壌の調上がひどすぎるようであ

る。また人の心の移り変りは，秋空にたとえられるよう

に変娠きわまりないものではあるが，農民をはじめとし

て，防風林に無関心になっていることば，森林の恩恵を

はなれて久しいものであるように思われる。太田副主席

が心に木を植えるのだといって緑化運動を推進して，事

実樹種にあまりこだわらずに植栽を奨励されているが，

こうした運動は住民に森林の尊さを悟らす手段として，

まことに時宜にかなった処置と考えられる。

さて，沖繩の林業をどのような方向から復興さすべき

かとなると，卑見をもってすれば,概括論としては，そ

れは保安林（防風林，防潮林，水源潤養林）の造成，復

興が第1であるということができる。

沖繩，ことに沖縄本島の林業を経済林として復興さす

には，まださきが遠い。といっても，保安林は経済林を

兼ねることができるし，保安林の造成と同時に経済林の

造成も考えられるが，主旨としては保安林の造成をさき

官宥林は1,930万石で全体の75％を占め，民有林は

625万石で僅かに25％を占めるという貧弱さである。

これを綴薙謬Iに承ると針葉樹は僅かに17％で，広葉樹

ば83％の大部分を占めている。

蓄涜伏況を地区別にふると，全議に対する割合は沖

蛎津島が35％で，1町歩当り平均約120石，宮古群島

はさら挺下って僅かに3％を占めるにすぎないが，1町

歩当り平均108石を数える。八重山群島は62％の大半

を占め，その単位当り藷も400石を越える状況であ

る。さらに，所有別1町歩当り平均議資を比較すると，

官有林において約500石（但し"繩360石，西表580

石)，民有林においては約70石（但し公有林90石，

私有林40石）であって，官有林がはるかに優ってい

る。全琉索雁均は概ね200石である｡」

この識責の調査嫁前記の琉錘覧に書いてあるところ

では米謹府の澗灌写真によったもののようである。沖

繩の森林がなぜ上記のような貧弱なものに変ったかとい

うと，もちろん今次の大戦の影響が多い。これは誰でも

が獄筒するところであるが，原因ほ遠く廃蘇侭県の昔に

さかのぼらなければならない。このことは，すこし注意

深く彼地の森林と‘林業鄭輔を見るとわかることである

が，さきに引用した「琉球林業の擁更」の中にこの間の

事情が述べられている。すこし冗長になるが，沖繩の森

林と林業の現況に対する理解を深めるために，ここにそ

れを引用して承る。

「蕪政時代の為政者は，琉球が太平洋中に孤立してい

る地理的事情を洞察した結果，林産物の自給自足をもっ

て林政の大眼目とし，林野の管理経営にあたっては，細

心の注意を払ってきたことが『林唾八書』等の記録に徴

される。それで当時は杣山（藩有）・里山（民有）は，

うつ菅たる樹林でおおわれていて，なお住民も少なか

ったので，薪炭林はもちろんのこと，建築用材，土木用

材，船舶用材等多量の良材,木材が自給自足されてい

たと承られる。しかるに廃藩置県後は，林政が弛緩し

たために，遂年各地の杣山，里山の乱盗伐が行われて，

良材，大木ば次第に林野から影を失うようになり，林野

は荒廃の一途をたどりつつあったのでる。一方時代の推

移にともなう人口増加と文明の進展の結果は，建築その

他工作物に対する資材需要が激増してきたが，このよう

な状態にある島内林野からの貧弱な資材をもっては，到

底その需要を充足することができなかった。それ故戦前

までは,毎年多量の日本材を移入している状況であった。

第2次大戦の結果は戦災によって住宅，校舎，その他

の建造物が灰じんに帰し，莫大な復興資材を必要とする

にいたった。そのために復興初期においては，島内林野

｛
』

一
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にすべきであると私は考える。なぜなれば，保安林はひ

とり林業ばかりでなく，他産業をはじめ，沖繩の国民生

活に密接な関係をもつからである。

沖繩織台風の通路にある。台風は強い風とはげしい雨

をともなう。もしも，この台風が遠く海洋の上を走れ

ば，今度は反対に，沖繩はおそろしい皐勉におそわれる

のである。気候的に恵まれぬこの地では，森林こそ禍を

福とする妙手をもつ唯一のものということができる。

たびたび引用して恐縮であるが，「琉球林業の概要」

の中にこう述べてある。

「琉球における保安林制は古く旧藩時代にはじま･っ

て，いわゆる抱護林（防風林）と称されていたもので，

主どして葡鈍を風害からまもり，潮垣（スガチ）を仕立

て（現今の潮害防備林）潮害に備え，重た御岳は水源酒

養林として，これらは鮨よそ伐採を禁止したのである。

ことに御岳は琉球の信教と結びつけて，この区域からの

盗伐者は神罰ありとして，現今までの風習は固く守られ

ていて，水源酒養林の役目を果しているのである｡」

この抱謹林はかの察温の造成になるものというが，今

は見るかげもない姿である。これの復活をまず考えなけ

ればならない。

沖繩では台風の害をおそれるあ童り，季節風の害がや

やもすれば忘れられがちになっているようであるが，台

風の害に万全の森林はあり得ない。それに台風の害を森

林で防ぐということも絶対的のものではない。これを防

ぐには，農業では早誘競培のような技術によって台風の

時機をはずすより手がないであろうし，都市でば建造物

を堅牢にして，被害をくいとめるより術はないであろ

う。小さい台風はともかくとして大きな台風でば，これ

以外に手段がないように思われる。森林自身を台風の猛

威からまもるには，森林の幅を広くし，樹種を選び，森

林の構造に工夫をこらすより仕方がない。

ところが季節風となれば事情が大分ちがってくる。普

通の防風林で防ぐことができる。葵温の抱謹林は，明ら

かに季節風を防ぐ奪ことを目的としてつくられたものであ

るから，これを復活する必要がある。抱謹林と抱謹林の

間をさらに細かく高木林か低木林で分けて，農業とさら

には都市を風害から守らなければならない。

抱謹林はリユウキユウでつくられていた。これを復活

するには，現在猛威をたくましくしているマツクイムシ

を撲滅する必要があるし，将来の害を未然に防ぐために

他の樹種を混交しなければならない。

新しく森林をつくる材料として，沖繩では現在モクマ

オウが救世主のようにとりあつかわれている。この木ば

40年ほど前に輸入されたものであるが，良くこの地の

風土に慣れて成長が良い。何しろ根瘤をもつ木であるか

ら，窒素に乏しいところにも良く育つ木である。この木

の輸入されていたことは沖繩には毒輻であって，現庄の

植林もこの木を中心に行われているように見うけられ

る。ところで，モクマオウは救世主であるとしても，万

能の救世主ではないということを注意しなければならな

い。それどころか沖繩本島などでは，植林が要窪される

中，北部の山地には，この木は適さないのである。それ

についてすこし述べて承ることにする。

沖繩では,古くから,おそらくは農民の慣習によって，

土壌が数菰に分類されている。

国頭マージ，ジャーガル，島尻マージ，ウージマ，カ

ニク等とよばれるものがそれである。

国頭マージは古生属の同化してできた土壌とその褐費

物である。赤色の塩基欠乏土壌で，粘質のために気水の

流麗が悪く,pHが4.5付近で極めて癖悪な土壌である。

ジャーガルは第3紀泥灰岩の風化生成物で，粘質である

が塩基の含量が多く，作物の奎育に良い。島尻マージは

隆起珊瑚礁土壌で赤編色またば赤編色の壌土が埴土で，

ところによっては水分に不足しがちである。ウージマは

第3記石灰質砂岩からできたもので，砂が多く澪悪士と

されている。カニクは郡測礁の細粒が波浪によって；癖

に打ち寄せられてできた海成沖積地の土壌であるが，こ

れにつらなって低平地にできた河成沖藤鋤の土壌もカニ

クと呼ばれ，この土壌は豊沃であるといわれている。

これらの二f嬢の分類を承ると，赤色の土壌が一括され

てマージとよばれていることがわかるであろう。その赤

色の土域は，島尻マージは別として，広く，山地，丘陵

地に分布して森料地の主帯をつくっているが，醜生が強

く粘質で，モクマオウにはう髄の土壌である。元来モク

マオ貢は中'障丘くで成長の良い木であるから，土壌の酸

性だけをとりあげても不適なことはわかるので，私の見

た詞列でも2，3年生で2尺そこそこの成長しかせず，

辛うじて生きているといった姿であった。

エ曄也，ことに海岸それにその付近の丘陵地では，モク

マオウの戊長はすばらしい。しかし，ここでば林地が艇

耕地と相剋することを忘れてはならない。この地方で

は，モクマオウでまず防風林をつくって，ブクギのよう

な木に変えていくことを考えねばならぬところがすぐな

くない。国頭マージのようなモクマオウに不適な土地で

は，やほりリニウキユウマツのようなマツ類を主体とし

て防風林をつくるのが一番容易である。昔からリニウキ

ニウが有名であったのは，沖繩にはこの木の迩也が多か

ったからである。

保安林をはなれて一般の森林をつくるとすれば，上で

述べた迩也の原則を念頭において，いろいろな木を植栽

することになるであろう。
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平野や1癖地方ではモクマオウとテリハボクの混植な

どが考えられる。何しろ，モクマオウは外来樹であるか

ら病虫害がおそろしい。既こ－部に胴枯病や穿孔虫の害

もあると聞くから，ぜひ渥交林にすべきである。ところ

によっては，リユウキユウマツと混交するとよい。モク

マオウの播曹菌で固定された毒棄は，リュウキュウマツ

の肥料になるから，マツのためにも混植がすすめられ

る。平野の中にある丘陵地はススキの生えるにまかせら

れている。燃料用だそうであるが，これなどは森林に変

えるべきであろう。

いわゆる山地の森林は，マツを主体として在来の有良

種の混交林をつくることが望ましいと考える。なぜなれ

ば，キクイムシの害がおそろしいからで，石垣島でソウ

シジニと混交したリュウキュウマツがキクイムシの危害

をまぬかれた例からぶて，混交林を推薦するのである。

山地の赤土地帯でも{舜画の下部ならば，モクマオウ

を混植することができるように思われる。しかし，この

場合は緬巴を忘れてはいけない。

山の凸部の婿惑也ではモクマオウ以外の肥料木をえら

んで，マツと鰯道することが必要である。その場合で

も，かなり徹底した土地改良が必要かもわからない。そ

れにしても風当りの強いところであるから，防風林を残

してパインアップルとか茶の栽培をした方が有利のよう

に考えられるが，そのことについてば他の機会に述べる

ことにしたい。

沖繩では，モクマォウをパルプ工業を目的として育成

するのが良いという考え方もあるように聞くが，私はそ

の説ににわかに麹戊できない。なるほどクラフトパルプ

としては充分役に立つとは思われるが，理由はそういう

ところにあるのでばない。

沖繩は今,謂振材に苦しんでいるのである。薪の売買

が「斤いくら」で行われているのである。石垣島の近く

の離島の里島では，石垣島に薪を出す方が甘藤親巻より

もはるかに有利だという理由で，かなりの勢で畠が林に

変っていくのを目撃したが，森林が相当に残っていて人

口の比較的すぐない石垣島を相手にしてさえ，この状態

なのである。これではパルプ原木としては，価格の点か

らだけでも不向きである。島内に工錫を設立しても採算

は無理なので健あるまいか。いわんや本土に輸出すると

すれば，沖繩からの帰りの船腹を利用するとしても，採

算は容易でないように思われる。

それにモクマカーウの大面積の一斉造紘は，徹魅の理由

によって賛成できないし，造林適地も一般に想像される

ほど多くはないと私は考える。

目的を一点にしぼって，緯這の樹種だけに満目するよ

りも，在来の樹種を交えて早く立派な林をつくること

が，保綾という観点からも，森林盗癖音養の観点から

も，必要なのではあるまいか。すべての事情が安定する

ならば，獅也にたやすく自生するシイなどでも，クラフ

トパルプの原料として，立派に使われるはずである。白

蟻の被害の多いところであって承れば，イヌマキなどの

成長促進も考えられてよいはずである。

沖繩の林業鍵塁のう丙辰の大きな原因ほ行政の蔽職と内

容にもある。精しいことを述ぺるには，緬爾がこれを許

さないから2，3の要点を記すにとどめるが，その一つ

は管理組織である。琉壌における林野行政は統一化され

るにいたったと「琉球林業の概要」に書いてあるけれど

も，次に示すように経済局と地方庁に分かれ，林野行政

の全体を政府機関のどこで完全に把握するのか私にはわ

かりかねる。 到

一
」

計画係'造林）係
琉礒政府一経済局

－宮古地方庁一経済課一盗源係

一八重山地方庁一経済課一資源係

上記の紅職は多くの鳥に分かれているための組織とは

思われるが，全島を一括して眺めるところがほしいもの

である。現在の林務裸で果してそれができるのであろう

かと危ぶまれる。

官有林の管理権が米国電攻府財産管理官に属している

ことも，たしかに大きな障害になっている。沖繩として

は止むを得ないことであろうが，こうした組織のため

に，官有林の経営は著しく阻害されているように思われ

る。それに何よりも大きな支障は林務関係の人員構成で

ある。想像もできないような少数の人員で林野行政が行

われ，森林が管理されていることである。門外漢の私な

どには，こんな小人数で繼畿が運営されていること自体

が不思議である。人員のすぐないことは技術者のすぐな

いことを意味している。そのすぐなさは林業の識更を阻

止するほどのものである。いかなる有能の士をもってし

ても無難力を嘆かしめるほどの少なさである。

すぐないことでは研究機関もその例外ではない。僅か

数人で研究を進めているのであるから，謂散術の散注な

どは夢に近い。病虫害の大窪でもあったならばどうす

ることかと心配される状態である。

とりとめもないことを書きつらねたが，もはや与えら

れた紙数をはるかに超過したので蕊をおくことにする。

拙ない筆のはこびでも，沖繩の林業の一端をお知らせす

ることができたとすれば，幸これに過ぎるものはない。

＝
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工．はじめに

医者は患者の体温脈鱒皮屑等の症状で病気の診断に役

立てているが被害木の性質を知って外部から診断する方

法があれば便利である。ところが県内でかなり以前から

スギの飛び腐れを外部から診断していた業会の人達がい

る。この診断法はどの程度正しいかを調べたが信頼され

る事項が少なくないので述べてゑたい。大方の御参考に

なれば幸甚である。有益な経験談のかずかずをお聞かせ

下さった業会の方々に厚く御礼を申しあげる。

江．スギノアカネトラカミキリの被害

スギやヒバでは山形，青森県内でかなり前から業会の

問題になっていた。青森県津軽半島にこの被害が現われ

林業試験場長北島君三氏はある種のカミキリの幼虫が死

節の付近に震息し加害していることを大正15年に記録

しておられる。最近は青島，山田両氏が山形県森連の大

沼氏が送った被害材一実はりつぱな飛び腐れである一が

紹介された。ところが昭和30年に宮城県石巻市の丘陵

地鞘で問題となり今後の施業方法,原因を明らかにする
ため釜淵分場の餘語技官等が調査し，持ち帰った被害材

のなかから越冬する直前のスギノアカネトラカミキリの

成虫を1頭採集した。本種の幼虫はスギ材に加害すると

いう事実は林（1955）奈良（1951）の両氏ですでに明ら

かにされていた。しかし採集個体が1頭であったので憐

重な記録をえられているが，これがきっかけで筆者はい

ままで幼虫，成虫を多数採集して同技官の観察ば正しい

ことと，幼虫の加害は飛び腐れと密接な関係があること

を確認した。本種の幼虫の加害樹種はスギのほかに筆者

の調査でヒノキ，サワラ，ヒノキアスナロ，アスナロ等

にも力鱈し，多少の軽重はあるけれども材の内部に飛び

腐れをおこすこともわかった。その経過習性のあらまし

についてもすでに報告した。（詳細は森林防疫ニュース

Vol､7No.12,1958を参照されたい）最近この被害は

各地に発生し昭和31年に神奈川県高原町に32年に長

野県山ノ内町のほか和歌山県紀南地方では被害凋稜が約

19万nl3といわれ，その他青森，秋田，宮城,福島，新

潟の諸県に発生し特に本県では,県内各地に発生し推定
被害材積は15～16"m芯におよんでいる。本種は本

州，九州に広く分布しているから被害量は莫大なもので

あろう。山形県の木材業会では飛び腐れの原因は土地が

筆者・山形県林業指導所

らだと一般に信じられてきた。飛び腐れば昆虫鳥類機械

的な損傷その他でできるがスギノアカネトラカミキリの

幼虫の力鱈している場合が大部分である。

、、被害材と業者の診断

さて業会で飛び腐ればどんな取扱いをうけているだろ

うか。飛び腐れの意味について畑氏は〃木材の欠点で木

質部に点々とした腐れのあるものをいう〃とのべてい

る。用材規格規程第31条では〃腐れはしめる部分の大

きさの1.5倍の節に承なされ他の湖面に貫通する場合は

その部分の大きさの3倍の節と熟なされ貫通しない腺状

のものはその2分の1の節とみなされる〃から製品の飛

び腐れはすべて節の取扱いを受ける。普通飛び腐れは死

節の蓑わりに黒編色に変色した部分が紡錘形になってそ

の変色した部分に本種の幼虫の孑瞳がある。鋳錘形の最
も長い部分は，30～50cnlにおよぶものが多いからこの

直径の節と承なされ製材としては最下等になり価格が下

落する。このように被害材は10～15％の価裕差が現わ
れるほか，なかには腐朽して使用にたえないものもでて

くる。飛び腐れの発生する個所を知らずに立木を買い，

製材して始めて認められるから非常にきらわれている。

本県の場合，全県下に発生しているが特に酒田市，山形
市の近郊の西斜面は被害がはなはだしい。

生立木の特に被害を外部から診断するにはやはり長い

経験とかんの賜物であろうが立木を買う前にあらかじめ

同業者やその近くで伐採した経験から調べ発生の有無を

調べる。飛び腐れの多く発生する沢は同業者によく知ら

れお互いに警戒しているが，知らない土地では次のよう

なことがらをもとに診断に役立てている場合が多い

（1）西や南に面した林に飛び腐れが多い

②幹に不定芽（予枝と呼んでいる）が多い木
（3）枯枝が多くついている林分内の木

（4）樹皮がトラハダ（山形地方の方言で秋田地方の垢
肌に該当する］のもの

（5）樹幹に白いこけ（正しくはゴフンゴケという）が
生えているような木

一(6)岩石地で土地がやせ，木の生長が悪い林

け）枯枝が盗採されるような里山地帯の林

（8）枝打ちが粗雑な地方の林

等があげられている。しかしこれらのことがらをすべて

診断の材料にする人は少なく，たいてい長い経験とかん
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斎藤：飛び腐れの診断法の考察

(A)飛孔は枯枝のどの位置にあるか。

枯枝を正円と承て円周を4等分し直角に交わる2直径

を結び1/4半円とし右上の1/4円から時計の針の進行方

向に工～Ⅳ象限とすれば飛孔のある位置は第1表のよう

になり江～]Ⅱ象限に約35～37％力窺われるから下から

見あげても下側に割合多いから見逃すことはない。

(B)飛孔は幹からどのくらいばなれているか。

第1表飛孔の位置第2表幹からの飛孔の位置

で1～2のことがらをもとにして判断する場合が多いよ

うだ。『この山の木は飛び腐れが多くでるから高く買え

ない』といって強いて所有者を納得させている・結果の

正否は別としてこの診断の方法は非常におもしろい。も

しこれでも適確に生立木の時代に診断できるとすれば被

害材を適正な価格で取引できるし，また逆に活用し発生

の予察や防除に役だてることができる。

Ⅳ、診断方法その1

－殻にカミキリの幼虫ば材の中を加害して成熟し羽化

後に成虫が樹皮の面に飛孔を穿って外界にとびたつが飛

孔の形や大きさは種類で違うといわれる。スギノアカネ

トラカミキリの飛孔（第1図参照）は死節の付根に枝の

飛孔の現わ
れた比率

飛孔の現わ
れた比率

距離象限

下
０
０
０
上

咳
２
３
冬
以

、
一
一
一
ｍ

ｃ
《
Ｕ
勺
１
．
１
ｃ

《
Ｕ
。
・
・
・
１

・
１
２
３
４

１ 3.1%
51．5

27．2

9．1

9．1

14.0%

34．6

87．2

14．2

工
江
皿
Ⅳ 一

陰刻繍蕊雰令35~45年で室騨畢謹 ｢識

幹の付根からの距離は第2表のとおりで1～3cmの

個所にあるものは約81.8％で枯枝のごく付根付近を注

意しないとだめだ。ただし自然に枯死した枝で太いもの

はこの位置よりもつとはなれている場合が多い。結局飛

孔は枯れ枝の埜部に注意してさがしさえすれば樹幹の部

位毎に被害を断定できる。

診断方法その2

不定芽，樹皮型，地衣類の蒲生はいずれも外部から観

察できる事項で外部形態を分類して被害の関係を追究し

そのなかから業者のいう診断の材料をとりあげた。

アキタスギ系のものはおおよそ樹令30年以上の株分に

多く加害するが現在力樗を受けている令級はⅦ～Ⅷ令級

の林分に多い。地位がはっきり差の認められる2林分を

選んで被害を調べた。くわしくは学会誌に投稿中である

が概要は第3表のとおりである。調べた方法は林分内の

毎木の外部形態iこついて力枝付近の相対的な太さで細枝

型，枝太型の2型にわけ，枝と幹の角度で直角鋭角，

鈍角にわけ，枝の湾曲のしかた溌内側に大きくなってい

るか少ないかを調べ，間隔は力枝付近が不規則にまばら

になっているかどうか，やや錘ﾘ的に密になっているか

の2つにわけ，また著通の枝から萠芽した不定芽が多く

ついているものと比較的少ないものにわけ，また不定芽

が本幹部についているかどうかを調べた。樹皮型は樹皮

や

第1図枯れ枝の飛孔

繊維方向に平行した偏糟円形（長径3.0～4.5mm短径

3.0～4.0mm)であるから誰にでも容易に鍬つけること

ができる。この死節の飛孔のある侭所は必ず材の内部に

飛び腐れがあるから飛孔を承つけさえすれば正確に飛び

腐れを断定することができる。しかしこの方法ば加害が

終ったものを知るだけで現在幼虫の加害しているものは

知ることができないことや樹令が高くなると小さな死節

は樹幹のなかに埋没して外部か･ら発見できないという欠

点がある。スギノアカネトラカミキリの被害を受けた樹

令35～45年の林分から無作意に50本の被害枝を選ん

で飛孔の状態を測定したところ次のとおりであった。

一

第3表調査の概要

調査調べた枯

本数枝の数

本本
1101929

101966

材

平均樹高

、1

10．90

“
下
中
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稜
涯
７
６

し
副
鯉
１
２

積
僻
帖
叱
●
●

あ
の
数

一
本
鋤
唾

潔被つ
本 "の数|…数調査月，

本
2,253219,578～5/×

3,31459’576～7/×

一
年
記
拠

令樹NC
平均胸高
官径

Cxn

l7､40

19．60

下
中

１
２

●

●

０
Ｏ
Ｎ
Ｎ 15．60
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斎藤：飛び腐れの診断法の考察

直角のものが最も大きくなっているが第2の方は鋭角の

ものが直角のものよりわずかに大きくなっている。

侭）枝の迩曲

2つの林分では平均値の点で必ずしも定まった傾向低

認められないようだが出現率は鱒曲が大きいものが80

~90%をしめている。出現率に対する被害率の割合は2

林分で結果は全くちがっている。（第6表参照）

第6表枝の憩曲の度合と被害の関係

のところどころがはげ落ちている垢肌とその他にわけ径

級区分は寺崎氏に従ってI～V級木にしたほか，力枝か

ら下の木幹部にゴフンゴケがついているかどうか，そし

てついている状態で数段階りこわけて調べた。飛孔があっ

てすでに加害の終ったものと材の中に幼虫が凄息して現

在加害しているものとあったが区別しないで被害とし

た。なお幼虫朧枯枝のなかを加害し材の内部に進承死節

の周囲の変色した部分を食害するから枯枝を付根から切

り落して孔道があるかどうかを調べると進行中のもので

は正確な被害を知ることができるからこの方法で行っ

た。その結果は次のとおりであるが2，3の要素を再検

討するためさきの調査資料（日本林学会誌Vol.37

No.101957)を利用したが400本について調べた。

1．力枝付近の形態と被害の関係について

（1）枝の形質

細枝型のものと枝太型の被害の平均値は2林分とも枝

太型が大きく分散指数（分散/平均値）も過大な分散を

示した点で前に報告したことと一致している。いま出現

率を100とし被害率のしめる割合を調べると枝太型で

86％と69.2％で細伎型ば42.1％と47％で枝太型

の被害を受ける率は大きい。しかし両型の間に有意の差

は認められない。（第4表参照）

第4表枝の形質と被害の関係

INo･2No．1

嘉逢,癖,鳴辮|鐵壜澱，
平均値2“2“｜』2112.10
分散5.716.833.705．65

分散指数2.002.783.052.69

出現率%,80.020.090.19.9

被害率%|65.413.689.66.9

～

（4）枝の間隔

第1の林はやや規則的に密になっている方力較害の平

均値は大きいが第2では逆に不規則に疎になっている方

が平均値は大きくなっている｡現われた率ほ密な方が70

～92％と多くなっているがその内で被害のしめる割合は

疎の方が約82～75％と多くなっている。（第7表参照）

第7表枝の間隔のちがったものと被害
NCNo．1

へ

己

、ミー迦一
形質

数値～、
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９
６
０
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５

２
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．
。
‐
２
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１
４
３
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４

平均値

分散

分散指数

出現率％

被害率％

2．69

5．96

2．21

30．0

24．5

2.74

5.72

2.08

70.0

54.5 ’’
－

⑫）枝の角度

枝の角度について調べた結果は第5表のとおりだが鋭

角や直角のものが全体の約92～97％をしめ鈍角をした

ものは少ない。被害の平均値から承ると角度が大きくな

るほど大きい傾向が承られるが被害率の点で第1の林は

鯖5表枝の角度のちがったものと被害の関係

（5）枝の不定芽

不定芽が多くついているものが平均値も分散も大き

い。現われた率は不定芽が多くあるものはいずれも大き

くなっている。（第8表参照）

第8表枝の不定芽と被害の関係

No.1 No．2No．1No.2
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斎藤：飛び腐れ診断方法の考察

（6）幹の不定芽

2林分とも幹に不定第9表幹の不定芽と被害

芽が多くついていたか、言No.No.1湖｡.2
ら不定芽がごく少ない『瀧雰末藤不定芽
かまたほないものと比鑿値～が多いが多い

鼓対照できないが林に平均値2．794．26

よって多少のへだたり分散5．878．，7

がある。不定芽のある分散指数2.100.93

蕊辮鎮耀鐵;:％鴫9‘

第11表樹皮の形態と被害の本数

垢肌｜その他

被害|需~|被害|鰐
ｑ
ｑ
計
一

ｌ
２

Ｎ
Ｎ

１
４
壷
５

７
７

19

10

29

16

37

53

４
－
０
４

５
５

110

101

211

より0.01％の危険率で前者の方が大きいことは報告し

たが第2の林分は，令級が若いから推移していく趣塁に

あるのでばなかろうか。

垢肌のものはいずれの織分でも平均値も分散も大き

い。興味あることがらは第1の林でその他の樹皮型をし

たものが現われたもののうち80％も被害を受けている

のに第2の林は42％と割合に被害が少ない。（第12表

参照）

第12表桜波の形態と被害の関係

けている木より多いだろうかという疑問をもつ。前に調

査した資料でこれを検討して象よう。Yates氏の修正

を加える近似法によぁと被害の最も多い西斜面の林分で

は，不定芽の多い木の被害木の本数は2％の危険率で不

定芽がごく少ないか無いもので被害を受けている木より

多いといえる。しかし南や東の林分ではこれが認められ

ない。西斜面の林分朧不遥芽の多いものは平均値は小さ

いが分散が大きい。（第10表参照）
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2．樹皮の形態と被害について

（1）樹皮型

樹皮型を垢肌とその他にわけて被害を受けた木とそう

でない木にわけると第11表のとおりであるがx図（カイ

自乗）険走を行って承ると(Yates氏の修正を加える近

似法による）第1の林は0.003％の危険率で垢肌の被害

の方がその他の樹皮型の被害より大きいことが認められ

る。しかし第2の林ではx璽一‘検定の結果危険率が10%

で垢肌の被害の方が大きいとはいえない。伐期に近い林

分では，垢肌の樹皮の被害の割合朧その他の樹皮の割合

第13表第1の林に窺われた

②樹皮型と径級区分

樹皮型に分類したものをさらに径級区分して調べたと

ころ第13，14表のとおりである。第1の林は垢肌はr

～V級木まで13～20％と一様に現われ被害平均値も分

散も一様に大きい。その他の樹皮型は優勢木に多く現わ

れている。第2では垢肌のものが劣勢木に現われ，その

他の樹皮型朧I～虹級木に多く現われている。平均値は

劣勢木に割合に多く玄た現われた率に対する被害率も大

きい。ここで径級と被害のおこる率はいずれの林分も一

様で径級に関係しないと前の結論と一致している。

＝

第1の林に現われた樹皮の】罐で区別した径級毎の被害
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斎藤：飛び腐れ診断方法の考察

第14表第2の林に現われた樹皮の形態と径級毎の被害
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（8）ゴフンゴケの着生

白墨を樹皮にこすりつけたように地罰索が斑点状に着

生する。これをゴブンゴケといい乾燥しがちな甥域の林

分に発生しやすいともいわれている。第1の林憾全体の

78％が録幹についているがその内65％は飛び腐れの被

害木である。第15表からゴフンゴ霞ケがついている方が

被害が多いといえるだろうかという頴澗がもたれる。前

とおなじように亜笙検定して承ると第1で4.8％第2は

2％の危険率で，被害木に言2.フンゴケがついているもの

の方がそうでないものより被害の割合は大きいことが認

められる。また禧西,‘北に面した林分で同じようなこ

とを検討すると危険率が2％前後で前の結論と一致して

第15表地衣類の着生と被害

いるが東の林分は認められない。ゴフンゴケについてい

る状態で第16表のように4段階にわけると垢汎の樹皮

型に割合多くついており，ゴフンコ職ケがついているもの

ほど被害の平均値が大きい傾向が認められる。

v・木材業者の診断法に対する批判

宮城県石巻経営区で餘藷技官が観察した例で識表土が

浅く地表植物も乾地性のものが多い地域に被害が多く承

られ，ゴ函の斜面でスギの生長のいい所ほ比較的少ない

と述べている。また吉野地方で土壌の浅い岩石地に真腐
木がでやすいと報告している。筆者は地位のわるい明る

い林分内の本種の被害は地位が良好でスギの生長がよく

林内の暗い林分より多いことを報告した。優良造林地は

北向きの斜面にあることや日射が強すぎると土壌力蟻燥

しやすいためスギの造林成績ば悪くなる点は一股挺よく

知られている。生長が悪い西や南の林分の被害量は極め

て多く，北や東に面した林分の被害は比較的少ないこと

も筆者城報告した。また県内各地で聴辰調査の結果，被

害が多く発生する地域は西叉は南に面した林分であっ

た。これ等の調査結果から局地で異例も考えられるが(1)

の西叉は南の林分は被害が多いというのば正しいようで

一一
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第16表樹皮型と地衣類の着生
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2．776．182．2820．015.43.002．000．663.98.9
団状についている
ゴブンゴケの斑点が

3．859.812.546.45.4
群状についている

樹皮型’その他の樹皮のものその他の樹皮のもの’
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斎藤：飛び腐れ診断方法の考察

ある。②の本幹部の不定芽は強度の枝打や遺伝的素質，

環境等で違っているようだからこれだけで判断する業者

もいるがどうも正しいとはいえない。被害の多い林分｛ま

不定芽が多くついているのは事実だが他の支配因子が強

いから断迄することはできないようだ。(3)の枯枝が多く

ついている林は飛び腐れが多いというが枯枝の多い木ば

たしかに被害が多い傾向は認められるようである。枯枝

の多いか少ないかで被害に差は認められるから正しいと

いえる。大内技官は垢肌の樹皮型のものは成長が悪いこ

とを指摘し，柴田氏は樹皮型が環境のよい指標になるこ

とを述べている。不良な環境の林分では垢肌や被害の現

われ方も一様であり，また伐期に近い林分は垢肌の被害

がその他より多い事実から業者のいう診断法の(4)は正し

いようだ。

ゴブンゴケは乾燥した林分やうつ閉した林でも間伐が

著しくおくれた場合によく承られる。だから林分が不良

になった時に着生ず-るといえるようだ。ゴブンゴケのつ

いている木嫁ついていない木の本数割合より被害が多い

ことは認められるから(5)は正しいようである。ただし除

間伐のゆきとどいた生育の良好な林分は否定されるよう

である。地睡鍔から判断してスギの飛び腐れは不良

な環寛のもとに育った生長のよくないスギ林に多いとい

える。ただ不良な蝿寛のスギ林にどこでも多いのかとい

う疑問が諸こる。いままでの調べで臓里山地帯に限られ

奥山ではほとんど認められない｡里山則端は枝を燃料と

して盗まれるため枝のきりかけがのこっているのが雷恵

で渋汀ちを行っても粗放である。枝の獺采倣黙認されて

おり5～6nlの竹等の先にかぎをつけそれを枯枝(衰弱

したもの）にかけて下から引いて折るから付根がどうし

ても10cm内外のこってしまう。枝打ちもやらないがや

るとすれば少しのこして保護層を形成させふたたび付根

からきりとるが後の作業はやらない方が多い。結局これ

等の枯枝ほ死節になって数年後にスギノアカネトラカミ

キリの幼虫に加害されてしまう。飛び腐れが多くでる地

域は桟汀ちが粗放か盗採される里山地帯で(7)(8)は正しい

といえる。

Ⅵ．おわりに

スギの外部形態と被害の関係について述べたが枝の太

さと関係があるから耐虫性品種の育種のうえで興味ある

問題である。業者の飛び腐れの外部から診断する方法は

正しいものが多い。しかし林分をぷて被害を診断する方

法はまず飛孔をさがすことが先決でその後に今ま蓑で述

べたことがらを総合して判断した方がより正しい診断が

できる。
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山県郡美山村の神崎門原，その他大日岳などでは3,000

mmを越しており，積雪もこれに比例し，大日毎円

原，神崎においては1～2xnに達し，地質はすべて秩父

古生層の最上廟に属し，主として硬砂岩，粘板涜角岩

を，白鳥以北においては安山岩を基岩とし，まれに石灰

岩及び硅岩の薄層をはさむ所がある。土性は壌土で礫を

含承，地味は一般に肥沃といい難く，表土は浅く結合度
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ha地種’ 施 業団

第一種林地施業参考林
風致林見込地
係争地
土砂流出防備林
砂防指定地

小計

78

195

154

363
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緒 言

森林資源の実態を的確に把握することは，森林経営計
画の基礎であり，出発点であって，従来われわれの先蕊

諸氏が，森称資源特に，森林蓄積,成長量などの把握に
対しては，多大なる時間と労力を払い，巨額の経喪を投

じてきた。

森林は広地域に分布しており，その構成が復雑である

ため，特にその実態の把握は困難で，この調査をいかに

精度をたかく，しかも能率的に森林蓄積の推定を行うか

は，多年林業界の懸案であった。そして昨年から国有林

においても全国一斉に実施され，統計調査の代表的なも

のである標本任意抽出法が，森林資源量の把握技術の一

方法として脚光をあびるに至った。

当名古屋営林局も昨年から岐阜経営計画区に実施され

てきたが，なお種々の疑問点もすぐなくなく，例えば層

化のリストの不合理地形図その他資料の整備の緊要性

などがのぞまれるが，ここにその結果の概要及び所見を

併せてのべることにした。しかしながら，調査に当っ

て，われわれ調査員としての経験不十分な点もあって，

遺憾の点が多々あると思われるが，多少なりとも関係各

位に対し参考になれば幸いである。

なお，本調査に当り種を御指導及び御便宜を賜わりま

した，名古屋営林局計画課長山県正己氏，同経営案第3

係長永田吉美氏及び現地調強に従事された，同課員各位
に対し，深甚なる謝意を表する。

1）岐阜経営計画区の概要

岐阜経営計画区は，岐阜県の西南部に位し，森林基本

計画区A,Bに属しており，各地に小団地が散在し，岐

阜市郡上郡，可児郡山県部揖斐郡などに所在する国

有林及び官行造林地よりなり，年平均気温は，郡上郡八

幡町以南が16度C内外，郡上郡高鷲村において13度C,

降雨量ば岐阜市,美磯町付近が2,000mm～2,800mm,

’
第二種林地

小計
驚三蕊織：

1,731

535

2，266

一

’
宮行造林地 (4,393(4,39鋪示種螺

合計
(4,394）
8，853’

註32年度当時（33年は第二皆用（水源酒類第種

に編入されている）

ほ軟または粗で，湿度は通または乾，林況は天然生林約

70％，人工林30％，樹種ほ人工林においては，スギ，

ヒノキを主とし，天然生林ほヒノキ，アカマッ，モミ，

ヒメコマツ，ブナ，シデ，カエデ類，シイ，カシ，ミズ

メ，トチ，カンパ類などから成りたち，今その施業別面

積ほ第1表の通りである。

2）調査方法

調査法は林野庁の調査要領に華いて，層化任意抽出法

(Strikifiedramdomsampling)により，地種別，施

業団，天人，令級別に層化リストを作成し，第一種15

％，第二種5％（各施業団共）の推定誤差で算出した綺

果，第一種225点，第二種第一皆用455点，同第二皆用

124点，計914点であった。菫たプ戸ツトサイズは工～

Ⅳ令級0.04haの円形,V～叫令級0.07haの円形，
Ⅶ令級以上0.1haの矩形を使用し，胸高直径2cm括

約，成長鼠調盗は2Inm括約，樹高1m括約，成長錐

は平均胸高直径方向にて,COrを摘出しcorについて

"1mm単位で皮内直径,5年前直径,10年前直径を

測定した。

3）調査結果

A)森林蓄欲

推定蓄積に鍬れば第2表の通りであって，推定誤差は

第一種15％に対し11.2%,第一皆用5%に対して

5.8％，第二皆用は5％に対し16.1％で大差が認められ

るが,変動係数の見込承誤りがあり，すでに第二皆用〔水

一

－

筆者・名古屋営林局計画課
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第2表岐阜経営計画区
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源酒誕林)が第一種に編入されるということで，5％の推第一皆用では161,965m3に対し186,801m8,第二皆用
定職髪で設計したものを，外業では約半分に省略したたでは22,904,m図に対し26,140m8で，共に1～3割程度
めである。しかし-殻に天然生林の分散が大きくこれは増加し＄ているのが認められる。

層化の詳細な具体化が必要と思われる。推定値と前薩営B)成長量
諜誰定値の鱒餃は第2表の通り，第一種前案574,229ms 成長量調査木は4,184本に達し桜腫別に（施業団，人

に対し今回推定708,972m3で約14万Xn3の増となり，天別）に成長量推定の回帰式を算出し，これにより成長
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量を推定した。

成長量について象れぱ第2表の通りであって，前案推

定値と，今回推定値との間に，大差力擢められ，例えば

第一種952.4m3に対し今回は,14,261m3の著しい値

を示し，第一皆用では,3,743.8m3に対し,倍の7,225.4

1n3に達し第二皆用でも46.0m3に対し675.4m3の成

長量が見られる。これは天然生林の成長を余り期待して

いないし，人工林に比し復雑であり，また樹種別の単木

成長量を林分に置きかえるところに，原因があるかもし

れず，天然生林は人工林に比してその分散も大きくある

が，これが現実の状態であるかもしれないので，一概に

ほ誤りであるとはいえない。天然生林においても現実に

は良好な成育をなしているものもあり，その林分構成状

態が人工林より復雑なため，特に枯損量などの比較か

ら，その有効成長量が適確に把握出来ない困難さがある

が,前述の天然生林の多い第一種及び第二皆用c水源か

ん菱林）などを除いた，第二種第一皆用施業団（主ﾔこ人

工林）の成長量は充分に使用価値のある値であると確信

し，また前案推定値が過小に評価しているのかもしれな

い。

4）その他改善点

森林調査は熊推密生の箇所も少なくなく，急斜地であ

る。地形の悪条件も重なって，現行の樹高，胸高直蜜則

定法及び，使用器具，プロットの面穣区画について早急

に改善が必要であり，その改善の一考として測定法と誤

差の関係を象ると次のことがいえる。

A)胸高直径

a最大径と最小径とを測定してその平均値を出す測り

方,b任意の一方向の直径を測定する。以上の場合一番

手軽に行えるのはbの場合であり，輪尺によって測定す

る場合非常に都合がいい。そのaとbの相対的偏りを計

算して承ると,。臓烏t｡+;s")で繕に正の歪承であ
りbは(sm)で測定誤差だけ常に正の歪象である。（た

だしt=聖旨上,､9==ﾌ器で副=長径,b=鰄暹)こ
の場合t聖のs恩大きさを検討すると，（掻下嘉米男氏に

よれば）相対に承れば，太い木の場合はtの項が，細い

木の場合はsの項が，従って太い木は一方向，細い木は

2方向がよく，これは樹木が安全な楕円であるという仮

定のもとで成りたつことであるが，この仮定は常に満足

されないが，しかし断面が楕円に近い凸形であれば，ラ

ンダムの一方向測定力靖利であり，また凹形の場合なら。

ぱ測定器具そのもの童で変えなければならない｡従って，

幹の断面が不規則な形のときは，直径を2箇所測り平均

を取るということは，従来の測樹学の教える所である

が，むしろこれにとらわれるよりも，立木測定の場合

（林分).ほかえって無作為に，適宜の部位（1.2mの部

位）を測ることが適切であると思われる。また，傾斜地

では傾斜の上の方から測定するようにということも，従

来からいわれて来ているがこれもランダムに適宜の方向

から測走する方が良い。従って，サンプリング調査は単

純な作業が長期にわたり，現地測定の肉体的負担は大き

い。こうした点を変えるだけでも，測定労力の軽減もな

されると思われる。

B)樹高

毎木調査を行う場合，樹高は胸高直径測定に比して－．

般に粗雑であるので，（本年はプロット内立木について

は,直径の象を測定した)樹高測定の際の誤差を承ると，

v=cglO"－D･/A

V：幹材積,g:胸高断面稜,a,b,cは常数,11:樹高

hに△hの誤差が含まれる場合'Vにどれだけの狂一

を生ずるか，

←＝

一■b

cglO"("+ﾙ△)-b/(ﾊ゙ﾊ△)=k
cglo"-b/4

近似的に砦.－(ah+:)g+1.|9k=0
ここにE:4h/h鯛高の相対誤差）
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糖：岐阜経営区の標本任意抽出調査について

k:1+Av/V(Avは材積の誤差）

-¥=(ah+:)s!｡glo
従って樹高の相対誤差は叱例的に材猿に影響を与え，

そのため非常に慣れていても，目測の精度は一般に信じ

られている値よりも，はるかに低いものであり，その誤

差は通常高い方を低く見る傾向があり，また測定を行う

順序に関して樹木の大小が，その測定値に関係してくる

から，結局は前述の条件を変えた実測を行わない限り，

妥当な蓄積を求めることが出来ないことを，認識してい

なければならない。

結 言

前述の通り昨年度実施せるツーンプリング調査の概要を

のべたが，その成長量計算など，不都合な所はそれぞれ

政良されて来ている。33年度調査はすでに9分通りま

とまり，現行については追って所見もあわせてのべる予

定であるが，サンプリング調査において特に望まれるこ

とは，層化における地形図，森林区画の不備，航空写真

の良質なものが完備されず，基本図は白図（等高線のな

いもの）であり，標本調査にば不適当なものしかない現

在，この辺の完備が必要である。現地において林班界の

不明な箇所などもあり，従づて現行編成中の経営計画区

に対して，集中的に境界，林班界，小班界など森林区画

の必要性が痛感される。更に標本調査においては，甲斐

原一朗氏などの讃分幾何学的，林分樹高，直径，蓄積の

測定法を導入して現地調査の改善が必要であり，現在使

用中の材穣表の検討もなされなければならないことを痛

感している次第である。
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ハンテンポクといえば，日本ではごく少量装飾樹に使

われる程度であるため，その増殖については，あ童り注

意を払われていない。しかし，この木をパルプ原料や錆

材として使用しているアメリカでは，この木の繁殖には

相当強い関心が持たれ，殊に無性繁殖には，特殊な興味

さえ持たれている。少し誇張したいい方ではあるが，未

登のアルプスを征服するような気持も働いているよう

だ。それ程ハンテンポクの挿木ばむずかしぐ，その頑固

さには誰しも手を焼いているのである。手をかへ，品を

かへても根が出ないとなると，粘りの足りないわれわれ

は,発根阻害物質などという得体の知れない言葉を煙蕊

にして，発根の不結果，つまり底自分の技術の蒙昧さを
ぽやかしてしまいたくなる。

前回本誌をかりて，この木の無鐸殖の成功例として

L.J.Euright氏の報告を紹介したが，やり方によって

は，この執鋤な黙否権を行使するハンテンポクでも発根

するのであるから，他の桜腫でも，もつとやり方を考え

るなら経済的に発根せしめることができるのでないかと

いう謡塁をいだかせる。その意珠においてEuright氏

の成功ほ大きく評価されてよい。

ところがEuright氏は(註）その後これまた発根困

難なカヘデを挿木して承ごとな威蹟をあげることができ

た。

彼はAcerCampestre外7種類をとりあげ,2月か

ら10月にわたって，インドール酪酸の.0.5～1～2％溶

液に，5秒間浸演して挿しつけた。インドール酪酸溶液

は結晶を90%のエチール・アルニz－ルに溶解し，前記

の割合になるように蒸溜水でうすめている。噴霧は

Snyder氏法により毎10分6秒間，鵬方から日没1時

間後までかかるように装礎した。篝鈴期間中は用土の温

度がほぼ20°Cになるように電熱で加温した。

この綺果Acergivnala"2%溶液の場合,4,5,

6，7月に挿したものは100％の活着，また砂糖シラツ

プのとれる例の擁楓Acersaccharinum",4,5,

6月に挿した場合，2％溶液にひたしたものは82～62

％，同じく糖分含有の多いAcersaccharumも6月に

挿したものは90%も活着せしめることができた。

筆者・新潟県立加茂農林高校教輸

一般的にインドール酪酸2％液につけ，5，6の両月

に挿したものが共通的によい成績を示している。

ハンテンボクの場合もそうであるが，カヘデの場合も

成葉が十分発達した時の方がよいようであることば注目

すべきことである。

Euright氏のACer属の成功例に先だって，私達は

スギの老令木の挿木を試象た。

一般にスギほ老令になると発恨は匪灘になるようであ

り，ことに陽葉をつけたものは，なおさらむずかしい。

私の手許にとどいたものは魚沼地方で見出されたエリ

イトの候補木で，掛令は50年生とのことであった。

基部にごく僅か木質化した部分のあるものもあった

が，大部分は緑色で，前堵は赤濡し，後昔ば青祷しなど

とも呼ばれるものである。

切口にはインドール酪酸をつけたいのであるが，手に

入らないので，園芸の方で雷菌使っている市販のルート

ン粉末をまぶして挿しつけた。

用土であるが,Euri9ht氏は,ハンテンポクでもカヘ

デ属の場合でも潅鐸な砂を用いているので，私もこれに

ならって，砂を十分洗い，さらに天日乾燥をしたものを

用いた｡挿床(43×37×17cm)の底には,これ童た輝繋

な小砂利を5cm厚さに入れ，その上にこの砂を敷いて

挿しつけた。

問題妹MistSpray(|噴霧）であるが,聿頁なスプリ

ンクラーがないので，季押しの唾謡器を用いた。

特に此の仕事のために5人の生徒が械力を申し出たの

で，50分の鐸慧寿間が終ると，蚕潜にこの手押し噴霧器

で媛霊することにし，日I腿日も，鐸等は欠かさず，かわ

りあって識交してこの仕珊にあたってくれた。

こんな関係で，5月1日に挿したスギは，途中で5本

枯損したが，その他のものは，夏休承に入る7月20日

まで萎凋せず生気を保っていた。

その鐵沙から掘り上げてぷたが，半数程，カルスが出

来ただけで，まだ発根するに至らなかった。

実は挿した当初から，夏休になるまで，挿木床を「揚

げ流し」に置いて，挿木床の下底が5cnl程水につかる

ように常に新しい水をたたえていたが，かへつて麹艮を

阻害するおそれがあったのと，穂木の渥力からゑても，

そう長く貯水する必要はなさそうなので，夏休になると

同時に水をためないことにし，同時に噴霧も1日1～2

回程度にしてしまった。

かくて9月15日砂を除いて象たら，白い臓欧な根が挿

木床の底に一杯に広がっているのを染ることができた。

発根した数とその全長は次表の通りである。

この日まで生色を保っていたのは16本であるが，以

上の10本が麹艮。その外4本はカルスの象。他の2本

は葉は生色を保っていたのにカルスも出来ておらず，こ
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成沢：スギ老令木のさしき

く分ることである。結局はmistsprayが大きな役割を

果しているようである。

では何故miStsprayがよいかということになるが，

常識的に考へられるのは，まだ根の出ていない時に葉か

ら過度の蒸散を防ぎ，水分のバランスが正常になるから

ということのようである。

しかしもう少し考えて承なければならないのは，成葉

のついている時によく発根するという事実である。おそ

らく霧で蒸散を阻止されて葉の生活機能を保持すると同

時に,葉の温度を上げないという役目も此のInistspray

が果しているのでないだろうか。かくて成葉は完全な根

をもち，完全な蒸散作用をやっている時と同様な体温を

保つことができるために，光合成が順調に行われ，栄養

を作り出すと同時に癒傷発根に必要なリゾカリン等の合

成に役立つのではないだろうか。

私達の試承たスギ老令木の挿木は数も少いし，操作も

完全なものとはいえない。それにもかかわらず，予期以

上の成果を得ることが出来たことについては，今後のエ

リイトの検定にある明るい見透しができたような気がす

る。

成長ホルモン+mist+spray+適期十用±

これだけの条件を揃えて，一段に発根の困難とされる

樹種の挿木を続けてゑたいと思う。

番号|発根数|亀縁
23.3

16.0

1．2

18．1

23．0

43．8

10．1

3．7

0.8

4．2

１
２
３
４
今
５
６
７
８
９
０１

４
１
１
５
２
５
３
２
１
１

の9月下旬にほ完全に輪死してし蓑つた･

前記発根したもの10本と，カルスの出来た4本は今

もって生色を保っているから，活着は14本（67％）と

承てもよいと思う。

一
ヨ

註PropagationofSeveralSpeciesofAcerby

Cuttings.L.J.Euright.Jour.ofForestry

Vo1、56No.6.

待望久しい航空写真判読技術者の必携害が，

編集に，印刷に，多くの困難を克復して遂に

出版されることとなりました。

50年生の杉から採取した穂木を挿して発根したもの。

（9月15日）

一

－林野庁監修一

宇 躍

；_黒一一一一；…._‐＝・鰯鰄－－－－－‘的一_，

前記の穂木でカルスの出来たもの｡
（9月15日）

成畏ホルモンの適量はたしかに発根を促進するが，た

だそれだけでは無理であることはB､J.Huckenpahler

氏がハンテンポクに試みたインドール酪酸，インドール

酪酸ナブタレン酢酸の各濃度，月別挿木の実験例でよ

全国より集めた主要機種のステレオ

グラム50枚，いずれも詳細なるデ

ータを添付。

A4判・上製本・アートポスト2001b

¥1,000送料実費

編集・日林協測量指導部’
－
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我が国の野生鳥獣が年々減少し，害虫が激増して林木

に及ぼす被害の著しいことは憂慮すべき問題であるが，

三方害虫の撲滅に対しては，近頃化学薬品による駆除方

法が著しく進歩して来たため，その絵果としては特にそ

の天敵である益虫類まで死滅させるので．自然界の均衡

が，人類の工作によって破られるやの蕊いなしとしな

い。

しかし，ここではあえでこの問題にまで論及しようと

するものではない。ただ狩猟によって享楽を求めるとい

う国民の利己主蕊的な考え方と，林木撫育という共存共

栄の椿神との間に，犬なる矛盾があるこ

げて，これを高尚な趣味だと考えている。自己満足のた

めには小鳥を捕えて篭に入れ，彼らの空飛夢自由を奪い

その苦しみに同情しないで平気な顔をしている。大人の

かかる行動は自然その子供の心を感化してし童う°小学

校では理科の先生が宿題としてむや承に昆虫を捕えさ

せ，標本を作らせているが，無智な子供はただその残忍

性を満足させるだけである。そんな薄っぺらな博物学の

智識よりも，昆虫を殺すという残忍性を養成することに

よって，彼らの将来の社会生活に著しい悪影響を及ぼす

ものであることを考えて貰いたいものである。青壮年期

になると射撃競技をやらせてオリンピツ、

、

クにまで持ち出す。元来射撃などという

ものは殺人強盗漣直結する以外何の役に

立つものであるか，世の識者や政治家は

平素常に戦略，戦術，征服などの言葉を

平気で使っているので，青少年は無意識

の内にこの考え方に毒されている。もち

ろん人間は生きるために肉類を食わねば

ならない。著しく農作物を荒し，あるい

とについて私見を述べ，識者の一考をわ

ずらわしたいと思う。

地球上に人類が出現した当初，いわゆ

る原始時代には，他の動物とり生存競争

が罐なばだしく，人間と烏獣類との闘争

は日常たえ間なく行われ，生活の大部分

がこれに費されていた。しかし進化の程

度が段点深まるにつれて，人類は遂にこ

の競争に打ち勝って農業や畜産などによ

り生活物費を盤得するようになった。け

れども祖先伝来の他の動物を打ち殺して

自己の食糧とするという習性が生じた残

忍性は，何時までもその血液中に流れて

おり，現在でも罪なき鳥獣を，自己の享

楽のために残殺することを少しも悪いと

考えない。

これは全く人類の悲しむべき遺伝的本

来の性質であって，特に20世紀中葉に

なってから科学の急速な発達と共に，人

類の幸福は物質文明だけで得られるもの

のように誤解し，精神文化ということが

らについてはその考察がはなはだ遅れて

しまった。

釈尊が42年間修行し，更に8ケ年溌

〆

一屋

狩ほ直接迫害して来る烏獣類はやむたく殺
さなければならない。これは生存競争上

必要な行為である。最も人間を迫害する

猟野獣ば彼らをわれわれが常に仇敵視して
いじめるからであって，そんなことをや

らない米国の国立公園朧大きな熊が遊覧

雑バスの客に写真を写させている位であ
る。迫害される原因はもともと.，われわ

れの方で作ったものといわなければなる

感まい。
しかし必要以上に自己の享楽のため

に，かかる無慈悲な行為をすることが果

して正しいことであろうか，否これは罪

悪といわなければならない。獅子や虎の

ような猛獣類でさえ，食わんがためには他を殺すけれど

も，満腹さえすればそれ以上に面白半分に弱者を迫害す

るようなことは決してしない。しかるに人間は衣食足り

生活に困らなくなって来ると盆栽，いけ花，小鳥飼い，

狩猟等と他の生物を脅かす罪悪をやり初ある。そして万

物の霊長だからかかる行為は当然だとうぬぼれている。

林木を撫育するに当っても，樹木の生きんとする欲求，

即ち樹木の生命力には一向無頓着で，ただただ自己の経

済的欲求にのふ駆られて仕事をしているので，それがた

め林木の生活は著しく歪められ，到底健全な森林には育

たない，我が国人工造休地のいずれを見てもこれを生態

学的に見れば健全な森林といい得る状態のものはほとん

ど見当らない。撫育技術を知らないのじやないかとさえ

思われる程である。鐡栽造りや狩猟をやりながら，一方

田
中
波
慈
女

▲

一

釈尊が42年間修行し，更に8ヶ年費して宗教哲学を

考究し最後に説いた法華経をその文底から読めば，各食

の衆生はこの世に生活している間に，何物にも煩わされ

ず，叉破壊されない幸福，更に進んでは自己の属する社

会，しいては全人類の真の平和と幸福とを念願するもの

である。もしわれわれ一般の衆生が正しい宗教を信仰す

るなら，現世は物質的にも精神的にも極めて恵まれた幸

福な人生が具現するに違いない。

われわれの日常生活を承るといわゆるいけ花，鐡栽な

どと称して，植物の生きんとする欲求を全く無視して，

枝や花を剪定し，これを不自然に折り曲げ，土壌を乾燥

させ，枝に針金を巻きつけてこれを苦しめたりして，植

物がのびのびと生活しようとする要求をはなはだしく妨
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田中；狩猟雑感

では年中行事として愛林思想を叫んでいるのは，あたか

も人に知れないところでは怪しげな行動を演じながら，

他人の前では道徳を説き，天下国家を論ずるようなもの

である。

かくいう筆者も学生時代から始めて10数年間，毎冬

猟銃を携えて鳥獣を殺害し，夏は河川に釣針を垂れた前

科者であるが，その経験から考えると，いわゆる狩猟家

は農林作物を害する野兎や雀に何ら興味を持っていな

い。また仮りにこれを撃ったとしても，それにより射殺

される数よりも彼等の繁殖率の方が遥かに多いであろ

う。近賓は人間に危険だからといって，空気銃の取り諦

りがやかましくなったが，空気銃とは有益な小鳥を射撃

する機械に過ぎないものである。その製造も輸入も厳禁

すべきであるのに，製造業者を圧迫するという理由があ

るため今もってこれが許されている。霞網のごとき少な

からぬ有益鳥を虐殺しているので米軍政下では一時これ

を禁止したが，独立後またボス共の運動でこれが認めら

れている。われわれは有益鳥まで殺して食わなければな

らない程食生活に困ってはいないのである。ただうまい

から食うというに過ぎないのだが，半面これによって艇

林作物に甚大な被害を与えていることに気がつかない。

これで果して文化国家といえるであろうか。我が国では

家鴨をポンピキのように馴らして野鴨を誘引し不意に立

ち上って網で被せてこれを殺ﾂー ，いわゆる鴨猟というも

のがあり，これを外国使臣や高官にやらせているが，そ

の好俟なやり方は，西欧の貴族が往時行った多くの猟犬

を放って追いかけた狐狩，兎狩のような堂をたる狩猟方

法に比し，実に卑劣極まるやり方で，心ある外国人はさ

ぞ日本人とはいやな事をする人間だと思うであろう。実

に国辱である。

しかしそれよりもなお根本的な問題は，人間がかかる

野蛮な思想を持つことを改善して人間相互といわず，人

うと努力している無邪気な天国のような光景，日本の飼

犬と違ってすべての飼犬は通行人に対して決して無闇に

ほえない。各家庭の主婦は窓際に台を作って余ったパン

を置き，野鳥に御馳走している。往来に自転車の鍵をか

けずに放置しても，誰も持って行かない国柄であって，

野鳥に御馳走してやったり，花を愛したりするが，盆栽

趣味なんぞというけちな趣味は持ち合わせていない。筆

者はかつてスイスで下宿していた時そこの主婦から，日

本人ほ盆栽とか箱庭等といって奇形震少な木を作るた

め，樹木をひどく虐待しているが，あれはどういう思想

に立脚しているのかと聞かれてつくづく恥かしぐ思い，

自己中心主義を反省させられたことがある。

北欧諸国の都市には必らず森林公園があり，国内の森

林は実によく健全に育ち，整備されている状態を見，叉

その国民性は不断に中立国たらんと努力しているのを考

えると，その国民性によって来るところ実に羨しいもの

がある。われわれは例え物質文明では1等国だとうぬぼ

れていても，以上のような野蛮なことをする国民の多い

日本の国民性を考え，これを北欧の国々に比較したら，

日本ば果して何等国であろうか。

狩猟法と密接な関係にある森林行政では，これ等の点

について更に一考を煩わされ，現行法の改善に努力され

ると共に，進んで国民性の向上についての考慮を払われ

んことを熱望してやまないものである。立派な健全な森

林は国民思想に重大な影響をもたらすものであって，古

来有名な古刹には必ず欝をたる針葉樹の境内林を伴って

いる。これ単なる装飾物ではない，その森林美が人間の

思想や信仰に重大な感化力を持つものであることを如実

に物語るものである。いかに経済力著しいからといって

も．その日その日の綴のことばかりあくせくしたニコヨ

ン的思想では永遠に世界の1等国とはなり得ないであろ

う。

間と動植物が互に共存共栄して行こうという，其の平和 造林面積を拡大し，短伐期で木材生産量を増加するこ

観念に立脚した思想にわれわれの気持を改めて行くこととに努力するのも森林家の任務ではあるが，更にもつと

が，人類の幸福を増進して行くために絶対的に必要なこ根本的に，森林を繁栄させることによって国民性を改善

とではなかろうか｡造林学がいかに科学的に究明され発させるという遠大な森林政策が出現する日を期待してや
達しても，これを取扱う技術者の思想が単なる唯物主義まないものである。

であり，自己中心主義であるならば，森林は永遠に健全

なる発達の道を辿ることは出来まい。立派な森林を持つ

ている北欧地方を旅行し，公園を散歩したり，己人の家

に下宿した人之は必らず次のようなことに気がつくであ

ろう。即ち野生の鳩や雀が人間を少しも恐れず，パン屑

を撒き散らしながら歩くと恐ろしい日本人だと気付かず

その跡からビ雪云ヒヨコついて来る。冬になると北海の

荒波を避けてスイスあたりの湖水に鴎が避寒しに来る

が，市街地の少女がバンを指先につけて手に止まらせよ
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鍵 譲鍵灘艤灘繁澱議灘
Ⅲ、西ドイツ連邦の新林業種苗法成立までの経緯（2）

虹､バイエルンリ'l'lの森林法(BayerisChesForst-

gesetz)

戦後バイエルン州では1950年に州の森林法の中に新

らたに「林業種苗法の遂行に関する指針'51」を加えてい

る。その冒頭には「林業種苗法の6項目を是認し，1945

年の敗戦以来社会情勢の推移によって森林法の変更を余

儀なくせざるを得ない」と記し，つぎの内容を盛ってい

る。

（1）アカマツ・カラーマツ及びアカハンノキの認定の遂

行(DurchfiihrungderAnelkennungderHolzarten

-Kiefer,LiirCheundSchwarzerle)。

a・アカマツ・カラマツ及びアカハンノキの種子及

び苗木は認定された系統のものの承から生産さるべきこ

と。

ba.による種子及び苗木の生産は林分及び樹木群

力鎧伝的欠陥を示していないものであること。単なる環

境や撫育に基因する欠陥を示すものからの生産は許され

る。

c，認定は森林所有者及び用役権者より，樹種毎に

様式1「認定申請」によって，その地点の種子につき認

定の申請をすることができる。営林署は営林局**に意見

をつけて申請を申達する。国有林以外での大盈的種子検

査を実施し来つた事業指導者を有する林業団体は間接に

所属する営林局に認定の申講ができる。この場合には2

通の一覧表を必要とする。

d.認燈申請された林分及びその付近は営林局の特別

専門委員(Beauftragte)と森林所有者または用役権者

とともに検分すべきこと。この検分では林分が自然状態

で如何様に区劃されるかを特に決篭し，孤立木には「緑

色の輪帯」で記号をつけること。

黙

畑 野健 一

e・詳細な報告に基づき営林局は林分が認定に値す

るか否かを決定する。

f.この指針及び林業種苗法に基いて認定された林

分ほ単独でまたは総括して聴定単位」(AneIken-

nungseinheiten)をつくる。認定単位には場所が離れ

ていても，1担当区内の，または1森林所有者の品種上

同種林分は同樹種では併合される。

9.認定単位は当面各樹種に計画された証書（様式

2）に数字をもって表示される。各認定単位は認定書

(Ane]JKennungszeiChen)の最後に添付される。申請に

は地域・証書中の番号・使用地区・高度が付され，さら

に営林署地区名及び私有林地区名が明記されてほしい。

h.森林所有者は営林局よりその担当区で認定され

た単位につき,認定回答(Anerkennungsbescheid)(様

式3）をうけ，同時にこの回答中に認定を拒絶された林

分も報告されていなくてはならない。

値）ポプラ一類認定1‘'の遂行(DurCh丘ihrungder

Pappelanerkennung)

a｡州内の用に充てるポプラ－類の認定を確保する

ために，急いでポプラ－類の登録を整備さるべきであ

る。このためすべての報告された系統(Stammzuchten

またはK1one)からの苗は記号として数字が付せられ，

森林官から森林部に報告されることを要する。

b.実際の造林のためには系統検査の完了をまたず

に，既成の系統を証明し，また必要な場合にはそれらを

奨励することができるように，確実に一つの系統として

認められない混系でも森林部で特別なポプラー林分証明

(Pappelbestandsverzeichnis)に登録される。これに

は数字記号が付せられる。所属営林機関の判定で確認さ

れるか，または有望種と見倣される種類の象をこのよう

幸筆者・東京大学農学部森林植物学教室

15)RichtlinienzurDurChfiihrungdesforstlichesArtgesetzes,1950.

*＊州の林務行政は,州艇林食糊省森林部(MmisterialforstabteilungdesbayerischenStaatsministeriumfiir

Emahrung,LandwirtschaftundForsten)の所管である。この下部識職として営林局(Regierungs-

forstamt)と，その下部に営林署(Forstamt)とがある。‘

16）ポプラ一類のうちヨーロッパヤマナラシ(Aspe,P"z"2'sfγg籾，"α)はドイツ雲､特に東プ戸シヤでは従前

から重頚封種に数えられていたので，既に林業種苗法の実施に関する第1次鐸（1938）の附録2の第12項

に薙用雌性株の認壱が定められている。バイエルン州では挿木繁殖による他のポプラ一類が近年重要性を
増したので本条力塒に急避没けられたのである。
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に取扱う。

c、ポプラ一類の系統苗登録とポプラ一類の林分証

明は森林部の指導で行う。

d.申請者は，系統苗の登録または林分証明の登録

の申請を所属営林局に行い，これらの系統または混系の

判断に必要な基礎事項を申請書に添える。串請書に添え

る記載事項は次のとおり。

（1）観察事項

イ出所・樹令･高さ・太さ・単木材讃･樹幹形

（及びその写真)・性・樹冠形・立地条件（及び

経歴の概要)・現在蚕での表示記号。名称・材

質及び病害に対する健否の状態。

戸苗木については現在までの養苗成績の正確な

特徴，親木苗については年数及びその記号。

②価値判断に関する資料として，特別な土壌・取

扱いが必要か否か，木材の性質，栽植の基準関係

事項及び耐病性関係事項。

e、出来上った登録に基いて所属営林局は登録者よ

り調書を作り，登録者も写しを所持する。

f.これと同時に登録者は「公認・バイエルン州に

て登録または証明ず承の番号を」苗または林分に記号と

してつける権利を有する。

g.許可によって登録者はその系統を奨めるに当

り，森林部の証明書を利用する権利を有する。許可は取

消しの行われるまで有効である。登録の系統及び混系の

証明は毎年更新される。他州で登録の種類の使用は認め，

ない。

（8）その他の樹種の認定(An6rkennungderiibrig･

enHolzarten)

アカマツ・カラマツ・アカハンノキ及びポプラ一類以

外の樹種は特別の指示がない限り，認燈されたものとし

て取扱われ，認燈書としてつぎの事項を記載する。

バイエルン州における許可される利用地域･高度地帯・

営林署管内または国有林以外の地区別。

必要な場合には驍踏なく認定外のものからの種苗も使

用できる。疑問のある林分からも種苗の収穫が行えない

こともない。

（4）種子採取の組織(OrganisationderSamen-

eFnte)。

a、種子及び苗木等を採取する林分を所有する森林

所有者または用役権者は所属する宮行林業事務所に種子

及び苗木採収許可申請を行い，毎年収穫見込鍾を通知す

る義務がある。官行林業事務所は収謹の開始時期と採取

料金(労賃)及び種苗の価緒の程を定めることができる。

b.種子及び苗木の収穫の開始時期は所属営林局が

地区の事情に応じて収穫に支障なきようその都度確定す

る。

c・森林所有者はその所有林内で適性種子及び苗木

の収溌を行うことができるが，他の場合には収穫の完遂

のために所属営林局は公認の種苗業者に収穫を委ねるこ

とができる。この場合従前より林業種苗法に基いて営業

している業者が優先される。しかし未認定の種苗業者と

いえども充分条件を具備する者は指定を受けることがで

きる。森林所有者または用役権者が種苗の収穫を自ら行

わない場合でも種苗採取業者に対して代金の請求権を有

する．。

d・認定または適性林分より種子・苗木を採取する

地区で適当な個所に種苗収集箇所が定められねばならな

い。自己採取の場合には森林所有者が，他の場合には採

取者が種苗収集個所を定める。後者の場合には所属営林

署（または林業家）は記号を付した収集個所を通知する

を要する。

e・種子及び苗木類の採取を委任された者は採取作

業及び種苗類移動に関して許可証を所持しなければなら

ない。この許可証には種苗の種類・採取地が記載されて

いる（様式4)。この許可証は営林署またはこれと同等

と見倣される採取有資格者から採取の開始前に交付され

る。採取終了とともにこの許可証は回収され無効と獲

る｡許可証は警察官・保険官・農林保護専門委員(Feld=

undForstschutzbeauftragtenPersonen)の要求が

ある場合には提示せねばならない。無許可採取・指定地

外採坂者はともに罰せられる。

f.認定または適性種子は立木より労働者によって

集められる。最小面積は営林局で定める。採取有資絡者

は適当な監視と充分な事故防止のために保険を付さねぼ

ならない。

9.種苗類を採取し自ら他の森林所有者及び種苗業

者に賊渡しようとするときは，種子の原産地に関する証

明・種類・量・野帳原簿(UrsPPungsschein様式18)

を付けねばならない。国有林・調整所・国営の種苗事業

においても同じ。

h・種苗業者は種苗採取に際し次条の規定に注意す

ることを要する。

（5）種苗事業

a｡種苗業及び種苗坂引業の新規開業と営業権の譲

渡とは森林部を通じて通知される。

b.種苗業の監督は営林局及び営林局が指定した特

別専門委員（調整官）により実行される。監督は特に種

類の純度を保つために，貯蔵・苗床・発送等また系統保

謹の厳守の検査にまで及夢。この実行に際しては1％の

（
弓

一
一
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税が課せられ，年を事業家ほ監査を行うを常とする。

c，官行の監査実施に際してはつぎの簿冊を整え

る。

収集簿(Sammelbuch)(様式5)

毬果薄(Zapfenbuch)(様式6)

種子簿(Saatgutbuch)(様式7)

播種簿(Aussaatbuch)('様式8)

苗木簿(Paanzenbuch)(様式9)

床替簿(VerschulbuCh)(|様式10)

委托育苗簿(LoImanzuChtbuch)('様式11)

これらの簿冊の目的は種苗の収集・所在を証明するた

めである。収集簿には毎回採取された種芋･苗木(天然

生苗)・挿穂について収集個所・数量・重錘・名称及び

採集者の姓名・住所を夫煮記入する。毬果簿では毬果の

収繊鎚と自己タネヌキまたは委託タネヌキで得られた種

子量が証明される。また購入種子の受入または使用乃至

売却による種子の移動許可が記入される。自家用種子の

所在は播種鍬で証明される。苗木簿には売却した苗木を

ふくむ苗木総育成量と事業及び売却のための送付の証明

がのせられる。自家用苗木は床替簿によって明示され

る。

上記の5～10の照査簿には委托育苗はふくまれない。

委托育苗については委托育苗簿によってよく概要が記さ

れ，照査がよく行われる。

これらの簿冊では，収集簿と毬果簿とを除き，すべて

樹種毎に記帳される。

各々の種子及び苗木の出荷については付録12及び13

によって計算が行われる。認定された物件には照査簿と

同嫌な方法で認定書(Ane,kennungszeichen)の柵が

書込まれる。その他，配給する種子包装には付録の様式

14による野帳原簿によって系統証明(UrsprungSschein)

が各々つけられねばならない。

d･種子.苗木を使用者に販売するに当り，林業種

苗法で指定された売却値段の1％・の税がHalstenbek
の種苗業者精算所へ支払われる。

（6）種苗の使用と森林区分

付録にはアカマツ・トウヒ・モミ・ナラ及びブナの個

燕の森林区分及び所管営林署及びその取扱いに関して規

定が行われている。

高度と立地とを考慮して種子配給地域が定められてお

り，特に国有林はこれを厳守L,国有林以外もこれに従

うことが望ましいとしている。また認定書(Anexken-

nungszeiChen)により明示された造林区は守らるべき

である。

＊本稿の（1）の脚註3）参照。

バイエルン州産以外のアカマツをバイエルン州におい

て使用するときは営林局の許可を受けることを原則とし

ている。他の樹種については営林局が指定せぬかぎり営
林署に委任される。

育苗に当り，たとえ似たような立地条件でも原産地の

高度と使用地高度との間に300m以上の高僅差が生じ

てはならない。高地の国有林及び1,200m以上のアル

プス濱弛(Voralpen)或いば1,000m以上の高地では

辰厩で得られたトウヒの誘子の承が使用さるべきであ
る。

切輸入

1930年6月・1936年10月及び1937年4月の指令にふ

くまれる針葉樹類の苗木及びその猿子･毬果と広葉桜顔

の種子及び苗木の輸入禁止は前方鈴菌りで変更はない。

例外の取扱いはバイエルン州では森林部を通じての象

処理される。

（8）罰′則

林業種苗法の指令或いはその遂辰'二定められた鍵這・

命令に造坂する場合は10,000マルク以下の罰金または

懲役，童たは蕊釦に処せられる。処罰は所属営林局の動
議に基いての難行われる。故意に不正に播種した種子・

苗木は没収される。必要な場合には籍者の費用を以っ
て必要な措置を強制的に識ずる。

Ⅳ．林業種苗法改正に関する意見

林木育種事業が，糖英樹の認識・品種研究の進歩,ま

た採種園の設置などによって近代化され，また民主主義

による社会風潮の変化によって，ヒットラー政権の時代

からドイツ全体を規制した旧林業種苗法も改訂を余儀な

くされたときに当り，新林業種苗法発布蓑での予備知識

として1．2の学者の意見をかいつまんで紹介する。

ドイツにおいて林業種苗法施行以来20年を経過し，

新らしい造林地の種子産地が明確になり，造林地の立地

による影響を厳正に調査する費料が整い，また他面には

品種試験の研究費料も近年増加した｡かかる情態に入っ
て，前掲の戸一メーダー教授（1955）の論謝:では，更

に，

《）立地的品種に関して－フィンランドのA.KA-

LELA(1937)が品種について一書をものして以来の品種

問題の例をあげて，ドイツでは低地アカマツを大陸性気

候地へ移すと幹が湾曲し，東プロシャ及びパルチック産

アカ言ツほ大陸性気候地では幹は通直であるが細くなる

という結果。またSchwarzwaldkieferは低地では成

長おそく，葉ブルイ病にかかりやすく，北スエーデン．
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北ノールウエー産アカマツは南へ移すと成長がおそくな

るが葉プルイ病に強い。これはアルプス産カラマツを低

地に移すとコブ病にかかり易いなどと似ている。これら

の結果から水平分布・垂直分布上での表蘂璽の変異につ

いての意識が認められる。南北1,000～2,000km種子

を送るより§100～200km範囲にとどめた方が同高度で

は表現型の凌化が少ないと予想できるであろうし,新法
律でも網の目のこまかい適応性を考えるべきであろう。
(ﾛ)遺伝霞の認繊－これは林業種苗法以後強調され

(Urgebirgstein)及び石灰岩土壌(Kalkgestein),ま

た陰陽両地帯で使用するに際して問題が起る。またトネ

リコの類で石灰岩種(Kalkesche)｡水湿地種(Wasser-

esche)の土壌の差による種子収穫の別等もこの部類に

属する。これに付随してすべての主要樹種について，

鯛種子収謹が許される林分の調査が時間をかけても

必要となる。この点に注意する人は少ない。これによっ

て種子の必要錘を満す最小面積決定を実行することとな

るが現段階では未だ全く行われていないことは注意を要

する問題である。

㈹誰統の確認(Herkunftsnachweis)。これからの

種子は系統の判らないものは絶対に使用すべきではな

い。主要樹種の種子には系統の証明書を付し，挿穂もま

た系統単位(Herkunftseinheit)で集められるようにす

る必要がある。

これらの法的強制は決して不可能なことではないし，

難しい問題は説得と協議とを繰りかえし，林業のすべて

の教育機関で種子産地認識の基礎の上に正しい種子選択

の熟慮が払われるように，また森林所有者も立地的品種

についての試験に耳を傾けるべきであろう。森林官も森

林所有者組合も長期のこの試験の分野に相当な出費と努

力とを供すべきであろう。

た問題で，例えばアカマツの林分を与えられた林地で育
てるとき，一方ではうつ閉して育てたのに幼令期の終り

に広い樹冠と太い枝を示し，他方疎に植えたのに小さな

樹冠と細い枝を形成するとすれば，ここに2つの遺伝質
が決められる。スエーデンではアカマツのみでなく，ブ

ナ・ナラでも樹形により,Plus-･Normal-･Minus-林

分に分類されている。土壊・気侭等の環寛及び撫育法が
遺伝質より強調されすぎている嫌いがある。菌害の問題
として亥グラスブァーを例にとると，いろいろの産地の

種子を南ドイツで育てると,Cascade遮方のものが

AdeJ""s菌に対する握抗性の強いこと力認められる。

また晩霜害をトウヒの種子産地不明の人工林で見かける
し，雪害についても低地トウヒを高地に移して長い枝と

広い樹冠を形成して害を被ることが知られている。これ

らのデータの中から遺伝質を分別することができるだろ

う。また，色点と撫育法や土壌を蕊えて見て更に信頼度

の範囲をある程度環境の影響に帰着させることも出来よ

う。

今までの種苗法朧よい遺伝質をもつ林分の確保と林木

の資質の退化・謝上の防止に着眼されていたが，林木遺
伝学及び林木育種学は遺伝質の改良即ち林丞の資質＠回

《
『

以上のローメー変一教授の論文に先きだって，フライ

プルグ大学の森林植物学研究室の主任教授Professor

H・MARQUARDT.l詮上'7)はつぎのような意見を公にして

いる。

(I)林木は林地で自由に授粉される。したがって林木

は極端な雑種(Heterozygote)であって，純粋種(Ho-

mozygote)の形成は全く例外的な事柄である。また一

方では，環境即ち土壌・極微気候も林分の遺伝子に不可

知的に影響を与えている。実際数多くの遺伝因子が林木

の成長量・病害抵抗性・形態的及び生理的特性を一定の

立地で決定している。‘これらの遺伝因子の組合わせの広

汎な分折を行うことによって，やがて特定の立地で良質

となるか一悪質となるかが決定されるであろう。しかし

特定の林分において，1本の樹木の遺伝因子構成の分折

は彪大で，まづ最初に必要に応じて幼令樹にあらわれる

遺伝因子の色々の断面が問題となる。

、

一
－

上に努力すべきもので，一定の立地で最大の収穫があが

る所に来るべき時代の林業指導方針がおかれるのであ

る。（これは林業全体にわたる重要な謡鍾であり思想で

ある)。

例未解決の問題として，農作物の青種のように育種

の容易でない林木は，林分内で容易に林木の遺伝質の數

良が実行しにくいとなると，林木育種学が採用した採種

園の仕事が目標となり，新林業種苗法の目的にも遺伝質

の改良が強調される。また精英樹の標準・遺伝質試験等

と採種園取扱いの当面の監督について規定さるべきであ

ろう。

㈲土壊の差が品種に如何に関与するか。例えばI、

(ﾛ） 認定及び系統証明の定義の結論。1934年の林業種

苗法の産地問題も全く品種の特性が言及されていない。

林分の遺伝的位置が明白になって始めて認定(Aner-

kennungsverfahren)の意義が出てくる。後継林分もウヒの種子を同じ高度帯で使用するとき，原生岩土壌

17)MARQuARDT,H.:tjberdiewissenschaftlichenGrundlageneinesforstlichenArtgesetzes;Allgem.

Forstzeitschrift,Nr.4(1955).
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畑野：西ドイツ連邦の新林業種苗法成立までの経練(2)

一方では種子の遺伝質の分離に,他方では立地条件に関

係があり，学者と林業家と共に協力して新法律の細則を

立てるべきである。

ヤリところが実際には林木遺伝学や育種学では立地と

遺伝質との対応に関しては殆んど結果が出ていない。品

種産地の問題にしても樹木の外観及び収穫学(Ertrags.

kunde)による判断はすべてにおいて充分とはいえな

い。ここで生態学・生理学の方法即ち水分平衡・炭酸同

化・呼吸の測定の研究が役立つのである。

このマルクアルト教授は，以上のように方法論に基い

て論議しておるが，実際に森林の観察から出発して綴ら

れたさきのローメーダー教授の論議の方が実際問題と合

致しているように思われる。

V.わが国の林業種苗法改正に関する私見

筆者は昭和14年（1939）のわが国の林業種苗法公布，

にいたる歴史的背景をあまり知らないので，以下のべる

事柄も或いは的の外れている点もあるかと思うが，ドイ

ツ連邦の旧林業種苗法の発展を歴史的に調べ，また西ド

イツ連邦の戦後の新林業種苗法への移りかわりと諸種の

論議と意見とを調べたうえで，わが国が林業種苗法改訂

を企てる場合には少なくとも次ぎの点は考慮して，また

これに必要な措置を整えていただきたいと考える。

《）昭和14年に林木種子の配給区域について，スギ

9区，ヒノキ3区，アカマツ．3区，クロマツ5区が規定

されている。区域指定の原則として表日本型気候（夏季

比較的降雨量が多い）及び裏日本型気候（冬期降雪その

他による降水量が多い）の特性を考慮し，各地域におけ

る天然森林植生の調査研究を環境の異同判断の根幹と

し，且童た種子配給の実行上なるべく府県界と一致する

ことが取り上げられている。種子の移入に関しては比較

的寒地産の種子から成立した苗木は春季芽の開笥が比較

的おそく，反対に比較的暖地産のものは早い傾向を認

め，このことと従来の造林成績とに基いて，移入は北か

ら南に向い，高地から低地に向うようにし，また東より

西に向うように指示されている。

昭和26年（1951）にはスギ7区，ヒノキ3区（但し

配給地域礎更)，アカマツ3区，クロマツ2区に改めら

れている。これは戦時中の乱伐回復に種苗供給の不足を

緩和するために侭i官上簡略化したような節を想わせ”も
る。

スギに関しては外山三郎氏が品種及び気候型から6地

域を分別しているが，種苗行政上大きな支障を生ぜぬも

のならばやはり同氏の分別のように府県界との食い違い

は容認すべきであろう。

従来の気候型の考慮には気温と降水量とが主としてと

りあげ･られているが，ぼとんど全く光週性と成育期間と

の関係は考慮されていないようである。多くの樹種は一

般に南方産種苗を北方へ移したときに成長がよくなる

が，成育期間中に霜害を受ける危険がある。菫た北方産

の種苗を南方へ移したとき成長が低下し倭小化し'8'，ま

た結実・結果を早めるとされている。スエーデンの林木

育種場(Ekebo)を訪れた人とはヨー戸ツパアカマツの

南方移動による倭小化の実例を見て種苗の移動に光週性

の考慮の必要を皆一様に説くようになった。

もしも霜害の危険の少ない場合，例えば低地・海岸沿

いに造林をする場合，むしろ北へ移動することが成長を

増すこととなろうが，かつての吉野スギの移動による造

林成績不振のような事例を再び繰りかえさぬように光週

性をも考慮した産地試験が一段と強化されることを期待

する。

種子配給区域の規定は主要針葉樹種に限定せず，広葉

樹種のうち重要と思われる種類をも規定に加える必要が

あろう。林弥栄氏によってわが扇の重要針葉樹種の天然

分布図が出来上ったが，重要広葉樹種についても同様に

天然分布図の完成を急ぎ，施行細則には重要樹種の天然

分布図をのぜてその上に配給区域を画けばわが国の林業

種苗法も国外の謂晴に示しても要を得たものとなる所以

と考える。

法律は必要にせまられて改訂さるべき性質のものでは

あるが，この種の科学技術的な根拠にのっとった法律で

はその都度根本が変ってはよくない。できるだけ将来起

り得べき問題を予測して幅の広い枠を作っておくべきで
、

あろうと思う。

またわが国の種苗配給区域は平面的にの承取り扱われ

ている。高度の幅の広いわが国の地況を考慮し，今後は

垂直的高度区分を特に取り入れるべきで，すでにアカマ

ツについてリンキスト教授")は採種園のために精英樹選

抜に関し高度による2区分を提唱しているが，高度によ

る2区分を加えた配給区域を考慮してはどうだろうか。

近時信州カラマツを中国地方その他南部地域でも造林

事業化しようとする動きがあると聞くが，病害抵抗性の

問題なども考慮するならば,大面積造林をする以前に試

験造林による立地試験にとりかかる必要があるまいかと

18)PAuLEY,S.S.:PhotoperiodisminrelationtotreeimprovementiThePhysiologyofforesftrees,
asymposiumheldattheHarvardForest,pp.557～571(1957).

19)LINDQuIsT,B:SomeaspectsofpracticalforesttreebreedinginJapan,ActaHortiGotobourg-
ensis,21:4,p.176(1957).
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畑野：西ドイツ連邦の新林業薮苗法成立までの経緯②

思う。

（ﾛ）国有林森林官や民有林林業家の自覚がこれに関連

して必要となろう。自らの携る森林の天然分布上の位置

に関する認識・品種に関する知識を欠き，更には現在の

森林（造林地）の種子の産地及びこの種子で将来よく育

ってゆくだろうか等を考えずに施業すれば，折角林業種

苗法があっても単なる機賊的運用者となりおわるだけで

ある。現在の森林を守るだけでなく，一歩一歩前進の方

向へと努力が払われなくてはなるまい。

特に真剣な産業経済行為として経営されている民有林

では，種苗の入手に際し原産地及び林分に関する保証の

ないものは抵対に使用しないこと力§必要である。これと

同時に種苗業者を登録し，林業種苗法の徹底化と官民協

同体の推進をはかることが望ましい。

国の林木育種場力溌足し，精英樹選抜事業が進展して

近い将来に充実される原種圃場その他から生産される系

統サシホや採種園からの種子など力剰用されるような時

期になると，関係当局は常に基礎資料を末端に流して意

見の徴倶を見たうえで細部にわたる検討を加えてから細

則化されることを期待する。

例林業種苗法の検討の盗料・参考として，関係者は

ドイツ連邦の承ならず広く他の国,々の例もこの磯会に充

分に御検討願いたい。

㈲最後に林木遺伝学の現段階でば遺伝因子の解析が

不充分であろうが，成長・樹形・枝張りなどの外に，耐

病性・耐虫性に着眼しその抵抗性品種の発見に努力すべ

きであろうと考える。またドイツ及びスエーデンなどで

言われる櫛形I､ウヒ図･'g')(comb-spruce,渡ﾖmmRchte)

の如き耐雪害性樹形のものがトウヒ属・モミ属の樹種で

亜寒帯性針葉樹類から見出されないだろうか。

㈱日本人は全体をうまく把握することが下手のよう

である。始めから整理簿を作っておけば後日の面倒がな

いのに卿らくたってからあわて始める。こういう欠点は

おそらく新らしい林木育種事業にも繰り返えされる可能

性があろう。立派な台帳を関係機関で整理しておくこと

が大切ではなかろうかと思う。

㈹㈱のような点を今後充分なものにするために，毬

果の乾燥・タネヌキ・精選・純度及び発芽試験．更に種

子保証票貼付の仕事などは国営その他の機関による種子

調整所の仕事とすることが便利であり，且間違いが起ら

ないと思うので，戦後わが国でも急速に充実がすすめら

れた種子貯蔵の施設の承で満足せず，種子調整所の設置

とその完備を早急に実現することの必要性を特挺強調し

たい。

以上3回にわたり，ドイツの林業種苗法について報告

し，あわせて若干のわが国林業種苗政策に私見を記し

た。

終りにのぞ象資重な意見を披握され，全文に叱正加筆

を与えられた猪熊教授に深甚な謝意を表します。

20)LINDQuIsT,B､:GeneticsinSwedishforestrypractice,p､95(1948).

21)BtjsGEN,M.undE.M"cH:BauundLebenunsererWaldbiiume,s､396(1927).

新発売興林靴姉妹品
長編上靴

脚絆付編上靴

(編上スパッツ）

（〃バンド付う

長編上靴￥2,900

脚絆付〃､¥2,900

長編上靴 脚絆付編上靴

価格

(送料実費申受）

既発売興林靴価柊改訂

短靴￥2,100

編上靴¥2,300

半長靴￥2,900

説明書進呈致します。

外林産業株式会社
東京都千代田区六番町7振替東京17757
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今春の学会の動き
一

第69回日本林学会大会

－1959．4．9～13－
げ

林学会大会における年平均の林業関係研究発表数
大会の概要

|その他計研究農関

23（31）

95（77）

181(72)

行政機関

42（56）

27（22）

66（26） ’
丸山岩三

恒例の第69回日本林学会大会が4月9日から13日ま

でに盛大に行われた。11日午前に総会があり，次いで

下記林学賞授賞者に対する授与式と特別講演があった。

1）植物体中におけるリグニンの生成に関する研究

岐阜大学農学部樋口隆昌・川村一次

2）草地経営の技術一草地経営の基礎的諸問題－

農林省林業試験場井上場一郎

3）木材の強度特性に関する研究主としてその木材

梁への適用農林省林業試験場沢田稔．

引統いて，日本農学会賞を授与された下記林学会会員

の研究に対する特別講演があった。

収穫表に関する基礎的研究と信州地方カラマツ林収

謹表の調製東京大学農学部嶺一三

11日の午後と12日全日は7会場に分れて，259題の

会員の研究発表があった。時間的の余裕もなかったので

あるが，活溌な討論があったのほ，発表者と聴講者の双

方にとって，実質的なことであった。これと前後して，

9．11．13日に林業経営など6部会がもたれ，予定どお

り大会を終了した。

私に与えられた課題は，この総会と1日半の会員の研

究発表についての紹介であるが，この大会運営の幹事役

の一人として，発表を聞く時間的余裕もほとんどなく，

また私の手掛けていることが，造林や経営などいわゆる

林業の主流とは異なる防災であり，これらの内容につい

ての議論臓他に適任者も多いので，戦前から現在にかけ

ての発表者の数字からの比較をすることにする。これと

ても昨年？林学会大会の造林部門について，土井さんが
山林誌上で試みておられるので，二番煎じの感はある

が，諒解していただきたい。

比較の資料としてとり上げたのは，年度別の職域別お

よび専門別の数であり，林業関係の象である。林産関係

は4年ほど前に木材学会が発足し，林学会での林産の業

績の発表が激減し，比較できなv,から除いた。

職域別発表者数を最も簡単な表で示したのが次の表で

あって，数字で染ると本年の増加が著しい。しかも会員

戦
戦
本
一

前
後
年

1O(13)

1（1）

6（2）

(100)

(100)

(100）

75

128

253

備考：（）内は百分率を示す。

数は戦前は会団加入であったことも原因して約6000人

であったのが，現在はほぼその半分になっている。結局

発表は戦前は会員80人に1人だったのが，今年ほ12人

に1人の割合になっている。さらに戦後林学会の支部大

会での発表や職域別。専門別に急増した刊行物を考える

と，研究業績の増加は著しいものであろう。

研究機関（学校と旧帝室林野局，国立ならびに地方庁

の試験場）と行政機関（林野本庁・営林局署・地方庁）

とに分けて象ると，前者が数と率において著しく伸びて

いるが，後者は数と率の両者ともに戦後に激減し，本年

になって数の方臓戦前のレベルを越したが，率ではまだ

戦前の半分に止まっている。この差は両者の業務の性質

上当然であろう。行政機関の発表者の内容を承ると，戦

前・戦後・本年の営林局職員はそれぞれ20.17.51,営

林署職員は18．4．14と戦後の営林署職員の減少と，今

年の営林局職員の増加が目立ち，地方庁職員は大差な
い。

研究機関について承ると，学校関係の増加とくに今年

の約100という全体の40%を占めるのが著しく，地方

庁の試験場の上記の数字が1．4．15と増加しているの

は，その充実を示すものであろう。

なおこれらの分類では，共同発表の業績はトツプネー

ムは研究機関の人，次に行政機関の人という発表もある

程度承られたので，行政磯関の人の実際の関係者はもっ

と多い。

部門別に承ると，造林・経営・立地の合計は戦前・戦

後・今年でそれぞれ平均して全体の68．64．56％とそ

の比率は低下し，逆に林政・保謹・防災・利用部門の比

率が増している。しかし，上記3部門の年平均の発表数

は同じく52．78．140と増加しており，他の4部門の合

計のそれにいたってば，実に23．44．113と急増し，と

くに保護．､利用は40弱になり，林政・防災も著しく増

コヲ可

一
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加している。要するに部門別にゑて，全体的の増加とと

もに，従来発表の少なかった部門がとくIこ増加してい
る。

防災部門の発表順序をきめるときに感じたことは，職

域別の傾向のでていることであった。当然のこととはい

え，研究機関では基礎的なものが比較的多く，行政機関

では応用的なものが多い。私はこの両者の機関は密接に

協調していると信じているが，さらにもう一歩進め得る

ならばなおよいと思うのである。学校卒業当時数年間山

の現場で暮していたことがあるが，仕事の実行に追われ

て物を考える時間的余裕が欲しいと思ったものである。

研究機関に移って象ると，反対庭山にでる機会が少ない

のである。技術者に物を考える時間がもつと与えられる

ならば，それは山の仕事にハネ返ってゆくであろう。戦

前に比べて，このような時間はずっと少なくなってい

る。そしてたとえ発表はされなくとも，また今知ろうと

していることそのものズバリの発表ほなくとも，他の人

の労苦の結果の発表を聞くなり読むなりするだけでも，

収穫にな潟であろう。いわゆる技術者であろうと，研究

者であろうと，共通の願いは日本の山を良くしたいとい

うことであろう。このためにとくに技術者の方に，学会

の発表を上記のような眼で承られるように，もう一歩を

進めていただけたらと思うのが私の願いである。

ある。氏は林業の賃労働が道具持，あ.るいは半農が多

く，生産手段の所有から完全に解放されていないため，

労働力の供給経路嫁閉鎖的すなわち地方市場を形成する

ことを強調した。しかし一方専業労働者の給源は必らず

しも貧農の下向析出の承でなく，腿家各層の2，3男の

析出というわが国賃労働折出の一般的傾向と同一型を示

す部分が少なくないことを指摘したのは注目される。

午後の部は，林業発達史調査会の鈴木尚夫氏の「林業

に鐙ける利潤と地代」を中心に討論された。氏は林業に

おいては，伐跡に天然に2次林が成立し得ること，およ

び育成林の造成にはなお相当の長期を要すること，など

の容易に動かし得ない技術的条件から，費本制林業にお

いて，採取林業は順調に資本制的iこ発展するが息育成投

資は利子う琴資本が担当し，特にそれが地価を媒介とし

て行われるために一般には土地所有者の利子うゑ資本が

育成投資を担当すると立論した。氏が経済の原理論を以

って一層林業の現実の法則に接近しようとした意図は注

目されたが，氏力痩本制経済の原理論的法則として展開

したものは，実は資本制の中の一定の発展の段階にある

林業の法則すなわち発展段階論ではないかという点に対

立意見が集中した。

さてこの程度の紹介では出席しなかった人にはおよそ

何のことか見当もつかないかもしれない。実憾それほど

この部会の内容催アカデミックな色彩を持っていた。あ

る人などはもつと現実の林政問題をとりあげるべきだと

主張したほどである。しかし考えて承れば，現実の林政

の方向設定のために本当に必要なのは，林業経済法則の

理論的認識とそれにもとずく体系的な現状分折であっ

て，常識経済論でのそれで妹ないことは自明であるc林

業経済認識の理論的武器のなお確立していない現在，現

実的林政に役立つためにこそ，たとえ一時はアカデミッ

クにすぎるのそしりはうけても，基礎的な研究はなお執

ように続けられるべきであろう。

～

林業経済部会の概要

倉沢博

第69回林学会大会行事の一部として行われた林業経

済部会は，大会最終日の’3日まる’日をかけて，研究

報告2題と討論が展開された。特にその白熱的な討論は

めざましいものであった｡集会するもの数'0名,本拙畔

士会館の8．号室は満員の盛況であった。更に林学外の経

済学者の顔振れが2～3みられて，盛んに発言されたの

は，とかく孤立におちいりやすいわれわれ林学の集会に

とって大いに喜ぶべきことであった。これは正に林業の

経済的研究が，林学の人なの間で大きな関心の的となっ

ていることはもちろん部外の人燕も林学のこの方面の研

究開拓の動向に注目してきていることの証左であろう。

部会は午前午後の2部に分けられて進行した。午前の

部は北大の小関隆戒助教授の『林業賃労働の性絡と構

造」の報告を中心爬討論が行われた。小関氏の報告は，

北海道の伐出賃労働を認識の基点とし，費本制社会にお

いて一般に認められる「特殊な商品としての労働力」と

いう労働経済学の立場から，林業賃労働の商品としての

特質を解明し，その特質が特に労働力の供給構造に作用

する所大として，林業労働市場の特性に論及したもので

《
」

林業経営部会の概要
寺

秋山智英

第69回の日本林学会大会は4月9日から13日にわ

たって開催されたのであるが，その専門部会である林業

経営部会はその先陣をうけたまわって9日午前9時より

東京営林局会議室において開催された。課題は「森林資

源調査について」であり，そのねらいは現在林野庁にお

いて実施している森林標本抽出法の内容とその問題点の

解明にあった。それだけに参集者は全国各地の大学関係

者，営林局関係者，都道府県関係者など広範囲に及び，

その数は120名にも達し，きわめて雛会裡に終始した。
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まず，日本林学会理事，東大教授嶺一三氏の挨拶があ

り，引続いて農林省統計調査部の牟田守邦氏から1960

年に実施される避業センサスにおける林業部門調査の調

査体系について説明があり，その質疑応答の後，いよい

よ本題に入り，林野庁の片岡秀夫氏から林野庁で企画，

指導し,各営林局,各都道府県において実施している森

林標本抽出法について採用にいたった経緯や調査方法の

概要説明があり，引続いて，その企画立案にあたって指

導された林業試航場の大友栄松氏から天城,高野,矢立，

世附の各国有林で実施された調査成果についての報告が

なされた。その説明にさきだって，現在のドイツにおけ

るサンプリング調査に対する基本的考え方についてレッ

ツェ氏，プロダン氏，ベック氏などの意見を中心として

話されたことは興味をひいていた。その後で実際現地に

おいて調査に従事された東京営林局の鳥居主計氏,福島

県庁の遠藤宜夫氏，鳥井俊夫氏から具体的な調査設計や

その成果の分折などについて報告がなされた。

最後に九大助教授，木梨謙吉氏から米国におけるサ

ンプリング調査方法として，各林業試験場で採用してい

る調査要領の説明がなされた。特に同教授の強調された

のは，日本の調査方法が台帳主義であるのに対して米国

のそれは現地主義で利用面を考えた設計がとられている

ということであった。また米国においてチェック・シス

テムを導入していることについては興味のある話であっ

た。その後で九大の宮崎演習林で1956年から59年に

わたって系統的抽出法により調査した結果の報告がなさ

れで研究報告は終了したのである。そのあと質疑応答の

時間が与えられたのであるが，質問はほとんどなく，4

時30分頃閉会となった。その後引続いて同会場で森林

資源調査や森林測定の問題について関係者が集って懇談

会が開かれ，具体的な調査方法について活溌な意見交換

が行われたつ

林木生理部会の概要

加藤善忠

林木生理部会は日本林学会の専門部会として，先輩の

いろいろな専門部会の仲間に入り，今回の第69回大会

にはじめて催された。出席者は約50名におよび，会場

はこれ以上入る余地がない程で，幹事をあわてさせる

一幕もあって，午後7時の終了予定時刻を2時間もすぎ

た9時頃まで，中途退席者はほとんどなく，林木生理に

ついて，研究者の関心のなゑな承でないことを示してい

た。

会は，土井恭次氏の開会の辞にはじまり，長谷川正男

氏が座長につき，東京大学根岸賢一郎氏より，林木の非

同化部分の呼吸について，と題し，デンマークのポイセ

ン・ヤンセン（1921）以降の研究史と，主として測定方

法の説明があった。おわりに，呼吸の研究を同化と関連

して，どのように森林の生長の研究にむすびつけるか

が，この研究の到達点であると述べ，討論に入った。討

論にあらわれた質問に朧，呼吸のうち，生産に関係のな

い蕊礎呼吸と生産に関係する呼吸との区分，生産のため

の呼吸が，どのような機作で林木の生長にはたらいてい

る’かなど，生長の本質にふれる重要な発言が注目され

た。

ついで，座長は嶽鶯泰三氏にかわり，林業試験場浅川

澄彦氏が，アメリ釣における林木種子生理研究の現況に

ついて，昨年度滞米中にえられた知識を中心に，アメリ

カ西部地方の造林は，近年ばじまったばかりで,種子の

発芽生理の研究についてゑても，現象をおっかけている

程度で，わが国とあまりかわりがない。また，使ってい

る機械なども，原理的には我煮が使っているものとほと

んど同じであることなど，カラースライドをうつしなが

ら興味ふかく説明した。2，3の質問があり，8時頃討

論をおわった。

ここで，さきの林業試験場長長谷川孝三氏に座長をお

願いし，議題をかえ，林木生理部会の発足にいたるまで

の経過の説明が座長よりあった。ついで，長谷川正男氏

が，去る4月4日の，新らしく設立した日本植物生理学

会の発足のもようを説明，畑野健一氏より，種子研究者

の間にもたれていた種子談話会を発展的に解消して，林

木生理談話会を設けたい旨の発言があった。うえの各氏

の発言をめく．り，生理部会および談話会のこんごの在り

方について，熱心な論議がつづけられたが，9時過にな

って，ようやく次の各項の方針をさだめ，雛会裡に終了

した。

1．林学会の部会として，こんご，日本林学会大会の

際，集会をもつこと。

1．東京に本部をおき，幹事を委嘱する。林学会の地

方支部所在地に地方幹事をおく。

1．部会でとりあげる範囲ほ，林木の生理，実験生態

学および基礎的な遺伝試験等を中心とし，所属のきめが

たいものは，常識的な判断に従うこと。

1．明年度のシンポジニームのテーマほ，いちおう，

光週性および生長物質とするが，なお，幹事が検討のう

え，適当な話題提供者を語願いすること。

林木育種部会の概要

坂口勝美

林木育種部会は，産経会館6階の明るいへやで，育種
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ものは実用的にはつかうことができる。雑種強勢を期待

する場合も母材料は擾秀なものを用いる必要がある」と

まとめられた。

ついで,交雑育種の研究歴をもつ柳沢氏からモミ・ト

ウヒ・カラマツ属，クヌギ・高橋両氏からポプラ・カラ

マツ・カバ属，千葉氏からハンノキ属・飯塚，吉川両氏

からマツ属の交雑ならびに接木の親和性について詳細な

紹介がおこなわれ，司会者からスギの種内交雑の価値あ

る例が補足された。この間各種の技術について質疑応答

が行われ参考となることが多かった。

つづいて討議の主体となったものは，

(1)接木のメパナの着花促進につき，マツ属について

はジペレリンによる効果の報告のあらわれないことが話

題となり，台木の年令，採穂の位置，高接ぎに関し討議

された。

②交雑用の袋については種尭のものの特性と経験が

報ぜられ，いずれも満足すべきものがないが，猪熊教授

からポリエチレン製のクダを用い，口元を脱脂綿でふさ

ぐものの効果あることが紹介された｡、

などである。紙面の都合で，林木育種部会のアラマシ

を展望した次第である。

協会のつぎのスケジュールの-環として陽春4月の快晴

に恵まれ，‘きわめて礎大におこなわれたのである。

13日午前：第7回林木育種懐会総会一小林準一郎会長の挨拶．

総会議事，佐藤敬二博士に林木育種賞の贈呈，山箭林野庁長官

ならびに斎藤林業試験場長の祝辞，「育謹と造林」と題し受賞者

の記念講演

13日午後：林木育種部会として，「交雑育種」に関す

るシンポジューム。

14日？関東林木育種場，原子力会館等へエキスカーシヨン。

林木育種協会は，林木育種の重要性に対応して，当初

研究者グループの研究会として発足したものであるが，

その後広く育種に関心をよせるものを自由加入し，現在

3300余名の会員を擁する大協会に発展したものである。

シンポジュームに集った会員は100名をはるかに越え，

エキスカーションには60名以上が加わる盛況を呈した。

この事実は，林木の育種が単なるブームでなく，林業技

術者がこれを着実に成功させる責任と熱意を示したこと

を物語るものであろう。はえある受賞者佐藤博士は，き

わめて有益な講演をされたが，育種部会の紹介という命

題でば，これを詳述する紙面がないので，主観であるか

もしれぬが私がうけとったこの講演の柱である思想だけ

を紹介しておこう。それは「造林の成果をあげるのは，

素質(遺伝)・環境(外囲）・撫育(馴致)の三角形の関連

のもとに完成せしめることにある」とし，詳細な資料と

博士特有の流暢さで話をすすめ最後に「墓場から揺りか

ごへふりかえれ」というリンキスト教授の名言の価値を

強調された。育種専門家も生態学者も造林専門家も，こ

の三角関係の有機的な関連を再認識したいものである。

さて，林木育種部会の本命たる交雑育種に関するシン

ポジュームは，中村博士の司会のもとに，まず岩川氏か

ら次の要旨の話題が提供された。

（1）選抜育種と交雑育種との関連

侭）内外における交雑育種の歴史

つぎに，品種改良手段としての交雑育種の問題点とし

て

（1）どういう組織で，どう進めるのが最も効果的か

（2）交雑の鰍材料をどう集めるか

（3）交雑の育種目漂をどこにおくか

（4）タネの開花結実の習性に関する問題

（5）交配の組合わせと親和性に関する問題

（6）交配にともなう諸技術

（7）採種園によるタネ大紐生産に関する諸問題

（8）無性繁殖にともなう諸問題

この後質疑にはいったところ，アカマツの精謁封にア

イグロマツらしきものが候補にあがった場合の考え方に

つき問いがあり，これにともない活溌な討論が展開した

後中村司会により「交雑の対象としては，できるだけ

アカマツ，クロマツとも測群なものをつかい，中間的な

~

林地肥培部会の概要

塘隆男

林地肥培研究会は昨年4月1日，東京の森林記念館に

おいて，関係者多数の賛同を得て発会，設立を承た。会

長にはもと林業試験場長の長谷川孝三博士，常務理事に

は林総協の田中紀夫氏が就任し，事務局ほ林総協内に置
かれている。

そして機関紙「森林と肥培」が隔月に刊行されてい

て，その内容は，巻頭言，林地肥培の基礎理論，肥培技

術，肥培に必要な林木の生理生態や土壌の知識肥培の

実例紹介，各機関における林地肥培の試験研究状況，海

外資料，文献紹介，質疑応答などである。第1回理事会

の決定に基き，会長名でアメリカ林野局H・Fowel1氏，

西ドイツ林業協会Speer会長，イギリス木材協会長

HenryBeresford-Peirse郷あてに，当会の設立趣意な

どをお知らせして，相互の研究情報，文献の交換などを

依頼したところ，アメリカおよびドイツより文献の寄贈

があった。

現在の会員数は謝函会員やく1,000名，賛助会員やく

100名である。初年度の事業としては，機関紙の刊行に

主力がおかれたが，会員多数参集のもとに現地研究会も

1回行われた。そして，調査委員会（委員長宮崎博士

ほか委員13名，主として肥培実例の調査を行う）と技

己

《
』
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術委員会（委員長芝本博士ほか委員14名，主として

肥培技術の問題点をとりあげ検討する｡）の専門委員会

が設けられ，それぞれ今年より具体的な活動が行われる

ことになっている。

× ××

昭和34年4月9日に，第2回総会が東京の産経会館

で開催されたが，これに引続き，九大教授，佐藤敬二博

士の「林地肥培の合理化について」と題する特別講淡が

行われ，これを中心に熱心な質疑，討議が行われた。こ

の諦演会はまた第69回林学会春季大会の専門部会とし

て行われた。

佐藤博士の講演要旨はつぎのとおりである。

林地緬巴の斯待される効果として，林木の成長と健康

度の促進，撫育費の低下，森林植生の進農林木の形質
の向上などがあげられるが，熊本営林局管内の調査（日

下部技官による）によれば，林地に”巴した場合に，そ

の27％臓肥効が不明で，この肥効不明の場合の原因を
究明し，27％を0％にするのが，すなわち林地卿凹の

合理化であるとして，話を進められた。

卿E効果は樹種により異なるばかりでなく，品種によ
っても異なることや，林地では肥料3要素のうち窒素の

肥効が最も大きいことなどを指摘されたのち，森林の物
質経済の観点より林地獅魁を論ずる考え方をのべられ，

最後に佐賀県相知町の30年生の卿巴したスギ林につい
て，これを土壌肥料科学的に解折され，林地肥培のあり

方について，また今後の問題点などにも言及された。

森林利用部会の概要

丸山正和

森料荊用という言葉は，大学の研究室名などに残って
ﾙ､る古い言葉で，他に適当な言葉のないために用いられ

ているが，現在におけるその内容は，例えば営林局の仕

事でいうと，直接，間接に作業課，土木課の職務に関係
する面が多いと考えてよい。また林業に関係する機械類
の問題は，基礎的，応用的のこと全てが含まれることば
もちろんであるが，最近漣おいては，国有林はじめ民間
においても，伐出事業の機械管理，工程管理，労務管理

等に関し検討すべき問題が多くう森林利用の部門として
も，この問題が重要な課題の一つとなっていることは注
目すべきことである。

森林利用部会は森林利用研究会の例会を兼ねて開催さ
れたものであって，今回の部会の内容は次の通りであっ

た。

○特別講演長野営林局管内機械化の現況
特に林内集運材機械作業について

長野営林局作業課長越中貞蔵

○討論会土場作業

特別識演織，長野営林局管内の素材生産事業におい
て，伐採，集運材作業の人畜力作業を廃止し，全局を通

じ作業を全て機郷上するに至った，昭和32年度以来の
経過につきのべたものである。同局の木曾谷，伊那谷及

び豪雪地方の急峻地帯における人力木寄せ作業ほ，徹底
した集材作業によってこれを消滅せしめ，北信，八ケ岳
地帯の丘陵地帯における人畜力による木寄せ及び集運材
は，トラクタ作業に錘きかえ，なお震た伐採は全量をチ

エンゾー作業に転換した。後者の地域はカラマツ人工林
を主体とするが，伐倒，枝払を終った材は，そのま蓑ト

ラクタによって集運材の後，士場において玉切る，いわ

ゆる全幹材作業をとっている。木曾谷においても，択伐

林の緩傾余馳においては，一部トラクタを使用した。
古くから集材機作業においても特異の発達をとげてい

る,､同局の作業形態をいくぶんでも変えるということ
は，種玲の困難な問題を含んでいたことが想像される

が，局署関係者の努力により，その結果は林内の集運材

延作業員数，1人当り生産量，石当り生産費，災害補償
蕊，素材の減耗等に関し，昭和29～31年度平1句の従来
方法の実績に比べ，いずれも良好な成果を示した。なお
今後の課題として，集材機については，架線方式の検
討,4型集材機の導入，ワイヤロープの検討，その他集
材機付属器具の改良とともに，驍械作業全般に通ずる問
題として，作業員の技術向上，機械管理の徹底が計られ
ねばならないことを強調している。．

このように一営林局全体の実行経過について，詳細な
説明が行われた事例は少なく，前年の秋田営林局の集約
生産事業に関する実行例の場合と同様に，各般よりの参
会者の感銘を深めた意蕊はきわめて大きい。

次の土場作業に関する討論会であるが，土場作業とい
っても，対象とする土場には山士場，中継土場，最終士
場，工場士場等の，いわゆる土場から貯木場まで種盈あ
るわけであり，またその観模もきわめて区々 であると同

時に，搬出されてくる樹種材種が比較的単純の場合か
ら，きわめて多岐にわたるものまであって，一概に士場
としてその作業を論ずることが，困難であることは，初
めから予想されたことである。部会の討論会の進行も，
この席において結論を出すという方向よりは，むしろ従
来の林内作業に向けられていた眼を，士場作業に向ける
ことによって，果して問題の焦点は何処にあるか，再検

討するという形で行われた。発言の中から主要な問題点
を拾うと，

、

（1）林業における土場作業の意義の認識
（2）径級，品等区分別樋積の問題
（3）検知，検収の合理化
（4）卸し，稜込，配車計画の問題
（5）全幹材集運材に伴う土場作業の合理化
（6）導入機械類の規模
（7）安全作業

などがあるが，従来観念的に考えられがちであったこの

面につき，具体的例示をもってそれぞれ討論が行われ，
関係者の関心を集めることができ，今後の問題解明のた
め，得るところが多かったものと考えられる。
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木 材加工関係の動き

日本林学会大会と時を同じくして，下記のように日本木材学会の研究会，例会並びに日本木

材学会’日本木材加工技術協会の共催による部会の会合が行われたが，そのうち2，3の部会

の概要を報告し読者の参考に供したい。

日本木材学会の研究会

（1）組識と材質，木材と水に関する研究会の合同例会

時日・場所：4月11日13時東大農学部

内容：木材の収縮，膨脹の異方性を中心に，東大細井駿雄，西京大中戸莞二

東大鈴木寧の諸氏より話題の提供があり，諦倫楕報交換を行った。

（2）木材強度研究会例会

時日・場所：4月12日午後東大農学部

内容：講演と討論識師千葉大教授辻静二氏

日本木材学会・日本木材加工技術協会共催の研究部会
（1）木材保存部会

時日・場所44月11日9時30分東大農学部

内容：講演・講師岩崎産業函館工場堀江甫勇氏国鉄技術研究所山名成雄氏
②合板部会

時日・場所：4月12日13時30分東大農学部

内容：合板のヒワレに関する研究懇談会

話題提供者教育大林大九郎氏

林試柳下正氏

（3）製材木工部会

時日：4月13日13時30分

内容：丸源製鋸所見学

製材木工用鋸に関する懇談会

合板のヒワレに関する研究懇談会林氏は裏割れを生じさせない単板の切削方法について
日本木材学会及び日本木材加工技術協会合板部会共催の研究結果を報告した。単板の裏割れを防止するために

の合板研究会は，4月12日東大農学部において東大教は，ナイフとプレッンヤーバーの関係位置の調査が重要

授平井信二氏司会で行われ，学界，合板業界から約70な要件となるが，0.2～0.3mmの薄単板においては，普
名が出席した。通の単板切削とは機櫛が若干異なり，切削条件の多少の

話題提供者妹下記の通りである。変化は単板の品質に重大な影響をもたらさないので，薄

スライド単板の切削について単板の場合ほ単板の裏割ればあまり問題とする必要はな
東京教育大学林助教授いのであろうとした。

化粧合板のヒワレについてこれに対して業界各氏より，切削条件は普通は充分睡
林業試験場柳下技官調整が行われておらず，実際の単板には裏割れのあるも

化粧合板のヒワレの発生についてのが多いのではないかと討論が行われた。

朝日特殊合板株式会社後川氏裏割れの発生とその原因についての3氏の意見はほぼ

化粧合板のヒワレの原因について一致しており，柳下氏は化粧合板をウェザーメーターに

スライァート株式会社柏倉氏よりヒワレを発生せしめた結果より推論し，ヒワレの発

化粧合板のヒワレについては，その原因，発生防止方生が単板の割れ,単板の含水率,部分的な接着不良,台板
法等について特殊合板業界の関心は極めて深く，そのたの条件等に重要な関係があるとした。後川氏はこれらの，
め討論もきわめて活溌であった。ヒワレを原因と程度により15種に分類し，これらの犬
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木 材加工関係の動き

部分は製造時の充分な管理と，適正な使用条件によって

防止し得ると考えられるが，根本的な解決法ほ今後の研

究結果にまたなければならないとした。柏倉のヒワレ発

生の原因に対する考察も実際作業の結果から得られたも

ので，特に適正な台板管理の必要性が述べられた。

これらについて業界諸氏から約2時間にわたり活溌な

討論が行われたが，合板特に化粧合板のヒワレ化粧合板

の今後の発展に極めて重大な関係を有するので，今後学

会業界協力してその防除方策を講ずる必要が痛感され

た。今後研究すべき方向としては合理的なスライスド単

板の切削方法，化粧合板合板の選択規準の確立，接着剤

の改善化粧合板の品質を理解した適正な使用条件につ

いての宣伝活動を強化すること等にあると思われる。

（繁沢静夫）

製材木工部会の概要

(1)とき．ところ・参会者

東京で行われた林学会に合わせて，4月’3日午後’

時半より東京都調布市にある丸源製鋸探式会社で，製材

木工部会が開催された。

参会者は学会の開かれている折でもあり，また関係者

の努力によって全国各地の大学・国立及び公立林業試験

場・公立目立技術者薙成所・中央及び地方行政官庁その

他総計32名であった。

(2)見学

まづ丸源製鋸株式会社の社長より同社の事業概要につ

いて説明を聞いたのち，製材用帯鋸及び円鋸の製造状況

を見学した。

同所の作業工程は，製材用鋸に適した帯鏑及び板銅を

八幡製鉄その他より購入し，これに熱処理・表面及び側

面の研磨・帯鋸の一部と円鋸の歯抜き・円鋸の腰入れな

どの加工処理を施して製品を仕上げていた。

これらの工程中最も大切な工程は，鋸鍋の性質を左右

する熱処理作業である。帯鋼の熱処理は，細長い電気加

熱炉の温度を自励調節器によって一定に保ち，帯鋼の厚

さ及び幅によってその中を通過する帯鋼の速度を加減す

るとともに，焼入油の温度を一定に保つよう配慮されて

いた。

(8)講演と意見交換

見学を済ませたのち，同社の社長が欧州の製鋼関係及

び製材関係を視察してこられた時の状況について話を聞

いた。

スエーデンの鋼の品質がよいことば世界的に有名であ

るが，各地から輸入した鉱石にスクラップをまぜて鯉鰯

しているわが国と比べ，同じ鉱脈から掘り出した鱗石を

何百年にわたって製鋼しつづけ，たえず改良して来たス

エーデンの事情を聞くとまことに羨しい感じがした。ま

た欧州の製材工場の機械化についても，目立作業は各製

材工場で行わず，目立専門の工場が優秀な機械を使って

やっているなどいろいろと学ぶべき話を聞いた。

ついで意見交換に移ったが，製材用鋸を中心として，

結論を得るというのではなく，いろいろの意見を交換す

るということで話題がはずんだ。その中の2，3を拾っ

てふると，

○歯先に超硬質銅をつける方法・その利点及び歯先の

低周波による焼入れなどについて種なの意見が交わされ

た。この問題についてば製材用鋸という観点からする

と，原木のときに剥皮し，背板はチップ化して販売する

という作業方式と相まって考えられねばならないと思わ

れる。

○穿孔帯鋸については，’昨年頚は流行的に急速に全

国に広まったが，その後次第に穿孔滞鋸の使用が減少し

てきた。その原因は腰入作業庭手間がかかることにある

ようだが，挽材それ自身については利点もあるようであ‘

り，冷静にその長短を明らかにする研究が必要なので幟

なかろうか。

○ニッケルを製材用鋸鋼に入れるの朧，熱処理を行う

とき鋼の硬度分布を一定にするのに役立ち，また鋸鋼の

抗張力や弾性限界を高める効果もある。その代りカーボ

ン鋼に比べるとやや価格が高くなる。

和やかな雰囲気で話題はつきなかったが，夕闇も迫っ

てきたので5時半盛会裡に解散した。

（仁賀定三）

木材強度部会の概要

当研究会は昭和33年4月，木材学会の一部会として

発足し，未だその緒についたばかりで，定期的な研究会

も行われていない状態であるが，木材澗料の力学的性質

の評価に深い関心を寄せられている方煮が，すでに50､

余名加入されている。これまで取扱われた主なる内容を

摘記すれば概略つぎのようになる。

1．建築研究所の見学，建研の菅原企画科長より同所

の機構，業務の概要をきいたのち，土質関係，空気滅過

調節，音響，耐火等の試験設備や材料試験室を見学。

2．集成材の構造試験の見学，建研の今泉技官より，

林試で試作したアガマツ簿曲集成材を用い2連3銭節ア

ーチの荷重試験を行った結果と破壊状況につき説明をき

いた。

3．第4回F.A.O.会議の報告会開催。林試の小倉

木材部長より，木材加工会議の内容報告をきいたが，徒

－47－



木材加工関係の動き

来の無欠点材の試験方法の他に，応力等級区分の方法や

合板の力学的性質の評価法などが問題とされていること

は注目に値する。

4．構造用木材の品質に関する討議。東大の平井教授

より，建築学会で目下改訂されつつある「木構造設計規

準」の一部である溝造用木材の品質についての資料説明

が行われたのち，その等級区分方法や許容応力度のきめ

方などについて討議した。・

5．木構造の現況と問題点についての講演。千葉大の

辻井教授より，木溝造計算の際に問題となる力学的性質

や木構造より承た木材の特質とその合理的利用に対する

指針,接合問題などの説明があ,つたのち,応力等級を加
味した用材規格の作成とそれに役立つ基礎資料の集積が

特に急を要する問題として提起された。

このように現段階としては，会員共通の足がかりとな

る素材の力学的性質を合理的に，単純に，統一的に認識

することを基幹として運営されているが，用材規絡改正

の声を契機として職造鯛材の強度的品質がかなり話題の

中心となっている。しかし，合板，集成材等の2次加工

品の力学的性質についても問題が提起されればその都度

討議してゆく方針である。

（山井良三郎）

林学会に属していた林産関係の専門家のほかにとくにこ

の分野で活動している理化学および工学関係のおおくの

専門家の参加をえて設立したもので，創立以来，日なお

浅いにもかかわらず既に700余名‘の会員を擁するにいた

った。

いま，会員をその専門分野と所属機関別に象れぱ次の

ごときである。

専門分野についてゑたとき

林学ないし林産学を専門とするもの……60%

理化学応用化学関係のもの．…･･･.…..､'0％

工学関係のもの．．……．．………....､'5％

その他･･･……･…･…．．…．．…….､'5％

所属機関別にみたとき

大学，研究所関係，…･…．．…………60％

民間会社における工場技術関係…….…40％

化学ないし工学関係の専門家が全体の約25％に達し，

さらに民間会社に満ける工場技術者が全体の約40％に

達していることはこの学会の発展のため特蕊しなければ

ならないことである。

学会としての主要な事業として日本木材学会誌を刊行

（年6回）しているが，すでに学会誌を通じて発表され

た論文ほ176篇に達し，大会における研究発表で公表さ

れた論文は445篇，合計621篇の多きに達しており，こ

れをその内容別に承ると次のごとく林産学のほとんど全

領域にわたってきわあて活溌な研究がなされていること

がうかがわれる。

部門別発表論文数

一

日本木材学会の概観

4年前の昭和30年4月，われわれが長い間のぞんで

いた木材学会が同学有志の方盈によって設立された。

これまでの長いあいだ林産物とその加工法にたいする

学問や技術は林学の一部門として育成されていたのであ

るが，戦後木材は乏しい国内炎源のうちで最も有望なも

のの一つとされ，建築用材とか原料用材としての需要は

著しくたかまり，木材の生産性を飛躍的にたかめること

が必要とされるにいたってきた。

このような情勢のなかで林産工業は年を著しい勃興を

とげ，小企業の範囲から次第に大企業の規模に発展しつ

づけており，これに応じて資源の合理的な利用とその加

工技術を劃期的にたかめていくことが各方面から要請さ

れていた。

学問的な研究分野においてもこのような社会的な要請

にこたえるためには従来林学部門のなかでなされていた

主として材料に関する研究分野のほかに加工技術に関連

する化学的ないし工学的な分野を大きく包括することが

必要となり，研究者と工場技術者との密接な連繋のもと

に研究の成果を直接産業に反映しうる一連の体系をとと

のえることがのぞまれるにいたった。

日本木材学会はこのような条件のなかでこれまで日本

、
毎
夕

木材,組識および織造に関するもの37
物理および物理化学的性質60
強度的性質62
製材加工88
乾燥27
合板，接着剤31
防腐，防火，防虫67
材質改良28
繊維板45
木炭乾燥27
パルプ，セノレローズ，ヘミセルローズ57
リ グニン44
特殊成分とその利用48
合計621

このほか，学会としては内外の研究機関と連絡をとり

つつこの分野の研究を推進していくため各種の事業をお

こなっており，また，木材学会内の各研究分野別に研究

者の相互連絡や共同研究の推進をおこなうための組識と

して研究会がつくられ，木村加工協会の部会とともにそ

れぞれ活溌な活動が承られている。

（小倉武夫）

垂
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今回の会議はこの様な新しい制度のもとにおける経営

計画編成一ヶ年の体裁から，新制度が包含する種との問

題点を指摘討議することを中心議題とし，あわせて現行

森林計画制度に対する意見を徴することを目的とした

が，これがため予め各局に対して次の諸謝項を諮問し，

その報告を中心として論議を展開した。

諮問事項

1．経営規程の実施に関する基本的問題点について

《）経営計画策定上の問題点

（ﾛ）経営計画編成業務遂行上の問題点とその対策案

しり経営計画実行上の問題点と対策案

2．現行森林計画制度の問題点について

各事項別に最も活溌に論議された問題点は次の通りで

ある。

1.fi)生産力増強計画との関係

生産力増強計画がきわめて意欲的なものであった

ため，経営計画による森林調査の結果，あるいは実

行予算とのにら承合せにおいて早くも手直しせざる

を得ない現実に当面しているが，経営計画がいかに

これを調整するか。

（ﾛ）業務分量と人員の関係

新制礎によって経営計画編成の単位が拡大され，

繰返し期間が5年に短縮された。叉標本抽出調査法

の導入等によって業務分量ほ増加しているにもかか

わらず編成従事者の増員が計られていないので具体

的にいかなる手羨によって業務の宗全なる遂行を期

するか。

しり経営規程12条の2，及び42条に関連して

経営計画で予定した造林面積が，予算の制約から

実行出来なくなった場合においても，収穫壁は計画

通りに伐採するか。

叉42条によって収穫の規整が厳桁に針広別に区

別されているが，皆伐林分において蓄稜調査に誤差

のあった場合はいかにするか。

2．現行森林計画制度について

この事項ほ第3期森林計画制度の鱗想を固めるた

めの参考として各局の意向を徴したものであるが，

諮問の内容が伐採統制の存潅，過正伐期令級の過否

等比較的国有林と縁の薄い関係もあって，突き込ん

だ意見も少なく論議も低調であった。

＝

l
q

第1回林木育種場長及び支場長

並びに庶務課長会議が開かれた

4月1日から，正式に林野庁の付属機関として発足し

た。林木育種場初の場長及び支場長並びに庶務課長会議

が，さる4月24日から3日間，林野庁市兵衛町会議室

で開催された。

長官の訓示林業試験場長,、指導部長の挨拶に引続

き，関係各課よりそれぞれ所管事項の運営要領について

説明並びに質疑応答が行われたが，その主なる議題は，

1．林木育種場の組織と文書及び財産の取扱いについ

て

2．公務員宿舎，医療，災害補償その他について

3．労務管理について

4．育種場の経理について

5．育種場の調査卦額について

6．育種場の事業運営要領について

等であるが，育種場の調査については，従来林業試験場

で行っていた育種関係の試験研究調査の一部を育種場が

担当することとし，また，事業運営については今後事業

の進展に伴って検討する必要もあるが，各育種場の管轄

区域を「育種基本区」としてそれぞれ育種目標をたて，

育種基本区を更に気候その他の環境条件によって細分し

た「育種割磯区」を設けて計画を樹立してその計画に基

いて事業を行うこととし，このため必要に応じて育種場

単位に「林木育種協議会」を開催して，育種場と民有林

及び国有林の連絡を緊密にし事業の効率的な擁とその
成果の高揚をはかり，わが国林木育種事業の強力な推進

と円滑なる運営を行うこ‘ととなった｡．

q三

Ｄ
』

唾

営林局計画課長会議開催

去る4月21日から23日室での3日間，東京営林局

の会議室において全国営林局の計画課長会議が開催され

た。

わが国林政の基幹たる森林計画制度は昭和32年度か

ら第二期に入ったが，国有林もこれに対応して規程を政

正し，民有林と計画の区域時点等を調整するととも

に，経営計画それ自体の形式，内容にも抜本的な改善を

加えた。

科学技術庁の機構改正

科学技術庁は，去る4月16日をもって，内部部局の

機櫛を大巾に改正した。

この機購改正の要点は，従来の企画調整局繁よび調査

普及局を計画局および振興局に再編成したこと，ならび

に原子力局の機構の整備強化を図つたこと。以上の2点
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最近の話題

である。このため科学技術庁設置法の一部を敦正する法

律，科学技術庁組織令等の一部を改正する政令および科

学技術庁設溌法の施行期日を定める政令の3法令が制定

された。

科学技術庁の新機織の大略は下図の通りである。

林野庁人事

4月11日付

命名古屋営林局長官房続理厚生課長丸山幸一

〃大臣官房名古屋局長市田友治

4月16日付

命科学技術庁計画局科学調査官

林野庁造林保護課手束鶉一

5月1日付

命林野庁職員課長熊本局総務部長後藤伝一郎

〃名古屋営林局総務部長

統計調査部管理課斎藤誠三

依頼退職名古屋局総務部長山本義正

5月7日付

命熊本局総務部長熊本局総理課長緒方乙喜

〃熊本局続理課長林野庁続瑳課新開信雄

｜科学技術庁｜
I－

｜科学技…｜

｜科学技術事務次官｜
」ー

頚撫撫磯悪
畏

鱸 蕊
理．

一

官

ごだ室
』

林
業
は
大
ま
か
な
見
方
を
す
る
と
、
大
部
分
ぼ
自
然
の
力
に
依
存
し
て
い
て
、
人
力
の

入
っ
て
い
る
割
合
は
僅
か
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
林
業
技
術
を
軽
視
す
べ
き

も
の
で
も
な
く
、
卑
下
す
る
必
要
も
な
い
。
い
く
ら
僅
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
力
の

入
れ
か
た
が
適
切
で
あ
れ
ば
立
派
な
林
業
地
に
も
な
り
、
悪
け
れ
ば
不
成
績
地
に
も
な

る
。
自
然
と
い
う
竜
の
絵
に
、
一
点
の
眼
の
か
き
入
れ
か
た
に
よ
っ
て
、
竜
が
活
き
る
か

死
ぬ
か
の
境
目
と
な
る
。
竜
の
絵
も
、
立
上
っ
て
い
る
も
の
、
臥
し
て
い
る
も
の
、
恕
っ

て
い
る
も
の
な
ど
千
差
万
別
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
の
点
を
落

さ
な
い
と
恰
好
の
絵
に
な
ら
な
い
。
一
律
に
は
と
り
あ
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

林
業
の
相
手
と
す
る
自
然
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
規
模
経
営
に

な
石
と
兎
角
一
律
な
方
式
で
処
理
さ
れ
が
ち
に
な
る
。
鬮
有
林
の
施
業
の
う
ち
で
は
、
苗

畑
事
業
が
一
番
技
術
本
位
に
運
営
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
熟
え
る
が
、
こ
れ
さ
え
も
、
苗
畑

一
つ
一
つ
に
癖
の
あ
る
こ
と
が
等
閑
に
付
さ
れ
て
、
管
内
一
律
の
施
業
法
を
指
示
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
堅
密
な
埴
質
な
土
壌
、
軽
し
よ
う
な
土
壌
、
乾
燥
気
味
の
土
壌
、
過
湿
の

土
壊
、
や
せ
た
土
壌
と
苗
畑
に
よ
っ
て
性
質
が
ち
が
い
、
各
な
人
手
の
加
え
か
た
の
重
点

が
ち
が
う
筈
で
あ
る
。
北
見
の
湧
別
苗
畑
は
、
ト
ド
マ
ッ
育
苗
法
を
確
立
し
た
と
も
い
え

る
代
表
苗
畑
で
あ
る
が
、
こ
の
苗
畑
の
主
任
は
、
「
い
ま
実
行
し
て
い
る
方
法
は
、
こ
こ

で
は
成
功
し
て
い
る
が
他
の
苗
畑
で
実
行
し
て
必
ず
し
も
成
功
す
る
と
は
い
え
な
ど
と

い
わ
れ
た
が
、
や
ほ
り
こ
の
道
で
永
年
精
進
し
、
そ
の
地
の
土
壌
、
気
候
、
ト
ド
マ
ッ
の

性
質
を
知
り
つ
く
し
て
い
て
こ
そ
い
え
る
こ
と
で
あ
る
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

》
一
句
○

局
の
よ
う
に
、
全
体
を
指
示
し
監
督
す
る
立
場
の
方
灸
に
望
薙
た
い
こ
と
は
、
基
本
と

な
る
自
然
環
境
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
、
あ
る
い
は
知
る
方
法
を
ま

ず
指
導
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
下
で
処
理
す
べ
き
具
体
策
を
示
し
て
欲
し

い
。
現
地
で
実
行
す
る
方
凌
は
も
ち
ろ
ん
勉
強
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の

研
究
結
果
に
目
を
通
し
て
、
こ
れ
を
手
本
と
し
て
応
用
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
手
本
に
し
た
も
の
は
、
ど
う
い
う
環
境
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
か
を
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
自
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
竜
の
絵
と
手
本
の
竜
の
姿
と
が
ち
が
っ
て
い
て

は
、
同
じ
手
法
を
用
い
て
は
失
敗
す
る
。
要
は
、
自
分
が
い
ま
、
眼
を
か
き
入
れ
よ
う
と

す
る
竜
の
絵
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
よ
く
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
土
筆
）

函
〆
一
一
鐸

画
竜
点
晴

－50－



一

”

一

屯

第13回通常総会開催通知

次の通り開催致しますから万障お繰り合せの上御出席下さるよう御通知申

上げます。

昭和34年5月10日

社団法人日本林業技術協会

記・

・1．日時昭和34年6月11日午後1時

2．場所本会会議室

3．会議の主要目的事項

第1号議案昭和33年度業務報告並びに収支決算報告の件

第2号議案昭和34年度事業方針並びに収支予算の件

第3号議案昭和34年度借入金の限度に関する件

以上

なお総会後引続いて講演会を開催致します。

1．林業技術コンテスト最高入賞者の発表

2．特別講演「カンボジヤの林業」吉田好彰

3．映画水辺の鳥，野鳥の生態

第5回林業技術コンテストの期日変更

会場の都合により1日繰り上げて次の通り開催すること

になりましたので御諒承の上，会員多数御出席下さい。

日時6月9日午前9時30分から

場所東京営林局会議室

（審査発表は6月11日総会において行います）

一一一一一一

会 務報告

◇第2回編集委員会

4月24日午後3時から開催した。

場所本会

出席者松原，秋山，倉沢，繁沢の各委員

本会から松原，八木沢

編集室から
ー

◇風薫る青葉の5月7日の夕刻，本会顧問の石谷さんが

協会事務所の前に，ジープを仕立てた選挙自動車に乗っ

て調爽たる姿を見せられたo6月2日に行われる参議院

議員の選挙に立候補された第一声であったが，目下全国

各地を東奔西走の獅子懇迅中である。職能会団として一

党一派に偏することを許されない本会は，石谷さんのた

めに穣極的な応援ができないことは遺憾であるが，林業

界の代表として，叉われわれ林業技術者の中から選ばれ

て立つ石谷さんの当選を心から祈念したい。◇選挙とい

えば，本年はまた学術会議の会員選挙が行われる。毎回

異常な好成績をおさめている林学が，他部門からマーク

されているであろうが，こんども予期通りの成果を上げ

るために，本会食員の中の選挙権有黄緒者各位におかれ

ても，棄権などがないよう期待したい。それにしても稜

極的に働いて頂ける方をなるべく学術会議に送りたいも

のである。◇本誌の発行がまた少し遅れだしたことはお

詫びしなければならない。しかしこれは近くそのおくれ

を取り戻すことをお約束すると共に，順調に発足した新

編集委員会の委員各位の絶大な御協力によって内容も逐

次刷新されて行くであろうことを予告しておきたい。

（松原記）

昭和34年5月10日発行

林業技術第207号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
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重版好評発売中11，－…一-－．－－－－－~=…

森林防災工学鍔8dI¥3::
農学博士飯塚肇著
森紘資源をいかにして災害から守り，荒廃山地を森林
に復元して治山・治水の実りをあげるか？本書は治山

海岸砂防・気象災害の3編に分けて，この問題に具体
的な解答を与えたものです。理論だけに走らず，実務

的な応用面の問題，とくに技術に力を入れて具体的に

詳述しており，治山・造林・林業経営の実務に関係あ

る技術者や同方面に進主れる学生の必読書としておす
すめします。〔日本図書館協会選定図書〕

H一や』一ー一閤宇一山ー■写

〔ポケット判クロース装168頁200円〒1⑦

好評，忽ち重版!！

丸太製材材積表懲罰ﾄ判畢'器
木材技術研究会編好評30版発売中

本書は，凡ゆる用材の1本（1枚）当りの石数を新艇
林規格によって計算した表で，後半に収録した諸表と

相まって，木材関係の材積計算が完壁にできます。

1．針葉樹，広葉樹の全般を含み，ある幹材

の石と立方メートルが一見して分る。

☆2．立方メートルと石又はその逆の詳細な換

特3繍鑪置纒に対応…周遥つけ＝
あるから，円周から直ちに胸高直径と材

積が分る。

色4．巻末には，両方の単位系に使える水平距
離算出表，三角函数表，円面積表，直径

芙 表などをつけてある。

5．最上の用紙，鮮明な活字，携帯に至便な
ポケット判。
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木材技術研究会編好評7版発売中
改正農林規絡による素材の各材穂(径及び長）の1～
100本に対する石数を一見して分るようにしたもの。
径3寸～3尺，長6尺～35尺までを改正規格どおりに
区分してあります。
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本書は樹病学の権威である伊藤一雄博士(林業試験場勤務）の

多年に亘る労作の結晶で表題の示す通り写真及び凸版が殆ど全頁

に掲載され，極めて分り易く苗畑の各種病害の早期発見，並に診

断，防除の対策を講じた良書であります。

従来この種の樹病学の書はいろいろありますが何れも学究的な

或は実地より隔つた専門的な知識に流れたものが多く，本書の如

く初心者にも容易に且つ興味をもって読まれるものは極めて少い

のであります。

更に現下の森林行政はその経済的見地に立脚して優良種の育

成，生長促進に重点をおく方針でありますので，本書の利用によ

りその根本的基礎となる苗畑の病害撲滅に多大の効果を挙げられ

るように切に御一読を御勧めいたします。

「目次の－部」

第一章病因第二章診断法概要第一節診断予備

（第二，三節略）第四節病原体検査1．ガラス器具の洗瀞
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